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はじめに 

「平成29年度 統計法施行状況報告」は、統計法（平成19年法律第53号。以下

「法」という。）第55条第２項の規定に基づき、平成29年度中の法の施行状況に

関し、各府省等の報告を総務省において取りまとめ、その概要を記述したもので

あり、インターネット等を通じて公表するとともに、統計委員会に報告するもの

である。 

経済財政諮問会議や統計改革推進会議が示した統計改革の方向性を確かなもの

とするよう１年前倒しで策定した第Ⅲ期基本計画が平成30年度から開始されるた

め、同報告は、第Ⅱ期基本計画に関連する事項の最後の取りまとめとなる。 

なお、構成については、「本編」、「別編」及び「資料編」の３編構成とし、

各編の内容は以下のとおりである。 

本 編： 基本計画の推進状況、公的統計の作成状況、調査票情報等の利用及

び提供状況など、法の施行状況を条文ごとに概括したもの 

別 編： 基本計画に掲載された個々の施策の進捗状況について各府省の報告

を取りまとめたもの 

資料編： 「本編」に加え、法の施行状況を概観する上で参考となる資料を掲

載したもの 
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Ⅰ 基本計画 

 １ 基本計画 

 （１）基本計画に関する法施行状況報告 

    法第４条第１項において、政府は、公的統計の整備に関する施策の総合

的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を定めなければならないと規定

されている｡ 
    この基本計画については、法第４条第６項において、統計をめぐる社会

経済情勢の変化を勘案し、及び公的統計の整備に関する施策の効果に関す

る評価を踏まえ、おおむね５年ごとに変更することが定められているが、

この「効果に関する評価」は、法第55条の規定に基づく総務大臣による法

施行状況報告に対する統計委員会の審議によって実施される。このため、

総務大臣は、毎年度、法施行状況報告を取りまとめ公表するとともに、統

計委員会へ報告することとされている。 
    第Ⅰ期基本計画（計画期間：平成21年度から25年度まで）は、平成21年

３月に閣議決定されたが、その後、毎年度の法施行状況報告による評価を

経て、第Ⅰ期基本計画を変更した計画として、第Ⅱ期基本計画（計画期

間：平成26年度から30年度まで）が、26年３月に閣議決定された。 

なお、経済財政諮問会議や統計改革推進会議が示した統計改革の方向性

を確かなものとするため、第Ⅲ期基本計画（計画期間：平成30年度から34

年度まで）が１年前倒しで策定された。 
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（２）第Ⅱ期基本計画の概要 

    第Ⅱ期基本計画（以下の記述において、単に「基本計画」という場合は、

第Ⅱ期基本計画を指す。）は、公的統計の整備に関する基本的な方針や取

組の方向性、継続的な取組事項等を示した「本文」と、平成26年度からお

おむね５年間に各府省が講ずべき具体的な措置、方策、実施時期等を定め

た「別表」で構成されており、別表には、国民経済計算の整備などの「公

的統計の整備に関する事項」とオンライン調査の推進などの「公的統計の

整備に必要な事項」が計107事項掲載されている。 

     

 

 ２ 取組状況 

 （１）全体の状況 

    昨年度に引き続き平成29年度は、基本計画の進捗状況を一層的確に把握

するため、基本計画別表に掲げられた107事項について、各府省から自己

評価を含む取組実績の報告を受けることとした。 

その内容をみると、平成29年度末までに実施済みの事項（実施済）は

72事項（107事項のうち67.3％）、毎年度継続的な取組が必要な事項（継

続実施）は23事項（同21.5％）となっており、実施済と継続実施を合わ

せると95事項（同88.8％）となっている。 

また、平成29年度末までには実施に至らなかったものの、今後実施・

検討予定の事項は12事項（同11.2％）となっており、引き続き平成30年

度以降の進捗が見込まれる。 

なお、今回の報告において、これまでの検討の結果、基本計画に沿っ

た措置の実施が困難な事項はなかった。 
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図 基本計画別表107事項の進捗状況（平成29年度） 

 

 

        
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 （２）平成29年度の主な取組実績 

    基本計画別表記載事項に関する各府省の個別の取組実績のうち、主なも

のは、下表のとおりである。 

    なお、平成29年度における全事項の取組実績については、別編「基本計

画 事項別推進状況」に掲載している｡ 

  

実施・検討予定 
12 事項 

（11.2％） 

注１）進捗状況は、各府省からの報告による。 
 ２）一つの事項の中で、複数の取組が求められて

おり、取組によって進捗状況が異なる場合は、
進捗度合いが最も高い区分に整理（実施済72事
項のうち、実施済及び継続実施が２事項、実施

済及び実施・検討予定が１事項） 

全 107 事項 
実施済 
72 事項 

（67.3％） 

継続実施 
23 事項 

（21.5％） 
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表１ 平成29年度における各府省の主な取組実績 

基本計画の概要 主な取組実績 

【企業活動に係る統計の整備】 

◇ 事業所母集団データベースにおけ

る企業グループの把握の進捗を踏ま

え、純粋持株会社実態調査の結果と

合わせ、純粋持株会社のグループ活

動を明らかにすることについて検討

する。 

 

⇒ 純粋持株会社のグループ活動を明らかにするた

め、経済センサス‐基礎調査及び純粋持株会社実態

調査の調査結果を用いて、純粋持株会社の企業グル

ープとそうではない企業グループの特徴について比

較分析を行った。＜経済産業省＞ 

【環境に関する統計の整備】 

◇ 平成23年環境分野分析用産業連関

表の作成において、平成17年表で精

度が不十分であった部門別投入量等

の把握を行うなど、課題の解決方法

を関係府省の協力を得ながら検討す

る。 

 

⇒ 部門分類の細分化や数値の精緻化等のIO（産業連

関）表の改良を行うとともに、取引基本表における

廃棄物処理部門及び廃棄物再資源（投入）表の検討

・作成を行った。これらの取組を通じてとりまとめ

た環境分野分析用産業連関表及びその作成要領等を

環境省ホームページにおいて公表した。＜環境省＞ 

【教育をめぐる状況変化等に対応した

統計の整備】 

◇ 子供の学習費調査について、報告

者の負担を考慮した上で、学習費の

より的確な把握に向け、学習費に関

連する調査内容等の充実を図る。 

 

⇒ 報告者への負担を考慮した上で、外部有識者会議

における議論を踏まえながら平成29年度に検討を行

った結果、30年度調査において「主たる生計維持者

の最終卒業学校」「保護者が希望する子供の進路

（どの学校段階まで進ませたいか）」「兄弟姉妹の

数、性別及び調査対象者の出生順位」「兄弟姉妹の

学校段階」の４項目を追加することとし、30年１月

に調査の変更を行った。＜文部科学省＞ 
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Ⅱ 公的統計の作成 

１ 基幹統計 

（１）基幹統計の指定、変更等の状況 

法第２条第４項の規定では、国の行政機関が作成する統計のうち、 

・ 国勢統計（国勢調査により作成される統計） 

・ 国民経済計算 

・ 政策上特に重要な統計、民間で広く利用されると見込まれる統計又は

国際条約等において作成が求められている統計等として、総務大臣が指

定した統計 

を基幹統計としており、平成29年度末現在において、基幹統計の総数は、

56統計となっている（表２参照）。 

 

表２ 基幹統計一覧 （平成29年度末現在） 
内閣府＜１統計＞ 農林水産省＜７統計＞ 

  国民経済計算   農林業構造統計 

総務省＜12統計＞   牛乳乳製品統計 

  国勢統計   作物統計 

  住宅・土地統計   海面漁業生産統計 

  労働力統計   漁業構造統計 

  小売物価統計   木材統計 

  家計統計   農業経営統計 

  個人企業経済統計 経済産業省＜10統計＞ 

  科学技術研究統計   工業統計 

  地方公務員給与実態統計   経済産業省生産動態統計 

  就業構造基本統計   商業統計 

  全国消費実態統計   ガス事業生産動態統計 

  社会生活基本統計   石油製品需給動態統計 

 人口推計   商業動態統計 

財務省＜２統計＞   特定サービス産業実態統計 

  法人企業統計   経済産業省特定業種石油等消費統計 

  民間給与実態統計   経済産業省企業活動基本統計 

文部科学省＜４統計＞   鉱工業指数 

  学校基本統計 国土交通省＜９統計＞ 

  学校保健統計   港湾統計 

  学校教員統計   造船造機統計 

  社会教育統計   建築着工統計 

厚生労働省＜９統計＞   鉄道車両等生産動態統計 

  人口動態統計   建設工事統計 

  毎月勤労統計   船員労働統計 

  薬事工業生産動態統計   自動車輸送統計 

  医療施設統計   内航船舶輸送統計 

  患者統計   法人土地・建物基本統計 

  賃金構造基本統計 総務省及び経済産業省＜１統計＞ 

  国民生活基礎統計   経済構造統計 

  生命表 

  社会保障費用統計 

内閣府、金融庁、総務省、財務省、文部科学省、厚生労

働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省

＜１統計＞ 

   産業連関表 

＜合計 56統計（平成28年度末 56統計）＞ 
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法第７条においては、基幹統計の指定をしようとするとき又は指定の変

更若しくは解除しようとするときは、統計委員会の意見を聴かなければな

らないとされており、平成29年度の統計委員会における諮問・答申の実績

は、資料10のとおりである。 

また、平成29年度に、同条第２項の規定に基づく基幹統計の指定又は同

条第３項の規定に基づく指定の変更若しくは解除を行ったものはない。 

 

（２）法定の基幹統計の状況 

① 国勢統計 

法第５条第２項において、総務大臣は、国勢調査を10年ごとに行い、

国勢統計を作成しなければならないとされている。ただし、当該国勢調

査を行った年から５年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を実

施し、国勢統計を作成することとされている。 

総務省は、平成27年10月１日を基準日として国勢調査を実施し、平

成29年度は、４月26日に「就業状態等基本集計結果」、５月30日に「小

地域集計結果（就業状態等基本集計、移動人口の男女・年齢等集計）」、

６月28日に「従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果」、７月

25日に「移動人口の就業状態等集計結果」、９月27日に「世帯構造等基

本集計結果」、11月15日に「小地域集計結果（世帯構造等基本集計に関

する集計及び従業地・通学地による人口・就業状態等集計に関する集

計）」、12月13日に「抽出詳細集計結果」と「従業地・通学地による抽

出詳細集計結果」を公表した。 

 

② 国民経済計算 

法第６条第１項において、内閣総理大臣は、国際連合の定める国民

経済計算の体系に関する基準に準拠し、国民経済計算の作成基準を定め、

これに基づき、毎年少なくとも一回、国民経済計算を作成しなければな

らないとされている。 

また、同条第２項では、作成基準を定めようとするとき又は変更し

ようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければなら

ないとされ、同条第３項では、作成基準を定めたとき又は変更したとき

は、これを公示しなければならないとされている。 

内閣府は、「平成28年度国民経済計算年次推計」のうち平成29年12

月８日に「支出側系列等」、12月22日に「フロー編」、30年１月17日に

「ストック編」を作成・公表するとともに、四半期１次速報及び２次速

報をそれぞれ４回、作成・公表した。 
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（３）基幹統計調査の実施又は変更等の承認状況 

法第２条第５項では、国の行政機関、地方公共団体又は独立行政法人等

が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を

求めることにより行う調査を統計調査と定義し、同条第６項では、基幹統

計の作成を目的とする統計調査を基幹統計調査と定義している。 

また、法第９条又は第11条では、国の行政機関の長は、基幹統計調査を

実施する場合又は基幹統計調査を変更し、若しくは中止する場合は、あら

かじめ、総務大臣の承認を受けなければならないとされており、総務大臣

は、承認の申請があったときは、統計委員会が軽微な事項と認めるもの

（資料27参照）を除き、同委員会の意見を聴かなければならないとされて

いる。 

平成29年度末現在、基幹統計の総数56のうち、統計調査以外の方法によ

り作成する基幹統計（加工統計）は６統計（国民経済計算、産業連関表、

生命表、社会保障費用統計、鉱工業指数及び人口推計）であり、残りの50

統計は統計調査により作成する基幹統計（調査統計）である。なお、調査

統計のうち、経済構造統計を作成するための統計調査は、「経済センサス

‐基礎調査」及び「経済センサス‐活動調査」の２調査があるため、基幹

統計調査の総数は51となる。 

平成29年度に、基幹統計調査の実施又は変更若しくは中止の承認申請が

行われた件数は18件であり、承認に当たり統計委員会に諮問を行ったもの

は７件、総務大臣が承認を行ったものは19件となっている（表３参照）。 

 

表３ 基幹統計調査の申請件数等 （平成29年度） 

府省名 
総務大臣への 
申請件数 

 

総務大臣の承認件数 うち統計委員会
への諮問件数 

総務省 6 3 6 

財務省 0 0 0 

文部科学省 2 0 2 
厚生労働省 5 1 5 
農林水産省 3 2 3 
経済産業省 0 0 1《1》 
国土交通省 2 1 2 

合計 18 7 19《1》 
（参考） 

平成28年度の実績 25<1>    14<1> 24 
注１）「総務大臣の承認件数」の《 》の数値は、28年度に承認申請が行われ、29年度に承認が行われた

「経済産業省企業活動基本調査」が該当する（内数）。 
注２）（参考）平成28年度の実績における「総務大臣への申請件数」及び「うち統計委員会への諮問件数」

の< >の数値は、平成28年度に承認申請が行われ、諮問が行われたが、28年度末までに承認に至らなか
った「経済産業省企業活動基本調査」が該当する（内数）。 

 

（４）統計調査以外の方法により作成する基幹統計に関する通知の状況 

平成29年度末現在、統計調査以外の方法により作成する基幹統計（加工
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統計）は、国民経済計算、産業連関表、生命表、社会保障費用統計、鉱工

業指数及び人口推計の６統計である。 

法第26条第１項において、国の行政機関の長は、統計調査以外の方法に

より基幹統計を作成する場合又はその作成方法を変更する場合には、その

作成方法について、あらかじめ、総務大臣に通知をしなければならないと

され、同条第２項及び第３項では、総務大臣は、当該通知のあった基幹統

計の作成方法を改善する必要があると認める場合には、統計委員会の意見

を聴いた上で当該行政機関の長に対して意見を述べることができるとされ

ている。 

平成29年度に、総務大臣に対して統計調査以外の方法による基幹統計の

作成方法の通知が行われたものは、社会保障費用統計及び国民経済計算の

２統計となっている。 

 

（５）基幹統計調査の実施状況 

平成29年度に実施された基幹統計調査は、38件となっている。 

このうち、おおむね１年以下の周期（毎月、毎四半期、毎年など）で行

われる調査（経常調査）は36件、それ以外の周期（２年に１回、１回限り

など）で行われる調査（周期調査等）は２件となっている。 

また、法第14条において、国の行政機関の長は、基幹統計調査の実施の

ため必要がある場合には、統計調査員を置くことができるとされ、法第15

条で、国の行政機関の長は、当該基幹統計調査の報告を求められた者に対

し、立入検査等ができるとされている。また、法第16条で、基幹統計調査

に関する事務の一部は、地方公共団体の長又は教育委員会が行うこととす

ることができるとされている。 

平成29年度に実施された38件の基幹統計調査のうち、統計調査員により

調査を実施しているものは17件、立入検査等に係る手続を規定しているも

のは12件、基幹統計調査に関する事務の一部を地方公共団体の長又は教育

委員会が行うこととしているものは19件となっている（表４参照）。 
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表４ 基幹統計調査の実施件数等 （平成29年度） 

府省名 

基幹統計調査の実施件数 

 うち 
周期 
調査 
等 

うち 
経常 
調査 

うち法第14条

に定める統計

調査員により

実施している

調査 

うち法第15条の

規定に基づき、

立入検査等に係

る手続を規定し

ている調査 

うち法第16条の規

定に基づき、地方

公共団体の長又は

教育委員会が事務

の一部を行うこと

としている調査 

総務省 6 1 5 5 0 5 
財務省 2 0 2 0 1 0 

文部科学省 2 0 2 0 1 2 
厚生労働省 7 1 6 4 3 6 
農林水産省 5 0 5 4 5 0 
経済産業省 8 0 8 3 0 3 
国土交通省 8 0 8 1 2 3 

合計 38 2 36 17 12 19 
（参考） 

平成28年度の実績 37 3 34 17 12 19 

 

（６）基幹統計の公表の状況 

法第８条第１項において、国の行政機関の長は、基幹統計を作成したと

きは、当該基幹統計をインターネットの利用その他の適切な方法により公

表しなければならないと規定されている。 

平成29年度に、国の行政機関が第一報の公表を行った基幹統計は、43件

となっている（表５参照）。これらの基幹統計のうち、経常調査により作

成された35件について、各調査の調査期間終了後から第一報公表までの期

間は平均52日である（資料12参照）。 

 

表５ 公表を行った基幹統計の件数 （平成29年度） 

府省等名 

公表を行った基幹統計の件数 

 うち統計調査以外の方

法により作成された基

幹統計の公表件数 

うち統計調査により作成された基幹統計の公表件数 

うち周期調査等により作

成された基幹統計 

うち経常調査により作成

された基幹統計 

内閣府 1 1 0 0 
総務省 7 1 1 5 
財務省 2 0 0 2 

文部科学省 3 0 1 2 
厚生労働省 8 2 0 6 
農林水産省 5 0 0 5 
経済産業省 8 1 0 7 
国土交通省 8 0 0 8 

総務省・経済産業省 1 0 1 0 

合計 43 5 3 35 
（参考） 

平成28年度の実績 
40 4 1 35 

注１）平成29年度に第一報の公表を行った基幹統計を計上している。 

注２）平成29年度に統計調査以外の方法により作成・公表された基幹統計は、国民経済計算（内閣府）、人口推

計（総務省）、生命表（厚生労働省）、社会保障費用統計（厚生労働省）及び鉱工業指数（経済産業省）で

ある。 
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２ 一般統計調査 

（１）一般統計調査の実施又は変更等の承認状況 

法第２条第７項においては、国の行政機関が行う統計調査のうち、基幹

統計調査以外の統計調査を一般統計調査と定義し、法第19条又は第21条第

１項においては、国の行政機関の長が新たな一般統計調査を実施する場合

又は従前から行われている一般統計調査を変更（総務省令で定める軽微な

変更を除く。）する場合は、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければ

ならないとされている。 

また、法第21条第３項においては、一般統計調査を中止する場合、当該

調査を実施する国の行政機関の長は、あらかじめ、総務大臣にその旨を通

知しなければならないとされている。 

平成29年度に総務大臣が承認を行った一般統計調査は92件（表６参照）、

総務大臣に対して行われた一般統計調査の中止の通知は７件である。 

なお、平成29年度末現在で、承認が有効となっている一般統計調査は

230件となっている。 

 

表６ 一般統計調査の承認件数 （平成29年度） 

府省等名 
承認した一般統計調査の件数 

 うち新規の申請 うち変更等の申請 

人事院 3 0 3 

内閣府 8 5 3 
総務省   13(1) 7    6(1) 
財務省 0 0 0 

文部科学省 9(1) 1 8(1) 
厚生労働省 31(1) 2    29(1) 
農林水産省 10(1) 4     6(1) 
経済産業省   12(2) 3 9(2) 
国土交通省 6 3 3 
環境省 3 1 2 

合計 92(3) 26 66(3) 
（参考） 

平成28年度の実績 88(2) 25(1) 63(1) 
注１）（ ）内の数値は共管調査（複数の府省が共同で行う調査）の数であり、承認件数の内数。共管

調査は、共管の府省にそれぞれ１件と計上しているため、各府省の承認件数を単純合計しても、合計
と一致しない。 

注２）複数回承認されている場合、それぞれ１件と計上している。 

 

（２）一般統計調査の実施状況 

平成29年度に、国の行政機関が実施した一般統計調査は、192件となっ

ている（表７参照）。 
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表７ 一般統計調査の実施状況 （平成29年度） 

府省等名 
一般統計調査の実施件数 

 うち周期調査等 うち経常調査 

人事院 4 1 3 
内閣府 13(1) 4 9(1) 
総務省 13(1) 7 6(1) 
財務省 4(1) 0 4(1) 

文部科学省 13(2) 3 10(2) 
厚生労働省 58(2) 19 39(2) 
農林水産省 32(1) 5 27(1) 
経済産業省 27(3) 5(1) 22(2) 
国土交通省 26(1)  5(1) 21 
環境省 8 2 6 

合計 192(6) 50(1) 142(5) 
（参考） 

平成28年度の実績 204(6)    64(1) 140(5) 
注）（ ）内の数値は共管調査（複数の府省が共同で行う調査）の数であり、実施件数の内数。共管調査は、

共管の府省にそれぞれ１件と計上しているため、各府省の調査実施件数を単純合計しても、合計と一致し
ない。 

 

（３）一般統計調査の結果の公表の状況 

法第23条第１項においては、一般統計調査の結果を作成したときは、特

別な事情がある場合を除き、当該結果をインターネットの利用その他の適

切な方法により公表しなければならないと規定されている。 

平成29年度に、同項の規定に基づき国の行政機関が第一報の公表を行っ

た一般統計調査の結果は、187件となっている（表８参照）。これらの統

計のうち、経常調査により作成された135件について、各調査の調査期間

終了時から第一報公表までの期間は、平均120日である（資料15参照）。 
 

表８ 一般統計調査の結果の公表件数 （平成29年度） 

府省等名 
一般統計調査の結果の公表件数 

 うち周期調査等により
作成された統計 

うち経常調査により作
成された統計 

人事院 4   1 3 
内閣府 13(1) 4 9(1) 
総務省 13(1) 7 6(1) 
財務省 4(1) 0 4(1) 

文部科学省 14(2) 4 10(2) 
厚生労働省 54(2) 19 35(2) 
農林水産省 29(1) 2 27(1) 
経済産業省 25(2) 3 22(2) 
国土交通省 29   10 19 
環境省 7    2 5 

合計 187(5) 52 135(5) 
（参考） 

平成28年度の実績 173(5) 35(1) 138(4) 
注１）平成29年度に第一報の公表を行った一般統計調査を計上している。 
注２）（ ）内の数値は共管調査（複数の府省が共同で行う調査）の数であり、公表を行った一般統計調査の

件数の内数。共管調査は、共管の府省にそれぞれ１件と計上しているため、各府省の公表を行った一般統
計調査の件数を単純合計しても、合計と一致しない。 
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３ 政令で定める地方公共団体が行う統計調査 

（１）政令で定める地方公共団体が行う統計調査の届出状況 

法第24条第１項においては、政令で定める地方公共団体（平成30年３月

31日現在で、47都道府県及び20指定都市）の長が統計調査を行おうとする

場合には、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならないとされており、

これを変更しようとするときも同様とされている。 

平成29年度に、政令で定める地方公共団体の長が統計調査の新規実施の

届出を行った件数は126件、統計調査の変更の届出を行った件数は121件と

なっている（表９参照）。 

 

   表９ 政令で定める地方公共団体が行う統計調査の届出件数 （平成29年度） 

 統計調査の新設の届出件数 統計調査の変更の届出件数 

都道府県  87 104 
指定都市 39 17 

合計 126 121 
（参考） 

平成28年度の実績 161 179 

 

 

（２）政令で定める地方公共団体が行う統計調査の実施状況 

平成29年度に、政令で定める地方公共団体が実施した統計調査の件数は

551件となっている（表10参照）。 

 

   表10 政令で定める地方公共団体が実施した統計調査数 （平成29年度） 

 都道府県 指定都市 合計 

実施した統計調査の件数 489 62 551 
（参考） 

平成28年度の実績 531 82 613 
 
 

 

４ 届出独立行政法人等が行う統計調査 

法第25条においては、独立行政法人等（その業務の内容その他の事情を勘

案して大規模な統計調査を行うことが想定されるものとして政令で定めるも

のに限る。）が、統計調査を行おうとする場合には、あらかじめ、総務大臣

に届け出なければならないとされており、これを変更しようとするときも同

様とされている。平成29年度末現在、同条の規定による届出を行った独立行

政法人等（以下「届出独立行政法人等」という。）は日本銀行のみである。 

平成29年度に行われた統計調査の新規実施の届出の件数は０件、変更の届

出の件数は１件となっている。 

また、届出独立行政法人等が、平成29年度に実施した統計調査の件数は３

件となっている。 
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５ 事業所母集団データベース 

（１）事業所母集団データベースの整備及び情報の利用状況 

法第27条第１項においては、総務大臣は、事業所母集団データベースを

整備するものとされており、同条第２項では、国の行政機関の長、政令で

定める地方公共団体の長、届出独立行政法人等は、事業所に関する統計調

査の対象の抽出又は事業所に関する統計の作成を目的とする場合には、事

業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けることができ

るとされている。 

平成29年度に、国の行政機関、政令で定める地方公共団体及び届出独立

行政法人等が事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受

けた件数は139件となっている（表11参照）。 

 

表11 事業所母集団データベースの情報の利用状況 （平成29年度） 

提供先 

府省等名 
提供を受けた件数 

 

うち調査対象の抽

出目的 

うち統計の作成

目的 

うち調査対象の抽出及

び統計の作成目的 

人事院 1 1 0 0 
内閣府 2 2 0 0 
総務省 8 5 2 1 
財務省 0 － － － 

文部科学省 1  1 0 0 
厚生労働省 15 14 1 0 
農林水産省 1 1 0 0 
経済産業省 11 9 2 0 
国土交通省 4 4 0 0 
環境省 3 3 0 0 
都道府県 74 73 1 0 
指定都市 18 17 1 0 

届出独立行政法人等 1  1 0 0 

合計 139 131  7 1 
（参考） 

平成28年度の実績 145 134 11 0 

 

（２）重複是正及び調査履歴登録の実施状況 

法第27条においては、事業所母集団データベースを整備する目的の一つ

として、統計調査における被調査者の負担の軽減に資することが挙げられ

ている。 

国の行政機関は、事業所母集団データベースを利用することにより、事

業所・企業を対象とした統計調査について、①統計調査の実施前に調査対

象を確認し、過重な調査負担が課されている事業所・企業を統計調査の対

象から除外（重複是正）するとともに、②各統計調査において調査対象と

なった又は回答を行った個々の事業所・企業の履歴の登録（調査履歴登録）

をしている。 

平成29年度に、国の行政機関が事業所母集団データベースを用いて重複
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是正を行った統計調査は、重複是正の対象となる93件のうち92件（実施率

98.9％）、調査履歴登録を行った統計調査は、調査履歴登録の対象となる

164件のうち164件（実施率100.0％）となっている（表12参照）。 

 

表12 重複是正及び調査履歴登録の実施状況 （平成29年度） 

 

府省等名 

重複是正 調査履歴登録 

対象調査数 実施調査数 実施率 

（％） 

対象調査数 実施調査数 実施率 

（％） 

人事院 3    3    100.0 3    3    100.0 
内閣府 6(1) 6(1) 100.0 7(1) 7(1) 100.0 
総務省 7    7    100.0 12(1) 12(1) 100.0 
財務省 3(1) 3(1) 100.0 3(1) 3(1) 100.0 

文部科学省 2(1) 2(1) 100.0 10(1) 10(1) 100.0 
厚生労働省 25(1) 25(1) 100.0 40(1) 40(1) 100.0 
農林水産省 20(1) 20(1) 100.0 32(1) 32(1) 100.0 
経済産業省 13(1) 13(1) 100.0 34(2) 34(2) 100.0 
国土交通省 12   11    91.7 20    20    100.0 
環境省 2   2    100.0 3    3    100.0 

合計 93(3) 92(3) 98.9 164(4) 164(4) 100.0 
（参考） 

平成28年度の実績 98(3) 96(3) 98.0 176(6) 176(6) 100.0 

注）（ ）内の数値は共管調査（複数の府省が共同で行う調査）の数であり、共管調査は、共管の府省にそれ
ぞれ１件と計上しているため、各府省の対象調査数等の件数を単純合計しても、合計と一致しない。 

 

６ 統計基準の設定 

法第２条第９項においては、公的統計の作成に際し、その統一性又は総合

性を確保するための技術的な基準を、統計基準と定義し、法第28条では、総

務大臣が統計基準を定め、これを公示しなければならないとされており、こ

れを廃止又は変更する場合も同様とされている。 

平成29年度に、統計基準の廃止又は変更を行ったものはない（表13参照）。 

 

表13 統計基準の設定状況 （平成29年度末現在） 

統計基準名 統計基準の概要 公示日 施行日 

日本標準職業分類 
統計を職業別に表示する場合に
使用する基準 

平成21年 
12月21日 

平成22年 
４月１日 

指数の基準時に関す
る統計基準 

指数を作成する場合に使用する
基準 

平成22年 
３月31日 

平成22年 
４月１日 

季節調整法の適用に
当たっての統計基準 

季節調整法を適用する場合に守
るべき手法や公表事項の基準 

平成23年 
３月25日 

平成23年 
５月１日 

日本標準産業分類 
統計を産業別に表示する場合に
使用する基準 

平成25年 
10月30日 

平成26年 
４月１日 

疾病、傷害及び死因
の統計分類 

統計を疾病、傷害及び死因別に
表示する場合に使用する基準 

平成27年 
２月13日 

平成28年 
１月１日 
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７ 法に基づく協力要請 

（１）国の行政機関に対する行政記録情報の提供の要請状況 

法第29条第１項においては、国の行政機関の長は、国の他の行政機関が

保有する行政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又

は統計調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認められ

るときは、当該行政記録情報を保有する行政機関の長に対してその情報の

提供を求めることができるとされている。 

平成29年度に、国の行政機関が行政記録情報の提供を受けた件数は４件

となっている（28年度の実績は２件）。 

 

（２）国の行政機関に対する調査、報告その他の協力の要請状況 

法第29条第２項においては、国の行政機関の長は、基幹統計調査を円滑

に行うためその他基幹統計を作成するために必要があると認めるときは、

国の他の行政機関の長に対し、調査、報告その他の協力を求めることがで

きるとされている。 

平成29年度に、国の行政機関が、国の他の行政機関に対し協力要請を行

った件数は１件となっており、応諾されている（28年度の要請・応諾の実

績は０件）。 

 

（３）地方公共団体及びその他の関係者に対する協力の要請状況 

法第30条においては、国の行政機関の長は、基幹統計調査を円滑に行う

ためその他基幹統計を作成するために必要があると認めるときは、地方公

共団体の長その他の関係者に対し、協力を求めることができるとされてい

る。 

平成29年度に、国の行政機関が地方公共団体の長その他の関係者に対し

て協力要請を行った件数は８件となっており、全ての協力要請が応諾され

ている（28年度の要請・応諾の実績は４件）。 

 

（４）総務大臣が行う協力の要請状況 

法第31条においては、総務大臣は、統計委員会の意見を聴いた上で、基

幹統計の作成のために必要があると認めるときは、当該基幹統計を作成す

る行政機関以外の行政機関の長その他の関係者に対し、当該基幹統計を作

成する行政機関の長への必要な資料の提供その他の協力を行うよう求める

ことができるとされている。 

平成29年度に、総務大臣から国の行政機関の長及びその他の関係者に対

し資料の提供その他の協力を行うよう求めた実績はなかった（28年度の実

績は０件）。 
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Ⅲ 調査票情報等の利用及び提供 

 １ 調査票情報の二次利用 

   法第32条においては、国の行政機関の長又は届出独立行政法人等は、統計

の作成等を行う場合又は統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場

合には、その行った統計調査に係る調査票情報を自ら用いること（二次利用）

ができるとされている。 

   平成29年度に、国の行政機関及び届出独立行政法人等が、所管する統計調

査の調査票情報を二次利用した件数は662件となっている（表14、資料18及

び資料20参照）。 

表14 法第32条の規定に基づく調査票情報の二次利用（平成29年度） 

統計調査 

所管府省等名 
利用件数 

 

統計の作成等を行う
場合 

統計を作成するための調査
に係る名簿を作成する場合 

内閣府  6  6  0   

総務省 47   44  3   

財務省  8  8  0   

文部科学省 79  70  9   

厚生労働省 239  228  11   

農林水産省 62  60  2   

経済産業省 119  107  12   

国土交通省 97  95  2   

環境省  3  3  0   

日本銀行  2  2  0   

合計 662      623 39   
（参考） 

平成28年度の実績 579  516  63   
注）平成29年度に利用を開始したものの数であり、28年度以前から継続して利用しているものは含まない。 

 ２ 調査票情報の提供 

   法第33条においては、国の行政機関の長又は届出独立行政法人等は、 

  ・ 国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他これに準ずる機関

（以下「公的機関」という。）が、統計の作成等又は統計を作成するため

の調査に係る名簿の作成を行う場合（第１号） 

  ・ 公的機関が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等とし

て総務省令で定めるものを行う者が、当該総務省令で定める統計の作成等

を行う場合（第２号） 

  に、その行った統計調査に係る調査票情報を、これらの者に提供することが

できるとされている。 

   後者の場合について、総務省令（統計法施行規則（平成20年総務省令第

145号））第９条においては、公的機関が行う統計の作成等と同等の公益性

を有する統計の作成等として、 

  ・ 公的機関から委託し、又は公的機関と共同して行う調査研究に係る統計
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の作成等 

  ・ 公的機関が費用の全部又は一部を公募の方法により補助する調査研究に

係る統計の作成等 

  ・ 国の行政機関の長又は地方公共団体の長等が政策の企画、立案、実施又

は評価に有用であると認める統計の作成等その他特別な事由があると認め

る統計の作成等 

  が規定されている。 

   平成29年度に、国の行政機関及び届出独立行政法人等が、法第33条第１号

に該当するとして、調査票情報を提供した件数は2,584件となっている。ま

た、同条第２号に該当するとして、調査票情報を提供した件数は369件とな

っている（表15、資料19及び資料20参照）。 

 

表15 法第33条の規定に基づく調査票情報の提供（平成29年度） 

統計調査 

所管府省等名 

法第33条第１号該当件数 

（公的機関への提供） 

法第33条第２号該当件数 
  公的機関が行う統計作成と同等の公益性を 

有する統計の作成等を行う者への提供 

 統計の作成
等を行う場
合 

統計を作成
するための
調査に係る
名簿を作成
する場合 

 公的機関か
ら委託し、
又は公的機
関と共同し
て行う調査
研究に係る
統計の作成
等を行う者
への提供 

公的機関が
費用の全部
又は一部を
公募の方法
により補助
する調査研
究に係る統
計の作成等
を行う者へ
の提供 

国の行政機
関又は地方
公共団体の
長等が政策
の企画、立
案、実施又
は評価に有
用であると
認める等の
統計の作成
等を行う者
への提供 

内閣府   4    4  0   0  0   0  0 

総務省  400   301 99  93  4  89  0 

財務省   16    15   1   6  0   6  0 

文部科学省  178   175   3   3  0   3  0 

厚生労働省  1,227 1,223  4 206  23 181  2 

農林水産省    31    29   2   4  0   4  0 

経済産業省   509   483  26  17  0  17  0 

国土交通省   207   206   1  38  14  10 14 

環境省     12     12   0   2  0  2 0 

合計 2,584 2,448 136 369 41 312 16 

（参考） 
平成28年度の実績 

2,586 2,409 177 324 13 295 16 

注）平成29年度に利用を開始したものの数であり、28年度以前から継続して利用しているものは含まない。 

 

３ 委託による統計の作成等の実施 

  法第34条においては、統計法施行規則第10条に基づき、国の行政機関の長又

は届出独立行政法人等は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、学

術研究の発展に資すると認められる場合又は高等教育の発展に資すると認め

られる場合に、一般からの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情
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報を利用して、統計の作成等（以下「オーダーメード集計」という。）を行

い、これを提供することができるとされている。 

  平成29年度末現在、国の行政機関及び届出独立行政法人等がオーダーメード

集計の対象としている統計調査は28調査（300年次分）となっている（資料21

（1）参照）。これらのうち、15調査については、法第37条の規定に基づき、

政令で定める独立行政法人等（独立行政法人統計センター）に委託してオー

ダーメード集計の提供を実施している。 

  平成29年度のオーダーメード集計の提供件数は25件となっている（表16及び

資料22（1）参照）。 

 

表16 オーダーメード集計の結果の提供件数（平成29年度） 

統計調査 

所管府省等名 

オーダーメード集
計の結果の提供件
数 

 （参考） 

統計調査ごと

に計上した場

合の提供件数 

学術研究の発展

に資すると認め

られる場合 

高等教育の発展

に資すると認め

られる場合 

総務省 17 15 2 19 

厚生労働省  5  5 0  5 

国土交通省  3  3 0  3 

合計 25 23 2 27 
（参考） 

平成28年度の実績 17 16 1 18 
注）１件の申出で複数の統計調査に係る匿名データの提供を受け付けている場合があるため、統計調査ごとに計上し
た場合の提供件数を参考値として記載している。 

 

４ 匿名データの作成及び提供 

  法第35条第１項においては、国の行政機関の長又は届出独立行政法人等は、

その行った統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成するこ

とができると規定されており、同条第２項においては、国の行政機関の長は、

基幹統計調査に係る匿名データを作成しようとするときは、あらかじめ、統

計委員会の意見を聴かなければならないとされている。 

  平成29年度においては、総務大臣から住宅・土地統計調査について、厚生労

働大臣から国民生活基礎調査について、それぞれ匿名データの作成に係る諮問

が行われ、統計委員会において答申が行われた。 

  また、法第36条においては、統計法施行規則第15条から第19条までの規定に

基づき、学術研究の発展に資すると認められる場合、高等教育の発展に資す

ると認められる場合又は国際社会における我が国の利益の増進等に資すると

認められる場合には、一般からの求めに応じ、匿名データを提供することが

できるとされている。 

  平成29年度末現在、国の行政機関が匿名データの提供を行っている統計調査

は７調査（46年次分）となっている（資料22（2）参照）。これらのうち、６

調査については、法第37条の規定に基づき、政令で定める独立行政法人等

（独立行政法人統計センター）に委託して匿名データの提供を実施している。 

  平成29年度の匿名データの提供件数は45件となっている（表17及び資料22
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（2）参照）。 

 

表17 匿名データの提供件数（平成29年度） 

統計調査 

所管府省名 

 

 

匿名データ

の提供件数 

 

（参考） 

統計調査ごとに

計上した場合の

提供件数 

学術研究の

発展に資す

ると認めら

れる場合 

高等教育の

発展に資す

ると認めら

れる場合 

国際社会にお

ける我が国の

利益の増進等

に資すると認

められる場合 

総務省 39 37 2 0 50 

厚生労働省  6  6 0 0  6 

合計 45 43 2 0 56 
（参考） 

平成28年度の実績 39 35 4 0 45 

 注）１件の申出で複数の統計調査に係る匿名データの提供を受け付けている場合があるため、統計調査ごとに計上

した場合の提供件数を参考値として記載している。 

 

５ 調査票情報等の適正管理のための措置 

  法第39条第１項においては、国の行政機関の長、政令で定める地方公共団体

の長及び届出独立行政法人等は、調査票情報等を適正に管理するために必要

な措置を講じなければならないとされている。 

  国の行政機関、政令で定める地方公共団体、届出独立行政法人等においては、

「調査票情報等の管理及び情報漏えい等の対策に関するガイドライン」（平

成21年２月６日総務省政策統括官（統計基準担当）決定）に基づき、又は同

ガイドラインを参考として、調査票情報等を適正に管理するための措置（管

理台帳の整備、研修の実施、点検・監査の実施等）を講じている。 

  平成29年度には、統計調査員が過失により調査対象名簿を紛失するなどの管

理上問題がある事案が確認されたため、関係機関においては、調査票情報等

の管理の徹底について指導する等、再発防止に引き続き取り組んでいる。 
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Ⅳ 統計委員会 

法第５章の規定、統計委員会令（平成19年政令第300号）等に基づき、総務

省に統計委員会が置かれ、法に定める事項について調査審議が行われている。

また、統計委員会には部会を置くことができるとされており、平成29年度末時

点で８部会が置かれている。 

 

１ 統計委員会及び部会の開催実績等 

平成29年度においては、統計委員会は13回開催され、部会は合計で46回開

催されている（表18参照）。 

統計委員会に平成29年度に諮問され、同年度に答申した案件は10件あった。

また、平成29年度当初時点で、28年度から審議継続となっていた諮問案件が

２件（「公的統計の整備に関する基本的な計画の変更について」及び「経済

産業省企業活動基本調査の変更について」）あり、29年度に答申が行われた。

平成29年度に諮問が行われ、29年度末時点で調査審議中となっているものは

１件（中間年における経済構造統計の整備について）となっている（表19、

資料10参照）。 

 

表18 統計委員会及び部会の開催実績等 （平成29年度） 

統計委員会 

開催回数 

平成 
29年度 

（参考） 

平成 
28年度 

平成 
27年度 

平成 
26年度 

平成 
25年度 

13 11 11 11 11 

部会名 部会の所掌 

開催回数 

平成 
29年度 

（参考） 

平成 
28年度 

平成 
27年度 

平成 
26年度 

平成 
25年度 

基本計画部

会 

公的統計の整備に関する基本的な計画、
基幹統計を作成する機関に対する協力要
請及び法律の施行の状況に関する事項
（横断的課題検討部会又は国民経済計算
体系的整備部会の所掌に属する事項を除
く。） 

11 9 10 10 12 

横断的課題
検討部会 

法律の施行の状況に関する事項のうち、
複数の統計に関連する統計技術又は統計
調査以外の方法により集められた情報等
に関する事項（国民経済計算体系的整備
部会の所属に属する事項を除く。） 

6 9 - - - 

国民経済計
算体系的整
備部会 

国民経済計算の作成基準の設定、産業連
関表に関する事項、及び法律の施行の状
況に関する事項（国民経済計算及び国民
経済計算の改善に資する統計の整備に係
る事項） 

8 2 0 5 0 

人口・社会
統計部会 

人口及び労働統計並びに家計、住宅、厚
生、文化及び教育など国民生活・社会統
計に関する事項 

3 14 10 11 8 

産業統計部

会 

農林水産、鉱工業、公益事業及び建設統
計に関する事項 8 12 6 4 11 



26  

サービス統
計・企業統
計部会 

通信、運輸、商業、貿易、物価、サービ
ス、流通、環境、財政及び金融統計並び
に企業経営及び企業・事業所全般を対象
とする統計などの企業統計に関する事項 

7 7 10 10 12 

統計基準部

会 
統計基準に関する事項 0 0 0 1 4 

匿名データ

部会 

基幹統計調査に係る匿名データに関する
事項 

3 2 1 5 1 

部会計 
 

46 55 37 46 48 

 

表19 統計委員会における諮問・答申件数 

 

平成28年度
に諮問され
29年度に答
申した事案 

平成29年度
に諮問され
同年度に答
申した事案 

平成29年度
に諮問され
同年度末で
調査審議中
の事案 

公的統計の整備に関する基本的な計画（法第４

条第２項） 
1 0 0 

基幹統計の指定（法第７条第１項、第７条第３項） 0 1 1 

国民経済計算の作成基準（法第６条第２項） 0 0 0 

基幹統計調査（法第９条第４項、第11条第２項） 1  7 0 

統計基準の設定（法第28条第２項） 0 0 0 

匿名データの作成（法第35条第２項） 0 2 0 

合 計 2 10 1 
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Ⅴ その他 

１ 統計情報の提供（e-Statの取組等） 

「政府統計の総合窓口（e-Stat）」（http://www.e-stat.go.jp/）は、国

の行政機関が作成する統計に関する情報のワンストップサービスを実現す

ることを目指し、総務省が中心となって政府全体で運営する政府統計のポ

ータルサイトである（資料29参照）。 

国の行政機関等が登録した統計表ファイル、統計データ、公表予定、新着

情報、調査票項目情報、統計分類等の各種統計関連情報は、e-Statを通じ

て提供されており、e-Statは法第54条の規定に基づく公的統計の所在情報

の提供の取組並びに法第８条及び第23条の規定に基づく統計の公表の取組

の中核を担っている。 

平成29年度末時点で、e-Statに登録されている統計の数は577件、提供さ

れている統計表の数は約73.9万表となっており、29年度には約6,855万件の

アクセスがあった（このうち、クローラによるアクセス注）を除いた件数は

約2,201万件）（表20参照）。 

 
注） 検索エンジン運営会社による検索用インデックス作成のためのデータ収集を目的とした機械による自動アク

セス 

 

表20 政府統計の総合窓口（e-Stat）のアクセス件数 （平成29年度） 

府省等名 
府省等のコンテンツに 
対するアクセス件数 

内閣官房 11,646 

人事院 31,801 

内閣府 901,535 

総務省 16,343,229 

法務省 941,079 

外務省 20,854 

財務省 25,402,487 

文部科学省 2,773,214 

厚生労働省 6,877,669 

農林水産省 13,113,105 

経済産業省 539,156 

国土交通省 1,497,870 

環境省 97,878 

防衛省 226 

合計 68,551,749 

(参考)平成28年度実績 67,686,289 
注）アクセス件数は、基幹統計調査・一般統計調査の情報に関するコンテンツに係るものの他、業務統計や加工統

計の情報に関するコンテンツに係るものも含む。 
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２ 見える化状況検査 

 （１）検査の経緯 

見える化状況検査は、各統計調査の精度に関する情報の公表状況を共 

通の基準により検査するものである。平成27年度統計法施行状況に係る

統計委員会の審議結果を踏まえ、平成29年６月から順次、基幹統計調査

を対象に実施した（表21参照）。 

具体的には、「①標本設計」、「②調査方法（データ収集方法）」、

「③集計・推計方法」、「④標本誤差」、「⑤非標本誤差」及び「⑥他

統計との比較・分析」の６項目について、統計委員会から示されたスコ

アリング基準（表22参照）に基づき、各府省のホームページにおける公

表状況を４段階で評価した。 

 平成29年11月に検査結果を統計委員会に報告した結果、各府省は、平

成29年度末までに、総務省の示したひな型等を踏まえてホームページの

掲載情報を充実することとの考えが示されたことを受け、同じスコアリ

ング基準を用いて再度検査を実施した。 

 

表21 見える化状況検査の対象一覧 

No 基幹統計調査名 No 基幹統計調査名 

1 

2 

3 

4-1 

4-2 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

国勢調査 

住宅・土地統計調査 

労働力調査 

小売物価統計調査（動向編）  

小売物価統計調査（構造編） 

家計調査 

個人企業経済調査 

科学技術研究調査 

地方公務員給与実態調査 

就業構造基本調査 

全国消費実態調査 

社会生活基本調査 

経済センサス－ 基礎調査 

経済センサス－ 活動調査 

法人企業統計調査 

民間給与実態統計調査 

学校基本調査 

学校保健統計調査 

学校教員統計調査 

社会教育調査 

人口動態調査 

毎月勤労統計調査 

薬事工業生産動態統計調査 

医療施設調査 

患者調査 

賃金構造基本統計調査 

国民生活基礎調査 

27 

28 

29-1 

29-2 

29-3 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

農林業センサス 

牛乳乳製品統計調査 

作物統計調査（面積調査） 

作物統計調査（作況調査） 

作物統計調査（被害調査） 

海面漁業生産統計調査 

漁業センサス 

木材統計調査 

農業経営統計調査 

工業統計調査 

経済産業省生産動態統計調査 

商業統計調査 

ガス事業生産動態統計調査 

石油製品需給動態統計調査 

商業動態統計調査 

特定サービス産業実態調査 

経済産業省特定業種石油等消費統計調査 

経済産業省企業活動基本調査 

港湾調査 

造船造機統計調査 

建築着工統計調査 

鉄道車両等生産動態統計調査 

建設工事統計調査 

船員労働統計調査 

自動車輸送統計調査 

内航船舶輸送統計調査 

法人土地・建物基本調査 

注）１つの基幹統計調査であってもホームページが分割されているものについては、それぞ

れ１調査分として計上し、検査の対象を54調査とした。 
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⑤非標本誤差に係る確認事項 
 

１ 目標母集団と実際に利用している母集団フレーム（母集団名簿等）の差異（カバレッジ誤差）がある場合、その

差異について、言及されている。 

２ 目標母集団及び実際に利用している母集団フレーム（母集団名簿等（事業所母集団ＤＢ・行政記録情報等））が 

説明されている。 

３ 統計作成のために得られた調査単位の回答状況を示す定量的な指標（回答数・非回答数・回収率など）が説明されて

いる。 

４ 非回答を減じるための対応（督促の実施など）が説明されている。 

５ オンライン調査による提出状況を示す定量的な指標（オンライン回答数・オンライン提出率など）が説明されて

いる。 

６ 欠測値に対する集計上の対応が説明されている。 

７ データ処理による誤差（入力エラー・アフターコード（格付け）エラー・編集エラーなど）が説明されている。 

８ データ処理による誤差を減じるための対応（ベリファイの実施など）が言及されている。 

９ 外れ値における集計上の対応が説明されている。 

10 調査票のデザイン・内容・言葉遣い、調査方法（郵送か調査員か等）、調査員の質、委託先の質、回答者の経験・知

識・態度などによって生じうる誤差（測定誤差）が言及されている。 

11  非標本誤差の発生要因、その修正方法等に関する研究分析の結果が公開されている。 

表22 見える化状況検査のスコアリング基準 

①標本設計  ②調査方法（データ収集方法） 

０ 標本設計に係る説明がない。 ０ データ収集に係る説明がない。 

１ 

標本設計の特徴（サンプルサイズ・抽出率、

一次抽出単位の数、ローテーションの状況、母

集団復元の方法等）が簡潔に説明されてい

る。 

１ 
データ収集の特徴（郵送、オンライン、訪問

等）が簡潔に説明されている。 

２ 
データ収集方法の詳細（実施系統・実施の流

れ、作業スケジュール等）が説明されている。 

２ 

標本設計の方法（目標精度、層化の変数と

方法、層化と抽出方法、重複是正措置実施

の有無等）が説明されている。 

３ 

非回答、アンダーカバレッジ、回答誤差を減らすた

めに講じられるデータ収集の措置（調査の代 

替・補完として用いる行政記録情報、事務処理の基

準、秘密保護のための措置、督促方法等）が説明さ

れている。 
３ 

標本設計について、標本抽出が再現できる

ほど、詳細に説明されている。 

 

③集計・推計方法  ④標本誤差 

０ 
結果（参考系列等を含む。）の集計・推計

に係る説明がない。 

０ 標本誤差に係る説明がない。 

１ 標本誤差が誤差の１つとして説明されている。 

１ 
集計・推計の特徴（速報・確報の違い等） 

が簡潔に説明されている。 
２ 

代表的な推定値に対して標本誤差（数値）が示

されている。その計算方法が説明されている。 

２ 

非回答の調整、季節調整情報、実施系統・

実施の流れ、作業スケジュールなど、具体

的な集計・推計方法が説明されている。 
３ 

（ほぼ）全ての推定値に対して標本誤差（数

値） が示されている。その計算方法（モデル

等）が説明されている。 

３ 

集計・推計方法について、結果が再現でき

るほど、詳細に（欠測値や外れ値の処理等） 

説明されている。 

 

 

⑤非標本誤差  ⑥他統計との比較・分析 

０ 
【⑤非標本誤差に係る確認事項】に該当す
る項目の数が０～２項目である。 

０ 他の類似統計（参考系列や標本分布状況を含む。 

以下同様。）に係る説明がない。 

１ 〃 ３～５項目である。 １ 他の類似統計との差異について説明がなされてい

る。 ２ 〃 ６～８項目である。

３ 〃 ９～11項目である。 ２ 他の類似統計との比較を示す表や図がある。 

 
３ 

他の類似統計との詳細な比較分析が行われ、その 

結果が公開されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）具体のスコアリングを行うためのスコアリング基準の解釈は、資料31参照。 
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 （２）検査結果の概要 

    各府省においてホームページの掲載情報の充実を図った結果、スコアが

格段に向上し、「①標本設計」、「②調査方法」、「④標本誤差」、「⑤

非標本誤差」はスコア最大が最も多くなったほか、「③集計・推計方法」、

「⑥他統計との比較・分析」においても、スコア「２」以上が半数以上と

なった。 

    さらに、「⑥他統計との比較・分析」を除き、スコア「０」はなくなっ

た（表23参照）。 

    各府省において、前述のひな型を参考とした掲載情報の充実が進んでお

り、今後、より分かりやすい情報の掲載を行っていくことが重要である。 

    このため、今回の検査は、基幹統計調査を対象としていたが、今後は、

一般統計調査、業務統計や加工統計に対象を順次拡大すること、それに応

じてひな型を改善することなどが検討課題となる。 

 

表23 検査事項毎のスコアリング結果一覧 

事項 スコア 平成29年11月 平成30年３月 

①標本設計 

標本調査 

３ ９ 調査 21 調査 

２ 21 調査 11 調査 

１ １ 調査 ０ 調査 

０ １ 調査 ０ 調査 

全数調査 

２ 16 調査 22 調査 

１ ６ 調査 ０ 調査 

０ ０ 調査 ０ 調査 

②調査方法 

（データ収集方法） 

３ ５ 調査 34 調査 

２ 22 調査 19 調査 

１ 27 調査 １ 調査 

０ ０ 調査 ０ 調査 

③集計・推計方法 

３ ０ 調査 ６ 調査 

２ 35 調査 48 調査 

１ 10 調査 ０ 調査 

０ ９ 調査 ０ 調査 

④標本誤差 

（標本調査のみ） 

３ 12 調査 18 調査 

２ ２ 調査 ３ 調査 

１ 10 調査 11 調査 

０ ８ 調査 ０ 調査 

⑤非標本誤差 

３ ０ 調査 23 調査 

２ １ 調査 16 調査 

１ 13 調査 15 調査 

０ 40 調査 ０ 調査 

⑥他統計との比較・分析 

３ ２ 調査 ３ 調査 

２ ６ 調査 32 調査 

１ 12 調査 13 調査 

０ 34 調査 ６ 調査 
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表 24 各基幹統計調査のスコアリング結果一覧（詳細は資料 32 参照） 

所管省 No, 基幹統計調査名 

評価事項（６項目） 

①標本設計 
②調査方法 

(データ収集方法) 

③集計・推計 

方法 
④標本誤差 

（標本調査のみ） 
⑤非標本誤差 

⑥他統計との 

比較・分析 

H29.11 H30.3 H29.11 H30.3 H29.11 H30.3 H29.11 H30.3 H29.11 H30.3 H29.11 H30.3 

総務省 

1 国勢調査 2 ※1 2 ※1 3 3 2 2 - - 2 2 2 2 

2 住宅・土地統計調査 3 3 2 2 2 2 3 3 0 1 0 1 

3 労働力調査 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 

4-1 小売物価統計調査（動向編） 2 2 2 2 2 2 0 ※2 1 ※2 0 1 1 1 

4-2 小売物価統計調査（構造編） 2 2 2 2 2 2 0 ※2 1 ※2 0 1 2 2 

5 家計調査 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 

6 個人企業経済調査 2 3 2 3 2 3 0 2 0 3 0 2 

7 科学技術研究調査 2 2 2 3 2 2 0 1 0 3 0 2 

8 地方公務員給与実態調査 2 ※1 2 ※1 1 2 0 2 - - 0 1 2 2 

9 就業構造基本調査 2 3 1 3 2 2 3 3 0 2 1 2 

10 全国消費実態調査 3 3 2 2 2 2 1 3 0 1 1 1 

11 社会生活基本調査 3 3 2 3 1 2 3 3 0 2 1 2 

12 経済センサス－基礎調査 1 ※1 2 ※1 1 2 2 2 - - 0 1 1 1 

（注１） 13 経済センサス－活動調査 1 ※1 2 ※1 2 2 2 2 - - 1 2 1 1 

財務省 
14 法人企業統計調査 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 0 2 

15 民間給与実態統計調査 2 3 1 3 1 2 3 3 0 2 1 2 

文部科学省 

16 学校基本調査 2 ※1 2 ※1 3 3 0 2 - - 1 3 0 2 

17 学校保健統計調査 3 3 3 3 2 2 3 3 0 3 0 1 

18 学校教員統計調査 1 3 2 3 1 2 0 1 0 3 0 2 

19 社会教育調査 2 ※1 2 ※1 3 3 0 2 - - 0 2 0 1 

厚生労働省 

20 人口動態調査 2 ※1 2 ※1 1 3 2 3 - - 0 3 1 1 

21 毎月勤労統計調査 2 2 1 1 2 2 2 2 0 1 0 2 

22 薬事工業生産動態統計調査 1 ※1 2 ※1 1 3 0 3 - - 0 2 0 3 

23 医療施設調査 2 ※1 2 ※1 2 2 0 2 - - 0 1 0 0 

24 患者調査 2 3 1 2 2 2 3 3 0 1 0 0 

25 賃金構造基本統計調査 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 3 3 

26 国民生活基礎調査 2 3 2 2 2 2 3 3 1 2 3 3 

農林水産省 

27 農林業センサス 2 ※1 2 ※1 1 3 1 2 - - 0 3 1 2 

28 牛乳乳製品統計調査 2 3 1 3 2 2 1 ※2 1 ※2 0 3 2 2 

29-1 作物統計調査（面積調査） 2 3 1 3 2 2 1 1 1 3 0 2 

29-2 作物統計調査（作況調査） 2 3 1 3 2 2 1 1 1 3 1 2 

29-3 作物統計調査（被害調査） 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 

30 海面漁業生産統計調査 2 ※1 2 ※1 1 3 2 2 - - 0 2 0 2 

31 漁業センサス 1 ※1 2 ※1 1 3 1 2 - - 0 3 0 2 

32 木材統計調査 2 3 1 2 2 2 1 1 0 3 0 2 

33 農業経営統計調査 3 3 1 3 1 2 1 3 0 3 0 2 

経済産業省 

34 工業統計調査 2 ※1 2 ※1 2 3 2 2 - - 0 2 0 1 

35 経済産業省生産動態統計調査 2 ※1 2 ※1 1 3 1 2 - - 0 1 0 0 

36 商業統計調査 2 ※1 2 ※1 1 3 2 2 - - 0 2 0 0 

37 ガス事業生産動態統計調査 2 ※1 2 ※1 2 2 0 2 - - 0 1 0 0 

38 石油製品需給動態統計調査 2 ※1 2 ※1 2 3 0 3 - - 0 3 0 1 

39 商業動態統計調査 2 2 2 3 2 2 1 1 0 1 0 1 

40 特定サービス産業実態調査 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 0 1 

41 経済産業省特定業種石油等消費統計調査 2 ※1 2 ※1 1 3 1 3 - - 0 3 0 1 

42 経済産業省企業活動基本調査 1 ※1 2 ※1 2 3 2 2 - - 0 1 0 0 

国土交通省 

43 港湾調査 2 ※1 2 ※1 1 3 2 3 - - 1 3 0 2 

44 造船造機統計調査 1 ※1 2 ※1 1 3 0 2 - - 0 3 0 2 

45 建築着工統計調査 0 3 1 3 2 2 0 3 0 2 0 2 

46 鉄道車両等生産動態統計調査 2 ※1 2 ※1 1 3 0 2 - - 0 2 0 2 

47 建設工事統計調査 2 2 2 2 2 2 0 1 0 3 0 2 

48 船員労働統計調査 2 3 1 3 2 2 1 3 1 3 1 2 

49 自動車輸送統計調査 2 2 1 3 1 2 0 3 0 3 0 2 

50 内航船舶輸送統計調査 3 3 1 3 1 2 1 3 0 3 0 2 

51 法人土地・建物基本調査 2 2 1 2 2 2 3 3 0 3 0 2 

該当する統計調査数 54 54 54 32 54 54 

注１）総務省と経済産業省の共管。 

注２）「①標本設計」のスコア欄に「※1」とある調査は全数調査であり、最大スコアは「２」である。 

注３）「④標本誤差」のスコア欄に「※2」とある調査は無作為抽出を行っていないため、最大スコアは「１」である。 
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３ 罰則等 

平成29年度に、法第７章に規定する罰則等に関して告発が行われた事案又

は起訴若しくは裁判が行われた事案はなかった。 

 

４ 統計改革の動向 

平成28年12月に経済財政諮問会議で決定された「統計改革の基本方針」に

基づき、政府全体におけるＥＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）の定着や国民

のニーズへの対応等について統計部門を超えた見地から検討するため、29年

１月に「統計改革推進会議」（議長：内閣官房長官）が設置された。平成29

年５月19日に決定された「統計改革推進会議最終取りまとめ」においては、

ＥＢＰＭ推進体制の構築、ＧＤＰ統計を軸にした経済統計の改善、ユーザー

の視点に立った統計システムの再構築と利活用促進、統計業務・体制の見直

しや基盤強化等の統計改革全般の各種方策に加えて、公的統計基本計画の改

定や統計関連法制の見直しの方向性についても幅広い提言がなされた。さら

に、「経済財政運営と改革の基本方針2017」（平成29年６月９日閣議決定）

においては、前述の取りまとめに基づき、ＥＢＰＭと統計の改革を車の両輪

として一体的に推進することとされた。 

これらの決定を踏まえ、ＥＢＰＭに関しては、その推進の要として、各府

省の責任者等で構成するＥＢＰＭ推進委員会が平成29年８月に発足するとと

もに、各府省においてＥＢＰＭの取組を主導する政策立案総括審議官等が30

年度に措置されることとなった。また、ＧＤＰ統計を軸とした統計の整備を

始めとする統計改革の具体的取組については、今後５年にわたる改革工程表

として、平成30年３月に新たな公的統計基本計画が閣議決定された。さらに、

これらの取組を実現するために必要な制度改正として、同日、各種データの

利活用の推進や統計委員会の機能強化などを柱とする「統計法及び独立行政

法人統計センター法の一部を改正する法律案」が、第196回国会に提出され

た。 

 

 



（別 編） 

【基本計画 事項別推進状況】 

※ この「別編」には、原則として、基本計画別表「今後５年間に講ずる具体的施策」に掲

げられた事項の平成 29 年度における推進状況（取組実績）を掲載しているが、その他、

基本計画本文の記述で別表に具体的施策が記載されていないもののうち、特にフォローア

ップが必要と考えられる事項についても推進状況（取組実績）を掲載している。 

※ 「具体的な措置、方策等」欄における「◎」は基幹統計に係る事項を、「○」はその他の

公的統計に係る事項（基幹統計を含む公的統計全般に共通した事項を含む。）を示す。

※ 「実施済等の別」欄の各類型は、平成 29 年度末時点での検討状況及び進捗状況に対す

る各府省等の自己評価の結果を表す。各類型の内容は以下のとおりである。 

・実施済  ：平成 29年度末までに、基本計画の内容に沿った所要の措置を終えたもの 

・継続実施 ：基本計画で求められている事柄の性質上、継続的な措置・取組が必要なもの

・実施・検討予定：平成 29年度末までに実施済には至らなかったものの、第Ⅲ期基本計画で引き続

き実施・検討が行われるもの 

※ 「平成 29 年度末時点の検討状況又は進捗状況」欄に担当府省名が【  】で記載され

ていない場合、当該取組の担当府省は、「担当府省」欄と同一である。 

※ 統計委員会は、平成 28年４月１日に内閣府から総務省へ移管されたが、「担当府省」欄

の記載は、基本計画作成時のままとし、移管は反映させていない。 
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[基本計画　事項別推進状況]

項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

第１ 【計画本文記載事項】
３ 経済・社会の
環境変化への的
確な対応

○ 「第３次男女共同参画基本計画」に基づく男女別等
統計（ジェンダー統計）のほか、地域別表章及び各歳
別表章の充実を図るなど、既存統計の見直しを含め、
経済・社会の環境・ニーズの変化に対応した統計の作
成及び提供を推進する。

(各府省)

○ 骨太方針における実効性あるＰＤＣＡの実行に資す
るため、既存統計の利活用を含め統計の作成及び提供
を一層推進する。

(各府省)

第２
１ 経済関連統計
の整備
(1) 国民経済計
算の整備

【
○

計画本文記載事項】
今後の国民経済計算の推計については、消費税率の

引上げを始めとする経済環境の変化に適切に対応して
いくこと（中略）が何よりも重要な課題である。

(内閣府)

ア 精 度 の 確
保・向上

◎ 支出、生産及び所得の三面からの推計値を供給・使
用表の枠組みにより調整する手法を確立し、推計の精
度向上を図る。

内閣府 平成 28年度末
までに実施を
目指す。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 平成26年全国消費実態調査において、少子高齢化の進展等の社会・経済状況の
変化を踏まえ、介護や育児が家計へ与える影響を詳細に明らかにするため、介護
や育児に関する調査事項を新設した上で、新たな結果表を作成し、公表した。

また、大規模な自然災害の発生が多くなっている状況を踏まえ、自然災害とい
う外的要因が世帯の家計へ与えた影響を把握するため、被災に関する調査事項を
新設した上で、新たな結果表を作成し、公表した。【総務省】

・ 2015年農林業センサスにおいては、新たに経営方針の決定に参画する者を男女
別に把握するとともに農業集落の活性化の取組状況を把握し、平成28年３月25日
に確定値を公表した。【農林水産省】

・ 農政改革、森林・林業改革、水産業改革等に対応するため、政策部局からの
ニーズを踏まえ、的確な統計整備を進めている。【農林水産省】

・ 平成26年度の四半期別ＧＤＰ速報と同様、平成26年度国民経済計算年次推計に
ついて、平成26年４月の消費税率の引上げを推計値に適切に反映させるよう、出
荷額の推計において、賃金など消費税率改定の影響を受けない基礎統計を用いて
いる場合や売上高に消費税率改定が反映されない場合に、別途消費税率改定分の
加算を行う等の対応をとるとともに、統計利用者の利便に資するよう、その対応
について同年次推計公表の事前に公表を行った。

・ 平成28年末に公表した国民経済計算の平成23年基準改定において、平成26年度
の統計委員会基本計画部会での報告に沿って、平成27年６月に公表された平成23
年産業連関表（確報）を基準年（平成23年）の推計に反映させるとともに、コモ
ディティ・フロー法等から推計される財貨・サービス別の中間消費と付加価値法
等から推計される財貨・サービス別の中間投入について、供給・使用表の枠組み
を通じて突合を行い、両者を統合させる手法を開発し、これにより、それぞれの
推計値の精度を向上させた。

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

ア 精 度 の 確
保・向上

◎ 供給・使用表の枠組みを通じた国民経済計算の精度
向上のため、国民経済計算と産業連関表及び延長産業
連関表の作成部局の間で、必要な情報の共有や整合性
の確保に努めつつ、連携を行う。

内閣府、
経済産業
省、産業
連関表作
成府省庁

平成 26年度か
ら実施する。

◎ 国民経済計算の基準年の供給・使用表について、産
業連関表と整合する形で整備することの必要性、可能
性について検討する。

内閣府 平成 28年度末
までに結論を
得る。

○ 延長産業連関表について、推計手法の高度化や一次
統計の整備等を通じた精度向上を図る。また、その結
果を踏まえ、基幹統計化の可否を検討し、結論を得
る。

経済産業
省

平成 26年度か
ら精度向上の
検討を行い、
次回の延長産
業連関表の基
準改定までに
結論を得る。

◎ 統計上の不突合の原因の一つとなっているＧＤＰ
（生産側）推計のための輸出入と支出系列の輸出入概
念の相違の取扱いについて研究する。

内閣府 平成 26年度か
ら実施する。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 平成28年末に公表した国民経済計算の平成23年基準改定において、平成26年度
の統計委員会基本計画部会での報告に沿って、平成27年６月に公表された平成23
年産業連関表（確報）を基準年（平成23年）の推計に反映させるとともに、コモ
ディティ・フロー法等から推計される財貨・サービス別の中間消費と付加価値法
等から推計される財貨・サービス別の中間投入について、供給・使用表の枠組み
を通じて突合を行い、両者を統合させる手法を開発し、これにより、それぞれの
推計値の精度を向上させた。

平成23年産業連関表の作成に当たっては、同表と国民経済計算との間の整合性
を確保すべく、経常的に開催している産業連関幹事会（内閣府を含む10府省庁）
において協議を行いつつ作業を進め、平成27年６月に同表（確報）の公表に至っ
た。次回表である平成27年産業連関表に関しては、「平成27年産業連関表作成基
本方針」（平成28年３月18日産業連関部局長会議決定）において、「08ＳＮＡの
概念・定義との整合性の確保を図る観点から（中略）産業連関表上の取扱いに関
する検討を計画的に行う」と明記した。「平成27年産業連関表作成基本要綱」
（平成29年８月24日産業連関部局長会議決定）の議論において、研究開発（Ｒ＆
Ｄ）への対応等、2008ＳＮＡ関係等で想定される課題について、内閣府から情報
提供を行うなどして、産業連関表と国民経済計算との整合性の確保に努めた。

実施済

・ 平成28年末に公表した国民経済計算の平成23年基準改定において、平成26年度
の統計委員会基本計画部会での報告に沿って、平成27年６月に公表された平成23
年産業連関表（確報）を基準年（平成23年）の推計に反映させるとともに、コモ
ディティ・フロー法等から推計される財貨・サービス別の中間消費と付加価値法
等から推計される財貨・サービス別の中間投入について、供給・使用表の枠組み
を通じて突合を行い、両者を統合させる手法を開発し、これにより、それぞれの
推計値の精度を向上させた。

実施済

・ 延長産業連関表（以下「延長表」という。）は、平成27年度において、平成17
年基準から平成23年基準への基準改定を行い、28年４月に公表した。延長表の作
成方法については、平成23年産業連関表（以下「基本表」という。）の作成方法
に準拠することを基本としているが、基本表と全く同じ情報を得ることができな
いため、推計手法の高度化や一次統計の整備等が精度向上を図るうえで必要不可
欠である。

推計手法の高度化については、平成23年基準から輸入表を考慮した試算表を作
成するなどの推計手法の見直しを行い、精度向上を図った。

一方、一次統計の整備等については、精度向上を図る上で基本表で用いられた
統計データと同じ、または同等の精度のデータを増やすことが重要であるが、基
本表が経済センサス-活動調査による産業横断的な統計データを採用したのに対
し、延長表では、これまで毎年調査が行われていた統計データの中に調査が終了
となったものも存在するなど、統計データの充実が進んでいない状況であること
から、延長表の基幹統計化は困難との結論に至った。

実施済

・ 国民経済計算年報フロー編の主要系列表１（国内総生産（支出側））と付表１
（財貨・サービスの供給と需要）における輸出入の乖離の要因について研究を
行った上で、平成28年末に公表した平成23年基準改定において可能な限り両者の
整合性の向上を図った。

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

ア 精 度 の 確
保・向上

◎ 国民経済計算における推計業務システムを再構築
し、新たに生ずる推計課題への対応を迅速・確実に行
う体制を確立する。また、これにより計数のチェック
体制を強化する。

内閣府 平成 28年度末
までに実施す
る。

イ 国際比較可
能性の向上

◎ 2008ＳＮＡについて可能な限り早期に対応するた
め、改定の是非や可能性を検討し、改定項目に優先順
位を付した上で、移行を進める。

内閣府 平成 28年度末
までに実施す
る。

◎ 間接税及び補助金に関する基礎データ並びに各種一
次統計における間接税の取扱いを踏まえつつ、基本価
格表示による産業連関表の作成について、次回表（現
在作成途上にある平成23年表の次の表）での実現を目
指す。さらに、国民経済計算においては、産業連関表
の作成状況を踏まえ、国民経済計算の次々回基準改定
での実現に向けた所要の検討を併せて行う。

産業連関
表作成府
省庁、内
閣府

平成 23年産業
連関表の確報
が公表される
平成 27年度か
ら検討する。

◎ 国民経済計算と産業連関表の整合性を確保するた
め、産業連関表における自社開発ソフトウェア及び研
究開発の固定資本としての計上など、国民経済計算と
の整合性及び国際的な動向への対応を検討する。

産業連関
表作成府
省庁

平成 23年産業
連関表の確報
が公表される
平成 27年度か
ら検討する。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 国民経済計算の各分野の推計システムについて、平成26年度に大型電子計算機
を廃止し、サーバ等のオープンシステムに移行し、同システムに基づき、平成23
年基準改定の実推計作業を行った。

実施済

・ 平成28年末に公表した国民経済計算の平成23年基準改定において、統計委員会
国民経済計算部会での審議や「国民経済計算の作成基準の変更」に係る答申を踏
まえ、研究開発（Ｒ＆Ｄ）や防衛装備品の資本化、企業年金受給権の発生ベース
での記録の徹底といった2008ＳＮＡへの対応を行った。

実施済

・ 基本価格表示による産業連関表については、「平成27年産業連関表作成基本方
針」（平成28年３月18日産業連関部局長会議決定）において、「推計に必要な一
次統計資料の新たな収集も含め、その試算等作成方法、精度等の検討を行う」と
明記した。経常的に開催している産業連関幹事会（10府省庁）や学識経験者から
構成される産業連関技術会議において、推計に必要な一次統計資料の新たな収集
も含め、その作成方法等の検討を行い、「平成27年産業連関表作成基本要綱」
（平成29年８月24日産業連関部局長会議決定）において、「平成27年表では、
（中略）基本価格表示の参考表を公表する」と明記した。

国民経済計算については、平成27年産業連関表の作成作業における検討に積極
的に関与しつつ、平成27年産業連関表の作成状況を踏まえ、国民経済計算の次回
基準改定での実現に向けた所要の検討を併せて行う。

【第Ⅲ期基本計画での取組の概要】
間接税及び補助金に関する基礎データ並びに各種一次統計における間接税の取

扱いを踏まえた基本価格表示による産業連関表の作成について、産業大分類より
詳細な分類での次回表での実現を目指して検討する。国民経済計算作成の観点に
おいても、産業連関表の作成作業における検討に積極的に関与しつつ、産業連関
表の作成状況を踏まえ、次回基準改定での実現に向けた所要の検討を併せて実施
する。

【第Ⅲ期基本計画での実施時期】
　次回産業連関表作成時（平成31年度(2019年度)）までに結論を得る。
　国民経済計算の次回基準改定までに結論を得る。

実施・検討予定

・ 産業連関表と国民経済計算との間の整合性を確保すべく、経常的に開催してい
る産業連関幹事会（内閣府を含む10府省庁）や学識経験者から構成される産業連
関技術会議において、自社開発ソフトウェアや研究開発（Ｒ＆Ｄ）への対応等、
2008ＳＮＡ関係等で想定される課題について、内閣府から情報提供を受けるなど
検討を行い、「平成27年産業連関表作成基本要綱」（平成29年８月24日産業連関
部局長会議決定）において、国民経済計算との整合性及び国際的な動向への対応
について記載した。

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

ウ 提供情報の
整備

◎ 支出面の精度の確保・向上に引き続き努めるととも
に、生産及び分配所得面を含む三面の四半期推計を整
備し、当面、その速報を参考系列として公表すること
を目指す。推計に当たっては、三面の推計値相互の整
合性を高めるよう努めるとともに、行政記録情報の活
用等も併せて検討する。

内閣府 平成 28年度の
基準改定後で
きるだけ速や
かに参考系列
の公表を目指
す。

◎ 長期時系列計数について、利用者の要望を踏まえつ
つ、提供を進める。

内閣府 平成 28年度の
基準改定時以
降できるだけ
速やかに実施
する。

○ 地域経済計算について、提供情報を含めた充実に向
け、地方公共団体に対する支援を強化する。

内閣府 平成 26年度か
ら実施する。

エ 一次統計等
との連携強化

◎ 経済センサス‐活動調査の結果の活用により、産業
連関表及び国民経済計算の生産構造及び中間投入構造
をより正確に把握する。

産業連関
表作成府
省庁、内
閣府

産業連関表は
平成 27年度末
ま で に 実 施
し、国民経済
計算は平成 28
年度末までに
実施する。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 第Ⅱ期基本計画策定以降、「国民経済計算次回基準改定に関する研究会」等に
おいて、参考系列としての公表に向けた推計手法等の検討を行ったところ。平成
27、28年度は、国民経済計算の平成23年基準改定に向けた作業に優先的に取り組
んだところであり、平成23年基準改定の公表が完了した平成29年度以降は、家計
可処分所得・貯蓄の四半期速報の参考系列について、平成30年度中の公表を目指
すとともに、生産側・分配側ＧＤＰの四半期速報の参考系列としての公表の取扱
いについて、平成30年度末までに結論を得るべく、これまでの検討作業での課題
を踏まえつつ、平成23年基準に基づく推計方法の開発、試算値の作成を進めてい
る。

【第Ⅲ期基本計画での取組の概要】
①家計の可処分所得及び貯蓄の速報値について、参考系列としての公表を目指

して検討する。②生産面及び分配面の四半期別ＧＤＰ速報の参考系列としての公
表の取扱いについて、結論を得る。

【第Ⅲ期基本計画での実施時期】
①平成30年度(2018年度)中に実施する。②平成30年度(2018年度)末までに結論

を得る。

実施・検討予定

・ 平成28年末に公表した国民経済計算の平成23年基準改定においては、原則すべ
ての系列について、平成６年に遡って、20年超の遡及推計を行い公表した。ま
た、統計利用者のニーズの大きい支出側ＧＤＰ系列について、簡易な遡及方法を
用いて平成23年基準による昭和55年までの参考系列を作成し、平成30年1月に公表
した。

実施済

・ 都道府県が作成する県民経済計算について、平成28年度に作成し、都道府県と
の共有を図った平成23年基準の県民経済計算標準方式等について、内閣府が開催
した全国主管課長会議や都道府県が開催する地域別ブロック会議等の場におい
て、詳細な情報提供、助言及び意見交換を行った。また、同標準方式等に対する
都道府県からの多数の照会や質問について、迅速に回答・助言することで都道府
県が行っている県民経済計算の平成23年基準改定作業等を支援した。今後も都道
府県において推計の改善を図られるよう、都道府県に対する支援を継続的に行う
予定である。

実施済

・ 平成23年産業連関表（平成27年６月確報公表）の多くの部門において、平成24
年経済センサス-活動調査で得られた売上高データ及び費用構成のデータを利用し
た。【産業連関表作成府省庁】

実施済

・ 平成28年末に公表した国民経済計算の平成23年基準改定において、基準年（平
成23年）について、平成24年経済センサス‐活動調査を活用して作成された「平
成23年産業連関表（確報）」の結果を反映した。【内閣府】
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

エ 一次統計等
との連携強化

◎ ①サービス産業の中間投入構造等のより詳細な経理
項目の把握に資する基礎統計の整備、②流通在庫など
の在庫推計のための基礎統計の整備、③個人企業の活
動把握などに資する基礎統計の整備等についての有用
性、必要性を引き続き整理する。

内閣府 平成 26年度か
ら検討する。

◎ ファイナンシャル・リースの経済的所有原則による
部門配分を可能とするため、基礎統計についての有用
性、必要性を整理した上で、基礎統計の整備状況を踏
まえた推計手法を検討する。

内閣府 平成 26年度か
ら検討する。

◎ 建設業の産出額をより的確に把握するため、その推
計手法を抜本的に見直し、進捗ベースの建設統計を活
用して推計する方式を確立する。

内閣府 平成 28年度末
までに結論を
得る。

◎ 上記１(1)ウの支出面の四半期推計の精度確保や生産
面からの四半期推計を行うために有用な基礎情報の確
保について、サービス産業動向調査を中心に検討す
る。

内閣府 平成 26年度か
ら検討する。

◎ 商品別供給・需要の推計を行うためのコモディ
ティ・フロー法における商品別配分比率の推計、企業
を事業所単位に変換するコンバータの在り方、労働生
産性及び全要素生産性指標を把握するための基礎情報
の整備について検討を行う。

内閣府 平成 26年度か
ら検討する。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ サービス産業に関しては、総務省が実施しているサービス産業に係る統計調査
における付加価値等の把握に関する検討等が「サービス産業統計研究会」（総務
省）で行われており、内閣府としても本研究会に参加し、連携に努めたところで
あり、特定サービス産業実態調査及びサービス産業動向調査の年次調査等の統合
調査による、営業費用項目の調査実施が平成31年度から予定されている。

在庫については、商業動態統計調査（経済産業省）において、平成27年７月分
以降、小売の期末商品手持額の商品分類が従来の３品目から９品目に細分化され
たことを受けて（いずれも計を除く。）、平成28年末に公表した国民経済計算の
平成23年基準改定に際して、同統計を基礎統計としている四半期別ＧＤＰ速報の
推計に反映した。

個人企業については、個人企業経済調査（総務省）におけるサービス産業の対
象業種数の拡充等を総務省に要望したところであり、同調査においてサービス産
業の対象業種を拡大した調査を平成31年度から実施予定。

実施済

・ 平成28年経済センサス-活動調査の調査事項として、物品賃貸業についてフィナ
ンシャル・リース分を区分して把握するなどの要望を行ったが、調査実施者側
（総務省・経済産業省）が団体ヒアリングを行った結果、報告者側の要因（契約
高ベースでフィナンシャル・リースを区分した情報が現状取れない）等の観点か
ら、平成28年経済センサス-活動調査では導入が見送られた。

実施済

・ 平成28年末に公表した国民経済計算の平成23年基準改定において、平成26年度
の統計委員会基本計画部会での報告に沿って、建設部門の産出額について、産業
連関表の計数を基に、延長年次等について建設総合統計（国土交通省）等の進捗
ベースの基礎統計を活用した推計手法を新たに導入した。

実施済

・ 平成28年末に公表した国民経済計算の平成23年基準改定を反映した、平成28年
７-９月期２次ＱＥ以降において、広範なサービス分野の産出額に係る基礎統計を
サービス産業動向調査に変更した。

実施済

・ 国民経済計算のコモディティ・フロー法の配分比率のベースとなる平成23年産
業連関表の推計において各商品の配分に係る情報が平成23年の実態に即したもの
になるよう産業連関幹事会の検討を通じて関係省庁と連携を行い、平成27年６月
には同表（確報）の公表に至った。また、平成28年末に公表した国民経済計算の
平成23年基準改定において、供給・使用表の枠組みにより延長年次の財貨・サー
ビスごとの中間消費と中間投入を調整する方法を検討する中で、その調整結果を
コモディティ・フロー法の商品別配分比率の推計につなげた。

「産業関連統計の体系的整備等に関する検討会議」において、事業所単位、企
業単位などの産業統計の調査単位に関する議論が行われており、内閣府としても
同会議に参加し検討を行い、平成29年３月23日に同会議が取りまとめた「産業関
連統計の体系的整備等に関する検討会議結果報告書」において、第Ⅲ期基本計画
期間中の解決に向けて検討すべき課題等として、調査単位（企業、事業所の定
義、ＫＡＵ（Kind of Activity Unit））の見直しが掲げられた。

資本サービス及び就業者の年間実労働時間数について、参考系列として作成
し、平成29年度中に公表した。

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

エ 一次統計等
との連携強化

◎ 上記１(1)に記載した基礎統計の整備に関する事項を
含む、国民経済計算及び産業連関表と一次統計との連
携強化について、協議、情報共有する場を設け、優先
順位・時間軸を念頭にその推進に努める。

平成 26年度か
ら実施する。

(2) 経済構造統
計を軸とした産
業関連統計の体
系的整備
ア 経済構造統
計の整備

◎ 平成28年に実施される経済センサス‐活動調査につ
いては、統計調査を取り巻く環境が厳しさを増してい
ることを踏まえ、調査の円滑な実施と調査結果の精度
向上のため、報告者の負担軽減を含めた調査計画の見
直しを行う。

総務省、
経済産業
省

平成 28年調査
の企画時期ま
でに結論を得
る。

○ 平成28年経済センサス‐活動調査と平成33年同調査
の中間年における母集団情報の整備のための統計調査
の在り方について、事業所母集団データベースの整備
状況を踏まえ検討する。

総務省 平成 27年度末
までに結論を
得る。

イ 経済構造統
計を軸とした新
たな枠組みの構
築

○ 上記の検討結果を踏まえ、経済センサス‐活動調査
の中間年における、関連する大規模統計調査を含めた
調査期日の在り方、総売上高の把握等についての枠組
みについて検討する。

総務省、
関係府省

平成 27年度末
までに結論を
得る。

総務省、
内閣府、
産業連関
表作成府
省庁、一
次統計作
成府省
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 本課題を含めた関係府省間の連絡及び調整並びに検討を行うため、「産業関連
統計の体系的整備等に関する検討会議」を平成26年４月23日に設置するととも
に、同検討会議の下で実質的な議論を行う「産業関連統計の体系的整備等に関す
るワーキンググループ」において、平成26年４月以降、協議・情報共有を行い、
平成29年３月23日に実施した同検討会議にて「産業関連統計の体系的整備等に関
する検討会議検討結果報告書」を取りまとめた。

継続実施

なお、本報告書では「新たな経済統計の作成・整備」を始め、「企業活動に係
る統計の整備」等において、国民経済計算及び産業連関表と連携しつつ、検討を
推進する方針を記載している。

・ 平成28年経済センサス‐活動調査については、調査の円滑な実施と結果精度の
向上のため、地方公共団体及び各府省との調整、試験調査、企業ヒアリング等を
実施した上で、実施時期を前回の２月から今回は６月にすることや個人経営者向
けに簡素化した調査票の作成等を含む新たな調査計画案を策定し、統計委員会の
審議を経て、平成27年７月に総務大臣の承認を得たところ。平成28年度は、当該
調査計画に基づき調査を実施した。

実施済

・ 「事業所母集団データベース研究会」における検討などを踏まえ、母集団情報
の整備のための統計調査である経済センサス‐基礎調査の在り方については、今
後、以下のとおりとする方針を平成28年２月に取りまとめた。
・これまで５年に１回実施してきた経済センサス‐基礎調査については、今後、
企業構造・活動状況及び事業所の開業・廃業状況を経常的に把握していく方法に
変更する。
・母集団情報の整備に当たっては、地域別、属性別、規模別等の事業所数等を把
握する統計を小地域単位で毎年度作成するとともに、地域特性に応じた特別集計
などを柔軟かつ機動的に行うことを目指す。
・事業所母集団情報の新たな整備方法については、平成31年度からの本格的実施
を目指し、引き続き、事業所母集団データベース研究会等において具体化に向け
た課題等の検討を行う。
・経済構造統計を軸とした産業関連統計の体系的な整備の検討状況を踏まえ、事
業所母集団情報の整備において必要な措置を講ずる。

実施済

・ 平成27年５月から「産業関連統計の体系的整備等に関するワーキンググルー
プ」における検討を開始し、平成27年度ブロック別統計主管課長会議（５～６月
開催）において把握した地方公共団体の意見・要望や、関連する総務省統計局及
び経済産業省の取組状況も踏まえつつ、①対象とする調査の範囲、②実施時期、
③業務の平準化等について計９回の検討を実施した上で、第24回同ワーキンググ
ループ（平成28年３月17日開催)において最終報告書を取りまとめ、第３回「産業
関連統計の体系的整備等に関する検討会議」に報告した。

実施済
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○ 上記の検討結果も踏まえつつ、経済センサス‐活動
調査及び関連する大規模統計調査の役割分担等につい
ての新たな枠組みの構築に向けて検討し、結論を得
る。

総務省、
関係府省

平成 30年度末
までに結論を
得る。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 平成28年４月から「産業関連統計の体系的整備等に関するワーキンググルー
プ」における検討を開始し、地方公共団体の意見・要望や、関係各府省における
関連する課題への取組状況の情報共有も踏まえつつ、①産業横断的整理、②事業
所母集団データベース、③経済センサス‐基礎調査、④サービス関連の３統計調
査、⑤農林業センサス・漁業センサス、⑥工業統計調査、⑦商業統計調査、⑧建
設工事施工統計調査等について、順次検討を進め、最終的な検討結果を「産業関
連統計の体系的整備等に関する検討会議結果報告書」として平成29年３月23日に
取りまとめた。
本報告書における主な検討結果は以下のとおり。

実施済

　最終報告書における主な検討結果は以下のとおり。
１　対象とする調査の範囲
　経済センサス‐活動調査の中間年における大規模統計調査とは、毎年又は数年
毎に実施する調査であって、企業・事業所を調査対象とする統計調査とする。
２　調査期日
　経済センサス‐活動調査の中間年における大規模統計調査の調査期日について
は、①基準年の調査である経済センサス‐活動調査との比較可能性の確保、②世
帯を対象とする周期調査の調査期日（主に10月頃）、③数年に一度実施される統
一地方選挙及び通常選挙事務との輻輳の回避、④調査対象企業の決算公表時期等
の諸事情を勘案し、原則として６月から７月の間の１日とする。ただし、企業活
動の状況を決算等により把握する調査については、３月末を決算とする企業が多
いという実情を踏まえ、調査期日を設定し、調査の実施時期については、６月か
ら７月に設定することが望ましい。なお、調査対象や調査事項の特性や結果提供
時期の制約等、特段の事情が認められる場合については例外とし、調査の目的を
達成するための特定の調査期日・調査実施時期を設定することとする。
３　調査の輻輳への対応
　地方公共団体における事務の輻輳対策としては、①国と地方の役割分担、②調
査周期、③調査方法、④調査内容等の見直しを適切に実施し、地方の業務負担の
軽減を可能な限り推進する。
４　総売上高の把握について
　平成28年経済センサス‐活動調査以降の事業所母集団情報の新たな整備方法と
して、経済センサス‐基礎調査における事業所の活動状態（廃業、新設等）や売
上高・従業者数等の把握方法を、①事業所の活動状態（廃業、新設等）を統計調
査員が複数年にわたって順次把握する「ローリング調査」と、②企業等の売上高
や従業者数等を職員の照会により把握する「プロファイリング活動」の２つを組
み合わせて把握する方法に変更する方向で検討を進めている。このローリング調
査及びプロファイリング活動については、報告者の記入負担及び地方公共団体の
事務負担の軽減と母集団情報の整備に必要な情報の把握の両立を目指す取組であ
り、また、地方事務の平準化・負担軽減といった中間年における大規模統計調査
全般の課題解決にも資するという効果も認められる。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

①産業横断的整理
・経済構造統計の作成・提供目的に「経済の変動」を加えるとともに、基準年と
中間年との役割を整理。なお、経済構造統計は、基準年・中間年とも企業別・事
業所別に集計。
・また、中間年経済構造統計の作成に必要な共通調査事項を整理。
・中間年経済構造統計整備の第１段階として、「経済センサス‐基礎調査」（プ
ロファイリング活動・ローリング調査）、「工業統計調査」、「商業統計調査」
（年次調査）及び統合後の「サービス産業基本調査（仮称）」の結果を基にした
中間年経済構造統計の作成・提供に着手。その際、「電気・ガス・熱供給・水道
業」、「情報通信業」、「金融業、保険業」等の取扱いについて検討。
・第２段階として、建設工事施工統計調査等、上記以外の業種別統計調査につい
ては、調査対象及び共通調査事項等を整理した上で、中間年経済構造統計にデー
タを提供。また、中間年に実施する統計調査での把握が困難な業種については、
行政記録情報の活用を検討。

②事業所母集団データベース
・事業所母集団データベースは、母集団情報の提供という従来の役割に加え、中
間年における経済構造統計の作成のためのデータ集積の基盤機能を担うものと整
理。
・事業所母集団データベースは、母集団情報の拡充を図るため、関係府省の協力
を得て、以下の事業所・企業データの格納を推進。
　(a) 法人番号関係：法人番号公表サイトに掲載された法人
　(b) 農業分野：農林業センサスにおける一戸一法人等
　(c) 建設業分野：建設業許可事業者名簿掲載企業
・また、中間年における経済構造統計の精度向上に資する観点から、事業所母集
団データベースの格納対象とする統計調査の範囲拡充を図るとともに、その利用
拡大にも資する情報更新・機能拡充について検討し、早期に結論を得ることが必
要。
・中長期的には、事業所母集団データベースの名簿情報を事業所・企業を対象と
する統計調査の統一共通名簿とし、名簿整備段階の情報を含め各統計調査で共有
することについても検討。

③経済センサス‐基礎調査
・プロファイリング活動及びローリング調査への移行に向けては、法制度面の整
理も含めた検討を促進。
・経済センサス‐基礎調査は、中間年における経済構造統計の中核的な調査と位
置付けられ、関連する他の統計調査の在り方にも影響を及ぼすことから、以下の
点について、可能な限り前広に各府省と情報共有。
　(a) 詳細な調査事項及び調査方法
  (b) 調査結果として提供する統計表の内容
  (c) 調査結果のうち事業所母集団データベースに登録する事項
・経済センサス‐基礎調査の企画においては、他の主要な統計調査の調査事項・
調査方法との間で合理的な範囲を超えた重複が生じないよう留意するとともに、
公的事業所の年次把握に向けた検討を促進。
・経済センサス‐基礎調査については、今回の検討を踏まえ、調査の目的をより
的確に表わす調査名称に変更することも検討。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

④サービス関連の３統計調査
・サービス産業の構造を明らかにする上で重要な付加価値等を、サービス業全体
で把握するため、第１段階として、サービス産業をほぼ網羅的に調査範囲として
いるものの、費用項目を把握していない「サービス産業動向調査」（一般統計調
査）の拡大調査で実施する年次集計部分と、費用項目等を把握しているものの、
調査範囲がサービス産業の一部にとどまっている「特定サービス産業実態調査」
（年次の基幹統計調査）とを発展的に統合した上で、 平成31年度から「サービス
産業基本調査」（仮称。年次の基幹統計調査を目指す）として実施することに向
け、ＳＮＡの精度向上を図る観点から、内閣府とも連携しつつ、実施計画を検
討。
・第２段階として、「サービス産業動向調査」の月次調査部分と、「特定サービ
ス産業動態統計調査」（月次の一般統計調査）との整理・統合に向け、ＳＮＡの
精度向上を図る観点から、内閣府とも連携しつつ、可能な限り速やかに検討を開
始。

⑤農林業センサス・漁業センサス
・経済センサス‐活動調査と、農林業センサス及び漁業センサスとの統合等は困
難と整理。
・ただし、農林業センサスで把握しているものの、これまで事業所母集団データ
ベースに格納されていなかった「法人格を有している一戸一法人」の情報を、次
回調査から同データベースに格納。また、事業所の要件に該当する可能性のある
非法人の組織経営体等についても、登録の可能性について検討。
・また、2018年漁業センサスの企画においては、総務省の協力を得て、事業所母
集団データベースの活用を検討。
・さらに、経済センサス‐活動調査（農業、林業、漁業調査票）の「個別農産品
等の売上高」については、報告者の回答負担軽減及び実査事務の軽減等に資する
観点から、ランク付け等による把握に見直す方向で検討。

⑥工業統計調査
・工業統計調査と、経済センサス‐基礎調査（プロファイリング活動・ローリン
グ調査）との役割分担を早急に整理し、必要に応じ重複是正を実施。
・また、工業統計調査で用いる名簿情報については、従来の独自名簿方式から、
経済センサス‐基礎調査の見直しにより精度向上が見込まれる事業所母集団デー
タベースに変更する方向で検討。
・ＳＮＡの製造業の推計について、四半期別GDP速報に加え第一次年次推計でも、
生産動態統計調査の品目データを使用することになるため、ＳＮＡの精度向上に
資する観点から、内閣府とも連携した生産動態統計調査の品目拡大に関する検討
が必要。

⑦商業統計調査
・中間年経済構造統計の整備やＳＮＡの精度向上等を図る観点から、周期的に実
施する方法から、経済センサス‐活動調査の中間年に毎年実施する方向で検討。
この検討に伴い、平成30年度に予定している周期調査を中止するとともに、平成
31年度調査の実施計画策定に向けた検討を加速。
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◎ 2015年農林業センサスのうち、法人形態の農林業経
営体について、経済センサス‐活動調査からデータ移
送を受けることにより、他産業からの農業への参入状
況や農林業と農林業以外の事業の関係等を把握・分析
するための統計作成に向けた研究を行う。

農林水産
省

平成 28年度か
ら実施する。

○ 生産物分類の構築について、商品及びサービスの特
性を踏まえて段階的に検討を進める。

総務省、
関係府省

平成 26年度か
ら検討する。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

⑧建設工事施工統計調査
・経済センサス‐活動調査と建設工事施工統計調査の統合については、早急な統
合は困難と整理。ただし、建設事業者に対しては、ほぼ同時期に両調査の記入負
担が生じていることから、今後も報告者の記入負担軽減に向けた調査事項の重複
是正等を検討。
・また、建設工事施工統計調査の母集団情報である建設業許可事業者名簿の事業
所母集団データベースへの提供について検討。
・さらに、建設工事施工統計調査については、建設業の総売上高の把握が適切に
行われるよう、経済センサス‐活動調査とのかい離の原因を検証の上、未回答企
業に係る欠測値の補完の在り方や事業所母集団データベースを基に許可のない事
業者も調査対象に加えること等の検討を通じ、精度向上に取り組むことが必要。

・ 2015年農林業センサスの確定値を平成28年３月25日に公表。平成28年経済セン
サス-活動調査結果が公表されていないため、試行的に平成24年経済センサス-活
動調査結果の提供を受け、2015年農林業センサスにおける法人経営体との名寄せ
の方法、農業参入や農業以外の事業の概要について把握・分析するための集計方
法等について研究を行った。今後は、平成28年経済センサス－活動調査結果を受
け、同様の作業を進め、平成31年度までに結果を得る予定である。

継続実施

・ 平成26年度及び27年度においては、生産物分類の構築に当たって、諸外国の状
況について情報収集を行うとともに、28年度及び29年度においては、我が国にお
けるサービス業において産出される生産物の売上高等を各企業等がどのような単
位で把握しているのか実態を把握する調査研究（委託研究）を実施した。

さらに、「統計改革推進会議最終取りまとめ（平成29年５月）」において、
「総務省は、来年度までにサービス分野について用途の類似性による基準を指向
した生産物分類を整備する。」とされたことを踏まえ、平成29年５月に学識経験
者等の幅広い知見を得ることを目的として、「生産物分類策定研究会」を設置し
た。以降、生産物分類策定に際しての目的、分類基準、作業の進め方等の基本的
事項について検討を行い、平成29年10月に「生産物分類策定の基本的な考え方」
を取りまとめた。

同研究会では、本考え方を踏まえ、分野別の検討を順次進めているところであ
り、平成30年度末までに、サービス分野の生産物分類を整備する予定である。
【総務省】

継続実施

・ 経済産業省では、平成29年度にサービス分野の生産物分類作成に係る研究会を
設置し、上記の「生産物分類策定の基本的な考え方」を踏まえ総務省と連携を図
りつつ検討を行い、同省所管分野の原案を作成の上、総務省による「生産物分類
策定研究会」に提出した。【経済産業省】
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○ 売上高等の集計に関する消費税の取扱い（消費税
込、消費税抜の補正）について、検討の場を設け、早
期に結論を得る。

総務省、
関係府省

平成 28年経済
センサス‐活
動調査の企画
時期までに結
論を得る。

(3) サービス産
業に係る統計の
整備

○ サービス産業動向調査について、国民経済計算等に
おける利活用状況等を踏まえ、できる限り速やかに基
幹統計化について検討し、結論を得る。

総務省 できる限り速
やかに結論を
得る。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 平成26年７月から「産業関連統計の体系的整備等に関するワーキンググルー
プ」における検討を開始し、消費税抜のデータを一次統計側が税込補正し、税込
統一集計・公表することを内容とする統計調査における売上高等の集計に係る消
費税の取扱いに関するガイドラインを、平成27年５月に正式決定した。
さらに、平成27年度には、消費税率の変更及び軽減税率制度が今後実施されると
いう状況変化を踏まえ、同ガイドラインの変更に向けた具体的な検討を開始し、
変更案及び今後の課題を取りまとめた上で、平成29年３月に同ガイドラインを改
定した。
ガイドラインの変更方針は以下のとおり。
（ア）税率変更への対応
(a) 調査対象期間中に税率変更が行われる場合においては、年間の売上高を税率
変更時点前後の月数によって按分し、それぞれに新旧税率を乗じて補正する。
(b) 経過措置への対応は実査可能性の観点から補正等の対応は行わない。
（イ）軽減税率制度への対応
(a) 売上高に関しては、品目別・業種別・総売上高それぞれについて、補正処理
に軽減税率を用いるか否かを判断。
(b) 費用の売上原価については、現行の補正方法の枠組みを踏襲しつつ、課税対
象額に対して乗じる消費税率は、業種（主業）によって軽減税率か一般税率のど
ちらかを用いて補正する。

実施済

・ サービス産業動向調査の産業別売上高（収入額）を四半期別ＧＤＰ速報（Ｑ
Ｅ）の財貨・サービス別の産出額推計に利用することについて内閣府で検討され
ていたが、平成27年１-３月期以降のＱＥにおける一部サービスの出荷額の推計に
ついて、サービス産業動向調査の利用が開始された。また、平成27年度は、前年
度に引き続き「サービス産業統計研究会」を開催し、サービス産業動向調査の実
施状況の検証や調査の見直しを行ってきたところ。
平成28年度には、産業関連統計の体系的整備等に関するワーキンググループにお

ける検討及び「統計改革の基本方針」（平成28年12月21日 経済財政諮問会議）を
踏まえ、経済産業省と連携してサービス産業動向調査（拡大調査）と特定サービ
ス産業実態調査を発展的に統合し、基幹統計化するとの結論を得た。

さらに、統計改革推進会議最終取りまとめ（平成29年５月）や第Ⅲ期基本計画
（平成30年３月６日閣議決定）を踏まえ、「サービス産業動向調査（拡大調
査）」、「特定サービス産業実態調査」及び「商業統計調査」を発展的に統合し
た新たな年次の基幹統計調査である経済構造実態調査（仮称）を平成31年度に創
設するとされたところ。この創設に向け、平成29年度は総務省「サービス産業統
計研究会」・経済産業省「商業統計調査の見直しに関する研究会」合同会合を開
催し、当該調査に係る実施計画を策定した。

サービス産業動向調査（月次調査部分）については、第Ⅲ期基本計画に掲げら
れた取組の内容（特定サービス産業動態統計調査との整理・統合に向けた検討に
ついて遅くとも平成34年末までに結論を得る。）に沿って引き続き検討を行う。

【第Ⅲ期基本計画での取組の概要】
サービス産業動向調査（月次調査部分）及び特定サービス産業動態統計調査の

整理・統合に向け、経済構造実態調査の実施状況も踏まえつつ、可能な限り速や
かに検討を開始する。
【第Ⅲ期基本計画での実施時期】
　遅くとも平成34年(2022年)末までに結論を得る。

実施済（サービ
ス産業動向調査
（拡大調査））
及び実施・検討
予定（サービス
産 業 動 向 調 査
（月次調査））
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(3) サービス産
業に係る統計の
整備

○ 第３次産業活動指数について、次回基準改定に向
け、精度や利便性の向上など統計の有用性の更なる向
上を図る。その結果を踏まえ、基幹統計化の可否を検
討し、結論を得る。

経済産業
省

次回基準改定
までに結論を
得る。

○ サービス産業に係る統計の横断的整備として、関係
府省の協力を得て、付加価値等の構造面を把握する統
計の在り方について研究を進める。

総務省 平成 26年度か
ら実施する。

(4) 企業活動に
係る統計の整備

○ 企業活動に関する各種統計調査で共通的に把握すべ
き項目を整理した上で、事業所母集団データベースを
活用し、企業活動を産業横断的に把握する統計の作成
及び提供について検討する。

総務省、
関係府省

平成 26年度か
ら検討する。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 第３次産業活動指数（以下「３次指数」という。）は、平成27年９月に平成22
年基準改定を実施し、基準時、ウェイト算定年次、業種分類及び採用系列の見直
し、また再編集系列を拡充する等により、産業構造の変化に即したサービス活動
の実態をより適切に反映した指数に改めるとともに、多様な分析の用途に資する
ものとした。基準改定後は、３次指数の分析事例を経済産業省統計ＨＰやフェイ
スブック等へ定期的に掲載し、利活用促進を図っているところ。

一方、３次指数の更なる質的な向上を目指す上では、個別業種の活動状況を適
切に捉えた一次統計データの採用を増やすことが重要であるが、平成17年基準時
に採用していた一次統計データの中には調査が終了となったものも存在するな
ど、３次指数の作成に用いる一次統計データの充実が進んでいない状況であり、
更なる精度向上は難しい状況である。
　こうした状況を踏まえ、基幹統計化はできないとの結論に至った。

実施済

・ サービス産業に係る統計の横断的整備として、平成27年度及び28年度は、
「サービス産業統計研究会」において試算結果等を提示し、有識者及び関係府省
も交えて議論を行った。また、平成28年度は、産業関連統計の体系的整備等に関
するワーキンググループにおける検討を踏まえ、経済産業省と連携して、サービ
ス産業動向調査と特定サービス産業実態調査等の発展的統合についての検討とと
もに、付加価値額等の構造面を把握する統計の在り方について研究を進め、他統
計による付加価値額の試算結果の妥当性等を評価することは困難であるとの結論
を得た。

このため、平成31年度に創設する経済構造実態調査（仮称）において、付加価
値等の構造把握に資する営業費用等の項目を調査することとした。

実施済

・ 平成26年11月から「産業関連統計の体系的整備等に関するワーキンググルー
プ」における検討を開始し、本統計の①整備目的、②対象範囲、③位置付け等の
基本的な考え方を整理した。

また、本件に関連する詳細な検討（海外文献調査等）を実施するため、民間事
業者・外部有識者を活用した調査研究を開始し、平成28年２月及び平成29年２月
に調査報告書を取りまとめた。

平成28年度は、調査報告結果や他の検討課題との関連を整理しつつ、以下のと
おり検討結果を取りまとめた。
(a)企業活動を産業横断的に把握する統計については、各統計調査の結果を事業所
母集団データベースに登録し集計する方針で実施する方向で検討し、第１段階と
して、「基本調査事項を把握する統計」を整備。
(b)この第１段階の取組は、経済構造統計を中心とした新たな枠組みの一環として
実施し、中間年経済構造統計の集計結果として公表する方向で検討。
(c)さらに、第２段階として、「大規模企業の実態を横断的に把握する統計」の実
現に向けた検討を開始。

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(4) 企業活動に
係る統計の整備

○ 情報通信業基本調査について、企業活動を産業横断
的に把握する統計の作成及び提供についての検討状況
を踏まえ、基幹統計化についての結論を得る。

総務省、
経済産業
省

上記の検討を
踏まえ、可能
な限り早期に
結論を得る。

○ 事業所を対象とした統計調査における同一企業内取
引について、報告者の負担を考慮した上で、その把握
可能性について検討する。

総務省、
経済産業
省、関係
府省

平成 27年度末
までに結論を
得る。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 情報通信業基本調査の基幹統計化については、本統計と調査項目の重複が想定
される新たな統計調査の創設等の環境変化を踏まえ、第Ⅱ期基本計画の下で本調
査の基幹統計化についての結論を得ることは困難であると判断をし、役割分担を
明確化する検討を実施した。

具体的には、サービス動向調査及び特定サービス産業実態調査の統合による
「サービス業基本調査（仮称）」の創設を前提として、関連調査との調査項目の
重複是正、現行調査の利活用の現状、記入者負担の軽減等の観点から、関連統計
の活用を念頭に基幹統計化を含めた今後の情報通信業基本調査の在り方について
共管府省間（総務省及び経済産業省）において検討を行い、「産業関連統計の体
系的整備等に関するWG」に参加してきたところ。

しかしながら、検討段階において、商業統計調査の統合も加わった「経済構造
実態調査（仮称）」の創設が判明し、その後の調査内容等制度設計が流動的と
なったことから、新たな調査との関係整理の検討が必要な状況となった。

今後は、第Ⅲ期基本計画の課題である当該調査との役割分担、重複是正等につ
いて検討するため、調査事項等の精査を行い、利活用状況及び記入者負担の軽減
等を念頭に、関連統計の活用の可能性を検証し、情報通信業基本調査の今後の在
り方について検討する。

【第Ⅲ期基本計画での取組の概要】
経済構造実態調査と、経済産業省企業活動基本調査、法人企業統計調査、建設

工事施工統計調査、情報通信業基本調査、中小企業実態基本調査等との役割分
担、重複是正等を検討する。

【第Ⅲ期基本計画での実施時期】
　平成34年度(2022年度)までに一定の結論を得る。

実施・検討予定

・ 平成27年６月に開催した第15回「産業関連統計の体系的整備等に関するワーキ
ンググループ」にて本件に関する検討を開始し、把握の必要性や既存調査事項に
おける算出の可能性等を整理した。

また、企業活動の産業横断的把握の観点から同一企業内取引に関する検討を平
成28年度委託研究に組み込み、その一環として実施した企業ヒアリング結果及び
「財の移動を伴う企業内取引」と「財の移動を伴わない企業内取引（企業内サー
ビス活動）」の両面から、その把握可能性を検討したものの、以下の理由から困
難との結論を得た。

(a) 企業の内部取引額を把握する管理会計を採用していない企業が一定数存在
し、報告者負担の増加が伴う。

(b) 企業内サービス活動における社内売上等を計上しているのは、一部の企
業、一部の活動に限定される。

(c) 同一企業内取引額の計上方法に共通の基準がない中で、統計調査側で基準
を設けたとしても、それに沿った回答を求めることは、大きな報告者負担が発生
する。

実施済

・ 平成28年経済センサス‐活動調査においては、同一企業内取引の把握について
は困難という結論を得て調査計画案を策定し、統計委員会から適当である旨の答
申（平成27年６月）を得たところ。【総務省及び経済産業省】
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(4) 企業活動に
係る統計の整備

◎ 平成24年経済センサス‐活動調査の結果を、平成21
年経済センサス‐基礎調査で把握された企業グループ
の情報を活用して集計し、企業グループに関する統計
の研究を行う。

総務省 平成 26年度か
ら実施する。

○ 事業所母集団データベースにおける企業グループの
把握の進捗を踏まえ、純粋持株会社実態調査の結果と
合わせ、純粋持株会社のグループ活動を明らかにする
ことについて検討する。

経済産業
省

平成 29年度末
までに結論を
得る。

◎ 四半期別法人企業統計調査の資本金1,000万円から
2,000万円までの標本抽出方法の見直し（売上高で細分
化して層化抽出を行う等）を検討する。

財務省 平成 28年度末
までに結論を
得る。

(5) 経済活動の
グローバル化に
対応した統計の
整備

【
○

計画本文記載事項】
国際収支マニュアル第６版に準拠した国際収支統計

の見直しの定着度合や利用者の反応をフォローアップ
する。

(財務省)
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 企業グループに関する統計の研究として、個票を用いた研究を進め、平成24年
経済センサス‐活動調査の結果を、平成21年経済センサス‐基礎調査で把握され
た企業グループの情報を活用して集計し、企業グループの経済活動について明ら
かにした。研究結果については、統計学会等において平成26年経済センサス‐基
礎調査の結果も含め発表を行い、統計局ホームページにおいて公表した。

実施済

・ 純粋持株会社のグループ活動を明らかにするため、経済センサス‐基礎調査及
び純粋持株会社実態調査の調査結果を用いて、純粋持株会社の企業グループとそ
うではない企業グループの特徴について比較分析を行った。

分析にあたり制度面から比較すると、事業分野の制約の弱い純粋持株会社はダ
イナミックに事業を展開できるものと考えられ、一方で事業持株会社や非持株会
社は、主たる事業分野を中心に堅実かつ強固に事業を展開すると考えられるた
め、このような想定しうる仮説を立て分析を行った。

分析結果は、「構成会社数」は事業持株会社等に比べ、純粋持株会社の方が多
く、一方、「会社規模」「従業員数」については事業部門を持たない純粋持株会
社の方が小規模との結果であった。また、グループ全体の規模（常用雇用者数、
売上高）では、規模が大きいほど純粋持株会社の割合が高い結果となった。多角
化について業種別売り上げ構成を見ると、多くの業種では概ね売上の9割前後を主
たる業種から得ており、本業を中心とした事業展開を行っていることが判明し
た。

実施済

・ 四半期別法人企業統計調査の資本金1,000万円から2,000万円までの標本抽出方
法の見直しとして、売上高で細分化して層化抽出を行うためには、母集団名簿に
売上高に関する情報が含まれている必要があるが、法人企業統計調査で使用して
いる母集団名簿には、売上高に関する情報は含まれていない。このため、売上高
に関する情報を含む事業所母集団データベースの活用が前提となる。しかしなが
ら、法人企業統計調査の母集団名簿と事業所母集団データベースには法人数のか
い離が生じているため、当省において、法人企業統計と経済センサスの名簿の
マッチングを行ったところ、資本金１億円以上については大部分の法人が一致し
たが、資本金1億円未満については大きくかい離していることが判明した。

今後は、法人企業統計調査で使用している母集団名簿を引き続き精査していく
とともに、マッチングで一致した法人情報を基に、資本金1,000万円から2,000万
円までの階層における標本抽出方法について、学識経験者を交え検討することと
している。また、法人数の乖離の要因については、総務省において平成31年度か
ら、新たな経済センサスｰ基礎調査が実施されることから、この調査結果を踏ま
え、検証することとしている。

【第Ⅲ期基本計画での取組の概要】
四半期別法人企業統計調査の資本金1,000万円から2,000万円までの階層におけ

る標本の抽出方法について、速やかに母集団名簿を精査するとともに、売上高や
雇用者数等による層化抽出を検討し、結論を得る。

【第Ⅲ期基本計画での実施時期】
　平成34年度(2022 年度)までに結論を得る。

実施・検討予定

・ 国際収支マニュアル第６版に準拠した国際収支統計の見直しの定着度合や利用
者の反応を、ヒアリング等を通じて引き続きフォローアップした。
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(5) 経済活動の
グローバル化に
対応した統計の
整備

○ 事業所母集団データベースの企業情報と貿易統計と
のマッチングを行うことにより、輸出入行動を当該企
業の企業特性（外資比率等）と関連付けた、新たな統
計を作成することについては、両データベースの収録
情報の接続が可能か否か、本来の行政手続の円滑な実
施が阻害されないか、個別企業の情報が識別されるこ
とがないか等といった観点から、引き続き、その作成
が可能か否かを検討する。

財務省 平成 28年度末
までに結論を
得る。

○ 貿易統計については、統計調査以外の方法により作
成される統計であることから、その特性に留意すると
ともに、国民への情報提供の充実、本来業務への要請
と両立し得るかという観点等も考慮し、引き続き基幹
統計化の可否について検討する。

財務省 平成 30年度末
までに結論を
得る。

○ 海外事業活動基本調査の更なる充実、精度向上を行
い、基幹統計化の可否についても検討する。

経済産業
省

平成 28年度末
までに結論を
得る。

○ 関係府省等の協力の下、一般政府収支、一般政府債
務総額、金融健全性指標等に関するデータの四半期化
等について、必要な対応を検討する。

財務省、
総務省、
内閣府、
金融庁、
国土交通
省

平成 26年度か
ら検討する。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 当該措置については、本来の行政手続の実施が阻害されない範囲（適正申告及
び円滑な通関の確保）で実施されるよう、輸出入申告者への追加的な負担を生じ
させないことを前提に、貿易統計データの既存情報を利用して作成することが可
能か否かについて検討した。また、貿易統計と事業所母集団データベースの収録
情報の接続が技術的に可能か否かについて、システム担当等を含めた検討も実施
した。

その結果、貿易統計データの既存情報にある項目と事業所母集団データベース
の既存情報の項目に共通キーが存在しておらず、両データベースの収録情報の接
続が極めて困難である状況であり、現時点でこれ以上の検証・検討は難しいとの
結論を得た。

しかしながら、今後、接続に必要な共通キーとなり得る、例えば、法人番号が
導入される等の進展によっては、引き続き検討する余地があるものと考えられ
る。但し、仮に共通キーの課題が解決したとしても、本来の行政手続きの円滑な
実施に支障が出ないよう、また個別企業の情報が識別されないよう処理が行われ
る必要があり、事業所母集団データベースの提供を受けることにより実施される
ことが前提となると考える。

実施済

・ 基幹統計化の可否については、貿易統計の特性に留意しつつ引き続き検討を
行ってきたところ、例えば、輸出入の許可に必要のない項目の追加等は輸出入者
の理解を得ることが困難であり、本来の行政手続き（適正申告及び円滑な通関の
確保）の実施に影響が及ぶ可能性があるため、実施困難との結論を得た。

実施済

・ 海外事業活動基本調査の更なる充実、精度向上については、母集団名簿の拡充
について、平成21年経済センサス‐基礎調査を使った調査対象の捕足、外為法届
出情報の活用の検討を行った。また、精度向上については、記入率向上の方策と
して、未記入率の把握、本調査の利用状況のヒアリング、改善策の検討を行っ
た。

上記の検討を踏まえた基幹統計化の可能性については、①母集団名簿の作成、
②現地法人調査票の記入率の向上が課題である。①については平成21年経済セン
サス‐基礎調査を活用し調査対象名簿の一部補足を行ったものの、当該調査と対
象範囲がほぼ合致する外国為替及び外国貿易法届出情報の活用が電子データの不
備等により活用できなかった。②については、政策上の有用性が高い「売上高及
び仕入高の内訳」において、調査事項と記入者側の帳簿整備状況が一致していな
いケースもみられ、記入率の向上が期待できないこと、また、記入率の低い項目
であっても政策上必要な項目が多々あり調査事項の削減も困難である。これらを
踏まえると、基幹統計化に必要な品質に達していないため、基幹統計化は困難で
あるとの結論を得た。

実施済

・ 平成28年３月に金融健全性指標の四半期データの公表を開始した。また、ＩＭ
Ｆの特別データ公表基準（ＳＤＤＳ）プラス参加に向けてＩＭＦとの具体的な調
整を行い、４月18日に参加した。その後、同年６月３日、平成29年６月９日に関
係省庁で連絡会議を継続的に開催するなど、関係省庁等で協力しつつ、一般政府
収支、一般政府債務総額の推計に必要となるデータの検討や公表に向けた準備を
行っており、平成33年度末までに実施する予定である。

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(5) 経済活動の
グローバル化に
対応した統計の
整備

○ 上記の一環として、財政統計の担当省の協力を得
て、一般政府収支の四半期ベースでの把握や発生主義
での推計手法を検討する。

内閣府 平成 26年度か
ら検討する。

２ 分野別経済統
計の整備
(1) 環境に関す
る統計の整備

○ 家庭からの二酸化炭素排出実態を把握するために必
要な統計調査の本格実施に向けた検証など、温室効果
ガスの排出及び吸収に関する統計データの更なる充実
に取り組む。

環境省 平成 26年度か
ら実施する。

○ 廃棄物等に関する統計の精度向上及び公表の迅速化
に向けた更なる検討を行う。

環境省 平成 26年度か
ら検討する。

○ 平成23年環境分野分析用産業連関表の作成におい
て、平成17年表で精度が不十分であった部門別投入量
等の把握を行うなど、課題の解決方法を関係府省の協
力を得ながら検討する。

環境省 平成 29年度末
までに結論を
得る。

64



平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 基礎統計に制約のある四半期別の地方政府の支出額に係る情報を把握するべ
く、平成27年６月末分以降、地方公共団体消費状況等調査（内閣府）を拡充し、
67の全都道府県・政令指定都市の情報把握を開始するとともに、一般政府の税収
について発生ベースによる推計手法の検討を進めた。

実施済

・ 平成28年11月４日付で承認された一般統計調査「家庭部門のCO2排出実態統計調
査」について、平成29年４月から調査を開始した。

なお、この統計を整備するため、総務省から一般統計調査の承認を得て「家庭
からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態調査 全国試験調査」を平成26年10月か
ら27年９月にかけて実施した。試験調査の結果については、平成28年３月に速報
値を、平成28年６月に確報値を公表した。確報値公表時には、ｅ－Ｓｔａｔによ
る統計表の公表を実施した。

継続実施

・ 廃棄物等に関するデータの精度向上及び公表の迅速化について、「循環利用量
調査改善検討会」を開催し、検討を行ってきた。迅速化については、一部の廃棄
物等について発生量を推計することなどにより、一定の成果を得たことから、近
年では精度向上に主眼を置いており、平成26年度は主に特別管理産業廃棄物の焼
却量の推計方法の精度向上、平成27年度は産業廃棄物の中間処理プロセスの精緻
化、平成28年度は新たな循環利用量実態把握手法について検討を行ってきた。
平成29年度は、「循環利用量調査改善検討会」を３回開催（10月、12月、３月）
し、平成28年度検討会で示された検討方針に従って、「産業廃棄物排出・処理実
態調査指針改定版」の見直しを行うとともに、廃棄物等の「等」の新たな算出方
法について確立した。

「産業廃棄物排出・処理実態調査指針改定版」の見直しでは、事業者の負担軽
減となるように、できるだけ行政報告データや既存の調査結果の利用を図り、重
複する調査項目のないアンケート調査に見直しを行った。

廃棄物等の「等」の算出については、これまで活用してきた「副産物調査」
（経済産業省）が休止となったため、新たに業界団体統計資料等を利用する手法
を確立し、引き続き「等」の発生量の算出が行えるようにした。

継続実施

・ 平成23年環境分野分析用産業連関表の作成については、平成25年度に作成した
作成要領案に基づき、平成26年度から27年度にかけて、推計方法の精度向上の方
策など、同連関表の数値計上の検討を実施した。平成28年度は、「環境分野分析
用産業連関表のあり方に関する検討会」を開催し、作成した同連関表の数値の妥
当性を確認しつつ、既存公的統計との整合性を合わせるための検討を集中的に実
施し、数値の計上方法の精度向上について検討を実施した。平成29年度は、部門
分類の細分化や数値の精緻化等のIO表の改良を行うとともに、取引基本表におけ
る廃棄物処理部門及び廃棄物再資源（投入）表の検討・作成を行った。これらの
取組を通じてとりまとめた環境分野分析用産業連関表及びその作成要領等を環境
省ホームページにおいて公表した。

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(1) 環境に関す
る統計の整備

○ エネルギー消費統計については、総合エネルギー統
計への組込みに向けて、これまで行ってきた検討によ
り明らかとなった問題点、課題等の解決に取り組むと
ともに、引き続きデータの精緻化を図る。

資源エネ
ルギー庁

平成 26年度か
ら実施する。

○ 上記の検討を踏まえ、エネルギーに関する統計につ
いて体系的な整備を行い、基幹統計の範囲について検
討を行う。

資源エネ
ルギー庁

平成 29年度末
までに結論を
得る。

(2) 観光に関す
る統計の整備

○ ＴＳＡについて、引き続き内閣府の協力を得つつ、
平成23年度公表に至る作成経験等を踏まえた、更なる
精度向上や未整備な表の作成に取り組み、その充実を
図る。

観光庁 平成 26年度か
ら実施する。

○ 都道府県の観光入込客統計について、現行推計方法
の検証により精度向上に向けた改善を検討する。ま
た、各都道府県が統計整備を継続するために、利活用
につながる分析事例等の提示を行い、地域の観光統計
の改善を支援する。

観光庁 平成 26年度か
ら実施する。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　エネルギー消費統計について、総合エネルギー統計への組込みを実施しつつ、
課題である時系列安定化などに向けて、委託研究により得られた方策を採用し、
平成27年度調査（28年４月から６月にかけて実施し公表）において、(ⅰ)標本を
半数ずつ入れ替えるローテーション・サンプリングの導入、(ⅱ)差推定の導入、
(ⅲ)時系列での外れ値排除処理の導入などを実施し、平成28年度調査（平成29年
４月～６月にかけて実施）においても同様に実施した。さらに、これら取組によ
る効果の検証を並行して実施。また、課題等の解決やデータの精緻化に向けて、
拡大推計の見直しなどを実施。

【第Ⅲ期基本計画での取組の概要】
　エネルギー消費統計について、時系列安定化やデータの精緻化のための各種見
直しの効果の持続性等の検証を行うとともに、基幹統計化についての結論を得る
ことをはじめとして、産業・業務部門のエネルギー消費に関する統計の体系的な
整備の促進を図る。

【第Ⅲ期基本計画での実施時期】
　平成34年度(2022年度）までに結論を得る。

実施・検討予定

・ エネルギーに関する統計の体系的な整備として、資源エネルギー庁にエネル
ギーに関する統計を集約させるために、経済産業省特定業種石油等消費統計調査
の所管部署を調査統計部から資源エネルギー庁に変更する手続きを平成26年度に
実施し、平成28年１月から実際に調査を開始。更に、エネルギー消費統計につい
ては、基幹統計化の検討が求められていることから、基幹統計化の前提となる経
年変化の安定度を含めたデータの精緻化が十分であるかを判断するために、これ
まで実施した取組の効果の持続性等の検証が必要となる。こうしてエネルギー消
費統計が基幹統計に足る状況であるか検証した上で、平成34年度末までに結論を
得る予定。

【第Ⅲ期基本計画での取組の概要】
エネルギー消費統計について、時系列安定化やデータの精緻化のための各種見

直しの効果の持続性等の検証を行うとともに、基幹統計化についての結論を得る
ことをはじめとして、産業・業務部門のエネルギー消費に関する統計の体系的な
整備の促進を図る。

【第Ⅲ期基本計画での実施時期】
　平成34年度(2022年度）までに結論を得る。

実施・検討予定

・ 全部で10表あるＴＳＡの各表のうち、未整備の第８表から第10表について、整
備に向けて作成方法の試行を行いつつ検討を進めた結果、第８表及び第10表は作
成可能の見通しが立ったため、平成25年版から作成し、平成27年３月に公表し
た。一方、第９表（観光集合消費）については、観光集合消費を算出することが
資料上の制約や技術の上で困難であること、また、ＴＳＡ導入国が必ずしもＴＳ
Ａ全表を整備していないことに鑑み、同表は作成しない予定である。

実施済

・ 平成26年度より、都道府県の観光入込客統計について、全国の地方運輸局にお
いて、地方公共団体の観光統計担当者を対象とした説明会を開催し、観光地点の
入込状況の把握や近隣都道府県との観光消費額の比較など、分析事例等を紹介し
ており、平成28年度も同様の取組を実施した。平成29年３月に開催した第12回観
光統計の整備に関する検討会において、上記の精度向上に向けた改善実施内容を
報告し一定の評価を得た。

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(2) 観光に関す
る統計の整備

○ 観光地域経済調査について、調査の実施に際して明
らかとなった課題の解決や調査結果の有用性を踏まえ
た利活用について検討を行い、平成28年度における次
回調査の実施の可否等について早期に結論を得る。

観光庁 平成 26年度末
までに結論を
得る。

○ 宿泊旅行統計調査及び旅行・観光消費動向調査など
既存の観光統計について、それぞれ統計の精度向上に
取り組む。

観光庁 平成 26年度か
ら実施する。

○ 上記の検討を踏まえ、宿泊旅行統計調査及び旅行・
観光消費動向調査について、観光地域経済調査及び国
際基準との整合性を勘案した上で、基幹統計化に向け
た観光統計の体系的整備について検討し、結論を得
る。

観光庁 平成 28年度末
までに結論を
得る。

(3) 交通に関す
る統計の整備

◎ 物流の効率化を輸送モード横断的に評価するため、
輸送貨物品目分類の統一及び品目別輸送量の把握を行
う。

国土交通
省

平成 28年度末
までに実施す
る。

◎ 環境に関する基礎統計の整備として、関係府省と連
携を取りながら内航海運や自動車における燃料消費量
を把握する統計の精度向上に取り組む。

国土交通
省

平成 28年度末
までに実施す
る。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 観光地域経済調査について、平成24年度の調査結果の利活用に向け、自治体向
けに周知活動、ニーズ調査、モデル地域を対象とした分析事例の作成等を実施し
た。

平成24年度の調査設計の課題等については、解決は技術的に困難と判断しつつ
あったが、一方で、地方創生に向けた各種施策を政府が進めている中、効果測定
や新たな施策を実施していくにあたり、地域観光統計の必要性は高まっている状
況である。

こうした状況を受け、都道府県別の旅行者数と旅行消費額について、既存の観
光統計を用いた加工統計の作成に着手するとともに、平成24年度の調査設計の課
題等の解決が技術的に困難であることを受け、平成28年度の調査は行わないこと
とした。

実施済

・ 宿泊旅行統計調査については、精度向上のためオンライン調査に係る周知・普
及方法の改善策や、オンライン調査以外でも調査対象施設の協力が得られやすい
環境の整備に向けた取組について検討し、回収率の向上を図る取組を実施してい
るところである。

また、旅行・観光消費動向調査の精度向上について、同調査は現在、速報値及
び確報値を公表しているが、速報値から確報値への改定により、値が約10％押し
下がる傾向が見受けられた。この傾向の解消に向けて、調査票の各設問の記入率
の状況を調べた結果、過去６か月の旅行回数の回答が必要なため、忘却等の要因
により過小申告となることが要因と考えられたことから、平成28年の調査以降、
調査期間を６か月から３か月に縮小したところ、速報値と確報値の差が縮小して
おり、精度の向上が見られた。この結果を踏まえ、平成29年中に調査票を変更
し、平成30年１-３月期分より新調査票による調査を実施する予定である。

継続実施

・ 上記のとおり宿泊旅行統計調査及び旅行・観光消費動向調査については、平成
29年３月に開催した第12回観光統計の整備に関する検討会において、地域観光統
計の精度向上や、旅行者の旅行形態の変化に対応した改善方策等を検討する必要
があり、基幹統計化についても、これらについて改善をした上で、複数年の調査
結果を検証し精度面や安定性といった条件の整ったものから基幹統計化に向けた
体系整備を目指すとの結論を得た。

【第Ⅲ期基本計画での取組の概要】
宿泊旅行統計調査及び旅行・観光消費動向調査について、観光統計の体系的整

備の進捗状況も踏まえ、基幹統計化に係る結論を得る。

【第Ⅲ期基本計画での実施時期】
　平成34年度(2022年度）までに結論を得る。

実施・検討予定

・ 自動車輸送統計調査及び内航船舶輸送統計調査（いずれも基幹統計調査）につ
いて、陸上輸送及び海上輸送の比較可能性の向上等の観点から、輸送貨物品目分
類の見直しを行い、平成27年度の調査から適用した。

実施済

・ 内航船舶輸送統計調査については燃料消費量の精度向上のため、平成27年度の
調査から、従前の月間総輸送量に加えて新たに月間総燃料消費量についても目標
精度（５％）を設定した標本設計により、調査を実施した。

自動車燃料消費量調査についても、平成28年度の調査から、従前の原単位に加
えて新たに月間総燃料消費量について目標精度（５％）を設定した標本設計によ
り、調査を実施した。

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(3) 交通に関す
る統計の整備

◎ 自動車輸送統計を総合的に活用するため、輸送量に
加え、ロードファクター（積載効率、実車率等）の把
握とともに、他の輸送統計や行政記録情報の活用も含
めて体系的整備を行う。

国土交通
省

平成 28年度末
までに体系的
整備に向けた
考え方の結論
を得る。

(4) 建設・不動
産に関する統計
の整備

○ 建築物リフォーム・リニューアルについて、建設総
合統計及び国民経済計算へ反映することを目的とした
投資額の把握と、住宅施策等の適切な推進に寄与する
ための工事内容ごとの投資額等の把握を図る。

なお、建築着工統計で一部把握されている建築物リ
フォーム・リニューアル投資額部分との重複に関する
取扱いの整理なども行う。

国土交通
省

平成 27年度末
までに結論を
得る。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 自動車輸送統計調査については、貨物営業用については最大積載量別、また、
旅客営業用乗合については一般路線・高速路線別の実現可能性を確認するため、
平成27年９月から11月の間、自動車輸送統計予備的調査を実施し、「自動車輸送
統計調査の体系的整備に向けた分析・検討に係る委員会」を平成28年９月に設置
し、この調査の検証結果について議論を実施したところ、貨物営業用における最
大積載量別の輸送実績の一部（輸送トン数等）及び旅客営業用乗合における輸送
実態（一般路線・高速路線）別の輸送実績の再現について実現可能であることを
確認した。

平成29年度は、上記委員会で課題とされた貨物営業用における最大積載量別の
輸送実績の一部（輸送トンキロ等）について、その実現可能性を検証すべく平成
29年10月から平成30年１月の間、予備的調査を実施した。

平成30年度は、平成29年度に実施した予備的調査の結果を分析し、貨物営業用
における最大積載量別の輸送実績の一部（輸送トンキロ等）について、実現可能
性の検証を行う。これまでの検証結果を踏まえ、統計精度を維持しつつ報告者負
担の軽減が図られるよう、調査手法のあり方、行政記録情報を活用した推計方法
の精度向上、ニーズに応じた公表事項の充実、公表の早期化など多岐にわたり見
直しを行うための検討委員会を設置し、新たな調査手法の確立及び標本設計を行
い、平成32年度より新調査を実施する予定である。

【第Ⅲ期基本計画での取組の概要】
自動車輸送統計調査について、精度向上を図る観点から、平成29年度（2017年

度）に実施する予備的調査、他の輸送統計及び行政記録情報の活用も含めて分
析・検討を促進し、新たな調査手法による調査を開始する。また、公表の早期化
やニーズに応じた公表事項の充実、品目別輸送量の数値の安定化方策等について
検討し、早期に結論を得る。

【第Ⅲ期基本計画での実施時期】
　平成32年度(2020年度）から実施する。

実施・検討予定

・ 基本計画において課題として挙げられた事項全体について、建築物リフォー
ム・リニューアル調査の調査内容の見直しを行い、平成27年11月18日に総務大臣
より当該調査（一般統計調査）の変更承認を受け、平成28年度から見直し後の調
査を実施している。

見直し内容については、①建設総合統計等へ反映するため、改装・改修工事
（建設投資部分）と維持・修理工事（消費部分）に項目を分けて投資額の把握を
行うこととした。②ＣＯ２削減等環境負荷低減など住宅施策等の適切な推進に寄
与するため、省エネルギー工事の部位別工事内容についての投資額の把握を行う
こととした。③建築物リフォーム・リニューアル調査と建築着工統計調査との重
複部分を把握するため、建築工事届提出の有無についての項目を追加することと
した。

なお、国民経済計算等への反映については、見直し後の調査により得られる
データの蓄積が必要であることから、遡及推計及び反映時期等の具体的事項につ
いて、引き続き内閣府と調整を行う予定である。

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(4) 建設・不動
産に関する統計
の整備

○ ５年ごとに実施する法人土地・建物基本調査を中心
とした体系的整備を進めるため、中間年における土地
取得のフローを継続的に把握する必要性等を整理した
上で、フローとストックの情報を構造的に把握するこ
とを検討し、結論を得る。

国土交通
省

平成 30年法人
土地・建物基
本調査の企画
時期までに結
論を得る。

○ 平成25年法人土地・建物基本調査等の結果を踏ま
え、世帯、公的部門も含めた我が国の土地の所有及び
利用状況の全体の捉え方について検証を行う。

国土交通
省

平成 27年度か
ら実施する。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 平成25年法人土地・建物基本調査結果及び平成26年土地動態調査結果等を踏ま
え、検討することとしており、平成26年度中に、学識経験者等からなる「土地基
本調査研究会」において、調査の実施状況及び基本計画の「具体的な措置、方策
等」について説明し、認識を共有したところである。

平成28年度においては、学識経験者等からなる「平成30年土地基本調査に関す
る研究会」を新たに立ち上げ、第１回研究会を平成29年１月に開催し、基本計画
の「具体的な措置、方策等」について検討・議論を行ったところである。平成29
年６月に開催した第２回研究会にて検討内容を取りまとめ、また、平成30年２月
に開催した第３回研究会にて「不動産登記情報の公開の在り方（規制改革実施計
画）などの検討動向を注視しつつ、不動産登記情報の活用の可能性」を検討する
こととし、平成35年法人土地・建物基本調査の企画時期（平成34年度中）までに
結論を得る予定である。

【第Ⅲ期基本計画での取組の概要】
５年ごとに実施する法人土地・建物基本調査とその中間年に実施する土地動態

調査について、不動産登記情報の公開の在り方などの検討動向を注視しつつ、不
動産登記情報の活用の可能性や、フローとストックの情報を地域別に把握するこ
とも含め、法人における土地の所有・利用構造をより的確に把握する調査を効率
的に実施する方向で検討を促進する。

【第Ⅲ期基本計画での実施時期】
　平成35年(2023年)法人土地・建物基本調査の企画時期までに結論を得る。

実施・検討予定

・ 平成25年法人土地・建物基本調査結果等を踏まえ、検討することとしており、
平成26年度中には、学識経験者等からなる「土地基本調査研究会」において、調
査の実施状況及び基本計画の「具体的な措置、方策等」について説明し、認識を
共有したところである。

また、平成27年度においては、平成27年12月に「土地基本調査研究会」を開催
し検証に着手した。平成28年度においては、学識経験者等からなる「平成30年土
地基本調査に関する研究会」を新たに立ち上げ、第１回研究会を平成29年１月に
開催し、「我が国の土地所有・利用状況に係る全体の捉え方の検証」について検
討・議論を行い、「経済センサスで把握されるような経済活動と土地の所有・利
用との関係整理」、「我が国（全体）としての捕捉率の向上」といった具体的な
課題として整理し、さらに平成29年６月及び平成30年２月に開催した第２回、第
３回研究会では、「事業所母集団データベースとの連携」や「不動産登記情報の
公開の在り方（規制改革実施計画）などの検討状況を踏まえた不動産登記情報の
活用の可能性」について検討することとした。

【第Ⅲ期基本計画での取組の概要】
我が国の土地所有及び利用状況の全体像を把握するため、土地基本調査の作成

方法の充実に向け、関係府省とも連携し、解決すべき課題を整理・検討する。

【第Ⅲ期基本計画での実施時期】
　平成30年度(2018年度）から実施する。

実施・検討予定
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

３ 人口・社会、
労働関連統計の
整備
(1) 社会保障全
般に関する統計
の整備

【
○

計画本文記載事項】
ＳＨＡ手法に基づく保健医療支出推計については、

引き続き、推計の基となる既存統計等の精度向上に努
めるとともに、ＯＥＣＤにおけるＳＨＡ改定に積極的
に関与し、国際比較可能性の向上を図る。

(厚生労働
省)

◎ 社会保障費用統計の公表時期の早期化、ＩＬＯ基準
に基づいた制度間移転のクロス集計の充実及び集計項
目の細分化に努める。

厚生労働
省

平成 26年度か
ら実施する。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 保健医療支出推計のデータソースの一つとして利用されている「国民医療費」
の推計について、統計の精度向上の観点から使用データの一部見直しや、より詳
細なデータの追加等を行うとともに、結果の拡充を行った。

【内容】
・医科診療医療費における病院と一般診療所の按分に使用するデータの対象月の
変更（４-３→５-４審査月）（平成26年度実施）
・傷病分類別の表における傷病（再掲項目）の追加及び診療種類別の表における
労働者災害補償保険の歯科診療医療費の表章の追加。（平成26年度実施）
・難病の患者に対する医療等に関する法律の施行に伴い、公費負担医療給付分と
して当該法に基づく特定医療の給付費を追加した。（平成28年度実施）
・特定医療に関する使用データについて、総額のみの事業実績報告から、診療種
類別に表章されている業務統計（衛生行政報告例）に変更した。（平成29年度実
施）
・小児慢性特定疾患医療給付分に関する使用データについて、事業実績報告から
業務統計（衛生行政報告例）に変更する予定。

また、「介護給付費等実態調査」について、平成27年介護報酬改定を踏まえた
結果表章の見直しを行うとともに、厚生労働省として、ＳＨＡ手法に基づく医療
保健支出推計の推計方法を検討するＯＥＣＤのＳＨＡ検討委員会に出席し必要な
情報の収集等を行った。
【見直し内容】
・小規模多機能型居宅介護の短期利用別、複合型サービスの看護小規模多機能型
居宅介護・短期利用別の追加等（平成27年実施）

・ 平成26年度より、公表時期の早期化、ＩＬＯ基準に基づいた制度間移転のクロ
ス集計の充実及び集計項目の細分化について検討した。
１．公表早期化

社会保障費用統計はＯＥＣＤ基準とＩＬＯ基準からなる。そのうちＯＥＣＤ基
準の「保健」は、平成27年度まで厚生労働省「国民医療費」のうち患者負担を除
く額を使用し、平成26年度は11月11日、平成27年度は10月23日に公表した。しか
し、国民医療費を使用すると、これ以上の早期化は難しい上、今後も同統計の公
表時期が不測の事態で遅れることも考えられるため、各省と協議し、他の方法を
検討した。その結果、平成28年度からは、ＯＥＣＤ基準の「保健」の集計に、Ｉ
ＨＥＰ(医療経済研究機構）がＯＥＣＤに登録している公的保健医療支出の速報値
を用いることとした。これにより、平成28年度は、例年より２～３ヶ月早い、平
成28年８月５日に公表を行い、早期化を達成した。

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(1) 社会保障全
般に関する統計
の整備

○ 医療、福祉及び介護に関連する統計について、統計
の利便性、有用性等の向上を図るため、これらの分野
における統計体系の全体像を整理し、公表する。

厚生労働
省

平成 26年度末
までに実施す
る。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

２．クロス集計の充実及び集計項目の細分化
　平成27年度では、以下の取組を行った。

第16表 社会保障給付費参考表２（介護保険）の追加：ＩＬＯ基準の社会保障
給付費の基礎表である集計表２では、各医療保険者の収入として介護保険第２号
被保険者の介護保険料徴収分が計上されている一方で、介護保険の保険料拠出は
第１号被保険者分のみの計上となっていたため、制度設計上の収入構成と一致し
ていない。そこで第16表では、各医療保険者の介護保険分の集計を再掲し、また
介護保険には第２号被保険者分の保険料収入を別掲することで、制度設計上の収
入構成を再現できるように工夫した。

第19表 児童・家族関係給付費の推移（1975～2013年度）において、児童福祉
サービス費のうち保育所費が占める金額を再掲して細分化した。

平成28年度は新たなクロス集計表(年金、医療）の検討を進めてきたが、公表早
期化に係る手続きを優先したため、年度末までに完成に至らなかった。また、Ｏ
ＥＣＤ基準の「保健」の集計において、公的保健医療支出の速報値を用いたこと
に伴い、制度レベルに細分化し公表することは技術的にできなくなった。（平成
27年度に第21表 「制度別・分野別社会支出」において、「保健」を制度レベル
に細分化して公表していたが、平成28年度では不可能となった。）

平成29年度は、昨年度実施できなかったクロス集計表（年金、医療）の作成を
行い、８月１日に公表した。

・ 平成25年度以前は、厚生労働省ホームページで厚生労働統計の体系図として、
「分野別・対象別にみた厚生労働統計一覧」を示していた。しかしながら、これ
まで示していたものは、以下に示す課題があり、知りたい統計を見つけにくいも
のとなっているほか、全体像が分かりにくいものとなっていた。
① 分野によって含まれる統計の数が異なり、分野によっては、多くの統計が掲
載されている（統計の数に比して、区分が大雑把）。
② 似たようなテーマの統計が分散して掲載され、区分の中に違うテーマの統計
が混在している。
③　業務統計が十分に掲載されていない。

上記の課題を改善するため、平成26年度では、既存の調査統計（約100本）に加
え、業務統計（約70本）を追加する必要があるため、更に、分野を細分化するこ
とによって、整理することとした。基本的には２階層（大分野・中分野）とし、
平成26年度末に「厚生労働統計調査・業務統計等体系図（分野別・対象別一覧
表）」を厚生労働省ホームページに掲載した。

平成27年度においては、「厚生労働統計一覧」（厚生労働省で実施している主
な統計調査や業務統計について、調査名と調査内容が13の分野に分けられ、掲載
されている。）について、分野の変更（細分化）、業務統計の追加を行い、より
分かりやすくした全体像を、平成27年４月末に厚生労働省ホームページに掲載し
た。また、分野内における各統計の主な調査事項、統計指標などを簡潔に整理し
た「厚生労働統計調査・業務統計等体系図のポイント」を作成し、平成28年３月
29日に厚生労働省ホームページに掲載した。

平成28年度は、ホームページを定期的（四半期ごと）に見直し、最新の情報に
更新するなど、上述した取組を継続した。

平成29年度は、ホームページを定期的（四半期ごと）に見直し、最新の情報に
更新する取組を継続するとともに、知りたい統計（テーマ）から統計調査の所在
を案内する仕組を、平成29年７月20日に厚生労働省ホームページに掲載した。

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(2) 人口減少社
会やワーク・ラ
イフ・バランス
に対応した統計
の整備

◎ 国勢調査について、ＩＣＴや高齢化の進展等を踏ま
え、オンライン調査の対象を全国に拡大するととも
に、報告者の特性にも配慮した記入支援を行うなど、
調査方法等の見直しを進める。また、調査結果につい
て、一層の公表時期の早期化に努める。

総務省 平成 27年調査
の企画時期ま
でに結論を得
る。

○ 現在推計人口の基幹統計化について、集計の充実に
向けて都道府県間移動等に係る外国人人口に関する新
たな推計方法の検討を推進し、結論を得る。

総務省 平成 28年度前
半までに結論
を得る。

◎ 欧州統計家会議（ＣＥＳ）による「生活時間調査に
関するガイドライン」（Guidelines for Harmonizing
Time-Use Surveys）の内容を精査し、社会生活基本調
査（基幹統計調査）の調査計画の検討に活用する。

総務省 平成 28年調査
の企画時期ま
でに結論を得
る。

◎ 国民生活基礎調査（基幹統計調査）の所得票及び貯
蓄票を用いた調査結果において、都道府県別表章が可
能となるよう標本規模を拡大することについて、試験
調査等を実施し、その結果を踏まえて検討する。

厚生労働
省

平成 28年調査
の企画時期ま
でに結論を得
る。

○ 21世紀出生児縦断調査（平成13年出生児）の調査対
象者が平成25年度に中学生になったことを勘案し、関
係府省との調整を含め、今後の調査の方向性や調査内
容について検討する。

厚生労働
省

平成 26年度末
までに結論を
得る。

○　年齢階級別に表章している調査において、結果精度
や報告者の負担等を考慮した上で、各歳別表章の実施
及び年齢区分の見直しなどを検討し、可能なものから
統計データの充実を図る。

各調査の
実施府省

平成 26年度か
ら実施する。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 国勢調査について、これまでの有識者会議や第１次・第２次の試験調査の結果
を踏まえ、第３次試験調査を実施し、本番を想定した実査事務の地方自治体にお
ける習熟を兼ねた最終的な検証を行った。また、これまでの検討結果を踏まえ、
オンライン調査の全国展開やオンライン調査を推進するためのいわゆる「オンラ
イン調査先行方式」による調査手法の導入、高齢者世帯など記入の支援を円滑に
行うための任意封入方式の採用、結果の早期提供などの見直し案を盛り込んだ実
施計画案を統計委員会に諮問（平成26年６月）し、平成26年10月20日に見直し案
に沿った答申を得て、平成27年国勢調査を実施した。公表時期については、平成
29年度公表分から早期化（抽出詳細集計を前回調査と比べて10ヵ月前倒し等）を
行った。

実施済

・ 人口推計の基幹統計としての指定について、平成28年６月に統計委員会に諮問
し、同年８月に統計委員会において基幹統計化を適当とする答申がなされた。
同年10月に、基幹統計としての指定の告示済み（平成29年度に公表するものから

適用）。

実施済

・ 平成28年社会生活基本調査の調査計画の検討に当たって欧州統計家会議（ＣＥ
Ｓ）による「生活時間調査に関するガイドライン」の内容を精査したところ、ガ
イドラインの勧告には概ね対応済みであると確認できた。

上記確認を踏まえた平成28年社会生活基本調査の調査計画案について統計委員
会に諮問（平成27年10月）し、適当であるとの答申（平成28年１月）を得た。

実施済

・ 平成26年に試験調査を計画していたが、予算が確保できず実施できなかったた
め、これに代わる方法として、本調査の調査ルートである地方公共団体（保健・
福祉部局及び保健所・福祉事務所）及び調査員を対象に、上記計画に沿って実施
した場合の負担感や実施可能性を検討するため、アンケート調査等を実施した結
果、地方公共団体等の負担は必ずしも軽減されないこと、また、有識者から調査
事項の大幅な削減は失われる情報と得られる新たな情報との見合いで妥当とはい
えないとの指摘があること等から、所得票及び貯蓄票による調査の標本規模の拡
大は事実上困難であるとの検討結果を統計委員会に報告した。

それを受けて、統計委員会の答申（平成27年10月26日付け諮問第82号）におい
て、「調査実施者の結論は、現時点では昨今の限られた統計リソースを踏まえる
とやむを得ないものと考えられる。」とされた。

実施済

・ 平成26年度に、文部科学省及び厚生労働省の両省にとって有益なものとなるよ
う、学校生活、学力等の文部科学省の行政施策に密接する調査項目に重点を置き
つつも、厚生労働省としても必要な項目を一定量加えたうえで、調査の実施主体
を文部科学省とする共管調査として継続実施していくことという意思について両
省間で確認をした。

21世紀出生児縦断調査の調査対象者のうち平成13年出生児については、平成29
年１月の調査から、調査実施主体を文部科学省とする縦断調査（厚生労働省との
共管調査）において、調査を実施した。

実施済

・ 平成26年全国消費実態調査において、高齢化の進展を踏まえた年齢区分の見直
しを行い、集計世帯数を考慮の上、年齢階級別の結果表における「75歳以上」
を、「75～79歳」、「80～84歳」及び「85歳以上」に分割した結果表を追加し、
公表した。【総務省】

継続実施
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(2) 人口減少社
会やワーク・ラ
イフ・バランス
に対応した統計
の整備

(3) 教育をめぐ
る状況変化等に
対応した統計の
整備

○ 児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する
調査について、客観性及び比較可能性を確保するため
の基準の設定等、引き続きその改善に向けた取組の充
実を図る。

文部科学
省

平成 26年度か
ら実施する。

○ 子供の学習費調査について、報告者の負担を考慮し
た上で、学習費のより的確な把握に向け、学習費に関
連する調査内容等の充実を図る。

文部科学
省

平成 26年度か
ら実施する。

○ 学校教育から就業へのライフコースを的確に捉える
統計（縦断調査）の実施について、予算の確保や実施
体制等多くの課題が存在することから、既存調査との
連携も含めて、実現に向けて検討する。

文部科学
省

平成 27年度末
までに結論を
得る。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 雇用動向調査において、統計データの充実を図るため、平成26年調査より入職
者票の年齢欄を階級選択から数値記入に変更した。平成29年度において、各歳別
に集計し、平成26年から平成28年の雇用動向調査結果を用いて入職者数の推移を
見ると、年齢階級と比較して各歳別入職者数は大きく変動していることが分かっ
た。引き続き、雇用動向調査結果について同様の分析を行う予定である。【厚生
労働省】

・ 2015年農林業センサスにおいては、今後の人材育成・確保等に関する施策の検
討に資するため、平成28年３月25日の確報値公表において、雇用者（常雇い）を
年齢階層別に表章した。【農林水産省】

・ 調査の客観性及び比較可能性を確保するため、平成27年度に実施した平成26年
度調査（平成27年９～10月公表）から、「都道府県別教育委員会が設置する｢教育
支援センター（適応指導教室）｣の状況」、「事由別中途退学者数の『国公私
別』・『課程別』」及び「都道府県別 都道府県・指定都市における教育相談機
関及び教育相談員数」を公表した。また、全国の生徒指導担当者が出席する会議
において、正確な実態の把握を依頼するとともに、いじめの認知件数が少ない10
自治体に対して、積極的認知の働き掛けや重大事態に係る分析等について、直接
の訪問等により意見交換を実施した。（平成27年11月）

平成29年３月に「いじめ防止等のための基本的な方針」の改訂や「いじめの重
大事態の調査に関するガイドライン」を策定したことを踏まえ、平成28年度調査
においては、いじめの重大事態の調査について、計上基準を分かりやすい表現に
改めるとともに、不登校について詳しく分析できるように調査項目の見直しを
行った。

また、教育相談の充実を図るため、平成29年度調査においては、いじめや不登
校等の児童生徒の諸課題に対応するスクールカウンセラー及びスクールソーシャ
ルワーカーの活動状況を調査項目に追加予定。

継続実施

・ 学習費のより詳細な把握に向け、世帯特性に着目した調査項目を追加すること
により、有意で新たな分析が可能となるかを検証することを目的として、平成26
年度調査及び平成28年度調査において附帯調査を実施した。

当該附帯調査結果を取りまとめ、報告者への負担を考慮した上で、外部有識者
会議における議論を踏まえながら平成29年度に検討を行った結果、平成30年度調
査において「主たる生計維持者の最終卒業学校」「保護者が希望する子供の進路
（どの学校段階まで進ませたいか）」「兄弟姉妹の数、性別及び調査対象者の出
生順位」「兄弟姉妹の学校段階」の４調査項目を追加することとし、平成30年１
月に調査の変更を行った。

実施済

・ 平成27年度において、厚生労働省が実施する21世紀出生児縦断調査のうち平成
13年出生児に係る縦断調査を当省と厚生労働省との共管調査として継続実施でき
るかについて検討と調整を行ったところ。平成28年度においては、実施体制の整
備や具体的な調査計画の策定を行い、有識者の意見を踏まえ、教育政策の企画立
案等に資する調査事項を追加するなどの変更を加えた上で、厚生労働省と共管で
平成29年に第16回調査を実施し、30年1月に第17回調査を実施した。

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(3) 教育をめぐ
る状況変化等に
対応した統計の
整備

○ 社会教育調査について、教育委員会制度等の在り方
に関する中央教育審議会の審議結果等を踏まえつつ、
施設の利活用・運営状況など新たな調査内容を含めた
統計の整備を検討する。

文部科学
省

次期（平成 27
年度予定）調
査の企画時期
までに結論を
得る。

(4) 企業活動の
変化や働き方の
多様化等に対応
した労働統計の
整備

○ 同一企業内における雇用形態の転換をより的確に把
握する観点から、労働力調査（基幹統計調査）におけ
る当月と前月の呼称及び勤め先の名称をマッチングす
ることにより、雇用形態転換数を推計し、他の調査結
果との比較検証や結果精度を踏まえ、公表の可否を検
討する。

総務省 平成 26年度末
までに結論を
得る。

○ ＩＬＯにおける就業・失業等に関する国際基準の見
直しや今後の実務マニュアルの検討状況を踏まえ、失
業者等の定義の変更や失業率を補う新たな指標の作成
及び提供について、既存の研究結果や試験調査の実施
等を含めた検討を行った上で、時系列比較の観点にも
留意しつつ、国際基準に可能な限り対応した統計の作
成及び提供に努める。

総務省 平成 28年度末
までに結論を
得る。

○ 労働者の区分等について、厚生労働省から提示され
た案及び同省が平成25年度末までにまとめる検証結果
を基に、府省横断的な情報共有・検討の場において、
検証・検討のポイントを整理し、関係府省の所管調査
における実査可能性や影響等の検証を実施する。その
結果を基に府省横断的な見直し内容の結論を得て、順
次調査の見直しを行う。

総務省、
関係府省

平成 26年度か
ら実施する。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 平成27年度において、生涯学習の振興方策に関する中央教育審議会の審議結果
や統計委員会からの指摘を踏まえ、各社会教育施設の「運営状況に関する評価の
実施状況」に関する項目等を追加の上、調査を実施した。

さらに、平成30年度調査の実施に向け、平成28年度に施設利用者に関する情報
の詳細な把握について検討するためのアンケート調査を実施した。

その結果、施設利用者個人に着目した属性等の把握に関しては困難であるが、
団体の利用目的等に関しては把握できる可能性があることが明らかとなった。他
方、利用者の詳細把握をすることによる現場の業務負担を強く懸念する声も多数
寄せられているところであり、平成30年度調査での実施は断念せざるを得ないと
判断した。文部科学省としては、調査負担に対する社会教育関係者の理解を得る
よう努めるとともに、検討を行い、平成33年度調査の企画時期までに結論を得る
こととする。

【第Ⅲ期基本計画での取組の概要】
社会教育調査における社会教育施設の利用者側の状況を把握する調査項目の追

加について、調査負担に対する社会教育関係者の理解を得るよう努めるととも
に、検討を促進する。

【第Ⅲ期基本計画での実施時期】
　平成33年度(2021年度）調査の企画時期までに結論を得る。

実施・検討予定

・ 平成26年度中に、同一企業内での雇用形態の転換の的確な把握の可否につい
て、労働力調査の平成25年２月から５月の当月及び前月の４か月分のデータを用
いて、当月と前月の呼称及び勤め先の名称をマッチングすることにより検証し
た。また、併せて、集計・公表に係る事務量等についても検証した。その結果、
調査世帯内において当月と前月で記入者が異なる等の要因により記入内容に差異
が生じるという問題があることなどから、現状では同一企業内での雇用形態の転
換を的確に把握し公表することは困難であるとの結論に至った。

実施済

・ ＩＬＯにおける就業・失業等に関する国際基準の見直しへの対応について、平
成28年度は、有識者及び関係省を構成員とする「雇用失業統計研究会」におい
て、引き続き対応方針の検討を行ってきたところであり、その検討結果を踏ま
え、労働力調査の変更計画案を策定した。

この変更計画案は、結果数値の時系列比較に留意するとともに、国際基準に可
能な限り対応した新たな指標を作成するものであり、平成30年１月の調査から適
用することとしている。

実施済

・ 平成26年５月から「産業関連統計の体系的整備等に関するワーキンググルー
プ」における検討を開始し、（ア）直接雇用と間接雇用の区分（第１レベル）、
（イ）常用労働者と臨時労働者の区分（第２レベル）、（ウ）常用労働者の内訳
区分（第３レベル）、に関して整理した統計調査における労働者の区分等に関す
るガイドラインを平成27年５月に正式決定した。

また、統計委員会における平成26年度統計法施行状況報告審議において指摘さ
れた、常用労働者の内訳区分の改善等について、引き続き検討を実施し、同ガイ
ドライン改正イメージを関係府省と共有した。

なお、関係府省は、平成33年経済センサス‐活動調査の試験調査や企業ヒアリ
ング等により、雇用契約期間（無期・有期）について更なる実査可能性に係る検
証・検討を実施した上で、平成33年経済センサス‐活動調査の企画時までに、同
ガイドラインを改正することとしている。

継続実施
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(4) 企業活動の
変化や働き方の
多様化等に対応
した労働統計の
整備

第３
１ 統計作成の効
率化及び報告者
の負担軽減

【
○

計画本文記載事項】
年次フレームの作成及び提供、共通事業所コードの

保持並びに保持に必要な調整及び支援については、関
係府省との連携を図りつつ、引き続き取組を強化・継
続する。

(総務省､
各府省)

(1) 事業所母集
団データベース
の整備・利活用

○ 新たな行政記録情報等の活用や企業への直接的な照
会などにより企業組織構造の変化を経常的に確認する
方法について検討し、母集団情報の効果的かつ効率的
な整備を推進する。また、これらの取組に当たり、専
門性を持つ人材の育成や体制整備等に努める。

総務省 平成 26年度か
ら順次実施す
る。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

　ガイドライン改正イメージは以下のとおり。
（ア）直接雇用と間接雇用の区分（第１レベル）
直接雇用と間接雇用を調査事項としている統計調査においては、引き続き当該区
分により区分した調査結果を公表・提供し、的確な把握に努める。
（イ）常用労働者と臨時労働者の区分（第２レベル）
常用労働者と臨時労働者を調査事項としている統計調査においては、定義・区分
を簡素化・明確化することにより、世帯・個人を調査対象とする統計調査との比
較可能性の向上を図る。
具体的には、「雇用契約期間の定めがない労働者」及び「雇用契約期間が１か月
以上の労働者」を常用労働者とし、「雇用契約期間が１か月未満の労働者」を臨
時労働者とする。これにより、「雇用契約期間が１か月以内の労働者」について
は、現在、前２か月の実労働日数により常用労働者か臨時労働者に区分されてい
るが、前２か月の実労働日数に関係なく「雇用契約期間が１か月ちょうどの労働
者」は常用労働者に、「雇用契約期間が１か月未満の労働者」は臨時労働者に区
分される。
（ウ）常用労働者の内訳区分（第３レベル）
平成27年労働者区分ガイドラインで定められた「常用労働者の内訳区分」のより
客観的な改善について、①事業所・企業内の呼称や処遇に基づいて区分している
統計調査は「雇用契約期間（無期・有期）」を適用、②統計調査の目的から、よ
り詳細な常用労働者の内訳区分を必要とする場合、「相対比較による所定労働時
間（フルタイム・短時間）」や「絶対基準（週30、35時間等）による所定労働時
間」の区分を追加して適用する。

・ 平成29年からの農業経営統計調査のうち、組織法人経営体を対象とする調査に
おいて、統計調査における労働者の区分等に関するガイドラインに準じ、年間１
か月以上の契約で雇用した者を「常用雇用者」として新たに把握することとし
た。【農林水産省】

・ 2018年漁業センサスの漁業経営体調査票（団体経営体用）及び冷凍・冷蔵、水
産加工場調査票において、統計調査における労働者の区分等に関するガイドライ
ンに準じ、常時従業者数の内訳として雇用者数を把握することとした。【農林水
産省】

・ 年次フレームについては、平成25年から毎年度作成し、関係府省等に対して提
供しているところ。

事業所母集団データベースから各府省に提供する共通事業所コードの保持につ
いて、関係府省と連携を図り、その状況を把握し、必要な調整及び支援を実施し
ている。【総務省】

・ 新たな行政記録情報等の活用については、「統計改革推進会議最終取りまと
め」において、「国税庁法人番号公表サイト情報の利用と併せ、法人番号の通知
状況等といった行政記録情報を活用し、効率的にカバレッジの拡大を図る」とさ
れたことを踏まえ、これらの情報を活用した母集団情報の整備を平成30年度末ま
でに実施することとした。

また、企業組織構造の変化を経常的に確認する方法については、上記「最終取
りまとめ」における「（独）統計センターにおけるプロファイリング活動」につ
いて、「事業所母集団データベース研究会」等で検討を行い、企業ごとの専任担
当者を配置した上で、担当企業の合併・分割等による企業・事業所の開廃、名
称・所在地変更などの統計調査の名簿に必要な基本的な情報を適時に把握し、そ
れを事業所母集団データベースに反映することで、母集団情報の精度向上を図る
こととし、平成31年度からの本格的実施に向け、30年度から人材育成や体制整備
を行うこととした。

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(1) 事業所母集
団データベース
の整備・利活用

○ 事業所母集団データベースを活用して、我が国の事
業所・企業の実態を把握する統計に加え、事業所・企
業の異動状況や産業の成長・衰退等に着目した統計を
作成する。また、地理情報の活用等についても研究を
推進する。

総務省 平成 26年度か
ら順次実施す
る。

(2) 行政記録情
報等の利活用の
推進

【
○

計画本文記載事項】
所管府省における行政記録情報等の活用に関する検

討状況については、総務大臣による統計調査の承認の
審査や統計委員会における基幹統計調査の審議におい
て確認する。

(内閣府､
総務省）

○国際的な動向も踏まえつつ、統計データとビッグデー
タを相互に結び付け、活用することについて研究を進
める。

(各府省)
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 事業所・企業の実態を把握する統計及び事業所・企業の異動状況や産業の成
長・衰退等に着目した統計については、経済センサス‐基礎調査の抜本的な見直
しに伴い、地域別、属性別、規模別等の事業所数等を把握する統計を小地域単位
で毎年度作成するとともに、地域特性に応じた特別集計などを柔軟かつ機動的に
行うことを目指すという方針を平成28年７月に統計委員会に報告し、同委員会に
おける審議の結果、本方針は「事業所の開業・廃業状況を適時的確に把握するこ
と等に資するもの」とされた（平成31年度から実施予定）。

また、地理情報の活用等については、事業所母集団データベース研究会等にお
いて検討を行い、平成31年経済センサス‐基礎調査試験調査において調査員用携
帯端末を用いて緯度経度情報を取得することとした。

実施済

・ 統計委員会における基幹統計調査の審議に当たっては、所管府省における行政記
録情報等の活用に関する検討状況を確認している。平成29年度の答申の中で具体
的に言及したものは、以下の２件である。
・法人土地・建物基本調査
・漁業センサス
　【総務省（統計委員会担当室）】

・ 平成29年度も継続して、基幹統計調査及び一般統計調査に係る全ての承認手続
（計120件）の過程において、活用可能な行政記録情報等の有無を確認し、行政記
録情報等の活用による代替や調査の簡素化の可能性について審査した。【総務省
（政策統括官）】

・

・

・

　
・

オープンデータを先進化するために、データの提供方法を更に高度化し、利用
しやすくする取組として、オープンデータの国際的な評価指標である「５スター
オープンデータ」による公開レベルの最高ランクであるＬＯＤ形式で統計データ
等を提供することについて検討を進めており、平成27年度には、福井県、福井県
内全市町及び独立行政法人統計センターと連携して、統計データをＬＯＤ形式で
提供する「オープンデータモデル事業」を実施し、国勢調査や経済センサスなど
７統計の一部の統計データについて、ＬＯＤ形式の統計データ（統計ＬＯＤ）を
作成し、平成28年６月30日にｅ-Ｓｔａｔより提供を開始した。

本モデル事業の成果及び検討結果を踏まえ、平成28年度は、社会・人口統計体
系、27年国勢調査の統計ＬＯＤデータ拡充を行うとともに、統計ＬＯＤデータを
作成する際の考え方をまとめた手引書を作成した。

統計データ・ビッグデータを活用する能力の高い人材育成を図るため、パソコ
ン等でデータの活用方法や統計に関する知識を学べる日本政府初のＭＯＯＣ講座
である「データサイエンス・オンライン講座」の活用編にあたる「誰でも使える
統計オープンデータ」を平成29年６月に新たに開講するなど、コンテンツの拡充
を進めた。

平成29年度には、家計調査や全国消費実態調査など６統計の一部の統計データ
について、統計ＬＯＤデータ拡充するとともに、統計ＬＯＤを活用したアプリ
ケーションのサンプルを開発した。

産学官連携の「消費動向指数研究協議会」を設立し、消費動向指数（CTI）にお
けるビッグデータの活用に関する協議等を実施している。【以上、総務省】
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(2) 行政記録情
報等の利活用の
推進

ア 行政記録情報
等の活用

○ 総務省、
各府省

平成 26年度か
ら実施する。

○ 行政記録情報等の統計への活用実態等について、府
省間の情報共有を図るとともに、各府省と連携して行
政記録情報等を活用するに当たっての課題等を整理
し、解決のための方策を検討する。

また、特別集計による税務データの活用可能性につ
いては、財務省及び経済産業省が地域や業種を限定し
て作成した特別集計値における経済統計への活用可能
性の検証結果等について府省間の情報共有を図る。そ
の後、関係府省は、この検証結果を踏まえ、所管統計
の作成に当たって、その活用余地を検討する。

総務省、
各府省

平成 26年度か
ら実施する。

イ 社会保障・税
番号制度の統計
への活用

○ 法人番号については、その運用・管理の状況を踏ま
え、事業所母集団データベースへの利用に向けた検討
を行う。また、企業を対象とする統計調査における法
人番号の利活用について検討し、情報共有を図る。

総務省、
各府省

平成 26年度か
ら実施する。

各府省の協力の下、行政記録情報等の統計作成への
活用に係る実態調査の充実を図った上で、定期的に実
施し、行政記録情報等から作成される業務統計の作
成・公表状況等についてホームページに掲載する。な
お、業務統計を作成する府省においては、合理的な理
由がある場合を除き、当該統計をホームページ等で公
表する。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 委託事業として「平成27年度ビッグデータとその解析技術を活用した新指標の
開発事業」を行い、「平成28年度ＩｏＴ推進のための新産業モデル創出基盤整備
事業（ビッグデータを活用した新指標開発事業）」において、小売業のうち「家
電」分野に限定してＰＯＳデータを調達し、既存の政府統計（商業動態統計調査
（家電大型専門店））を代替・補完し得る新指標の開発に加え、ＰＯＳやＳＮＳ
等のビッグデータ及び政府統計データ等を連携させた、より付加価値の高い新指
標の開発等の実証を先行的に実施した。さらに「平成28年度２次補正「ＩｏＴを
活用した新ビジネス創出推進事業（ビッグデータを活用した新指標開発事業）」
において、引き続き新指標開発の実証を行い、ＰＯＳやＳＮＳ等のビッグデータ
を活用した新指標について、ＷＥＢサイト「BigData-STATS」上で平成29年7月か
ら平成30年3月まで試験公開を行った。【経済産業省】

・ 毎年度、各府省の協力の下、「行政記録の統計作成への活用に係る実態調査」
を実施し、その結果を府省間で共有するとともに、総務省ホームページに掲載し
ている（平成29年度の同実態調査結果における業務統計の作成状況については、
資料４参照）。

なお、同実態調査については、統計調査における行政記録情報の活用状況をよ
り具体的に把握するなど、内容の充実を平成26年度に行ったところ。【総務省
（政策統括官）】

実施済

・ 作成した業務統計は、原則として各府省ホームページ等により公表している。
【各府省】

・ 毎年度、「行政記録情報等の統計作成への活用に係る実態調査」について、各
府省に調査結果を送付し、情報共有を行っている。

また、行政記録情報等の活用に際してのマッチングキーとしての利用も見据
え、法人番号を平成29年度以降に企画する統計調査（事業所母集団データベース
に調査結果を記録する統計調査）で把握し、事業所母集団データベースに登録す
る取組について、「産業関連統計の体系的整備等に関するワーキンググループ」
での検討を経て、平成29年３月23日の「産業関連統計の体系的整備等に関する検
討会議」で合意された。

特別集計による税務データの活用可能性については、平成26年７月28日開催の
「統計リソースの確保及び有効活用等に関するワーキンググループ」で、財務省
及び経済産業省から関係府省へ検証結果の説明が行われ、現状での活用は困難と
の共通認識を得た。

実施済

・ 平成26年９月から「産業関連統計の体系的整備等に関するワーキンググルー
プ」における検討を開始し、学識者、内閣官房（情報通信技術(IT)総合戦略室）
及び国税庁の協力を得て、法人番号制度の動向や概要等について、構成員間での
情報共有を図った上で、①企業活動を産業横断的に把握する統計と法人番号活用
との関係整理、②法人番号の活用や活用上の課題整理、③事業所母集団データ
ベースに格納された情報と法人番号とのマッチング処理や各統計調査実施府省に
おける具体的な取組方法等について、順次検討を進め、最終的な検討結果を「産
業関連統計の体系的整備等に関する検討会議結果報告書」として平成29年３月23
日に取りまとめた。

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

イ 社会保障・税
番号制度の統計
への活用

○ 個人番号については、その利用範囲の拡大に関する
番号法の見直しに併せて、統計作成における活用につ
いて検討する。

関係府省 平成 30年度末
までに結論を
得る。

(3) オンライン
調査の推進

【
○

計画本文記載事項】
所管府省におけるオンライン調査の導入に関する検

討状況については、総務大臣による統計調査の承認の
審査や統計委員会における基幹統計調査の審議におい
て確認する。

(内閣府､
総務省)
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

上記報告書における具体的な取組内容は以下のとおりであり、平成28年度に事
業所母集団データベースに格納されている法人・企業データと法人番号の照合作
業を実施するなど、着実に取組を実施している。
（ア）事業所母集団データベース管理者

ａ事業所母集団データベースに格納されている法人・企業データと法人番号と
の機械的な照合作業等を経常的に実施することに向け、技術的な課題・手順等を
整理した上で、平成28年度内に本格的な照合作業を開始する。

ｂ統計調査実施時に、事前に法人番号をプレプリントすることも考慮し、平成
29年７月頃、平成28年次フレームと併せて法人番号の提供を開始する。

ｃ平成30年度以降、各統計調査の調査票情報から提供された法人番号や、平成
31年度以降、プロファイリング活動により把握した法人番号を、事業所母集団
データベースに格納されている法人番号と照合・確認した上で格納する。
（イ）各統計調査実施府省等

ａ平成29年度以降に企画する統計調査から順次、調査票に法人番号欄を設け、
法人番号を把握する。
　ｂ法人番号の把握については、調査の特性に応じ、柔軟な方法も許容する。

ｃ事業所母集団情報データベースの情報や、前回調査結果から法人番号を事前
に把握している場合、法人番号欄に法人番号をプレプリントすることを検討す
る。

ｄ把握した法人番号について、桁数チェック（13桁）及びチェックデジットに
よる審査を実施し、エラーとなった場合、誤記と判断し消去する

ｅ把握した法人番号は、調査票情報として、事業所母集団データベースに提供
する。

（関係府省から当該事項に係る報告なし） －

・ 統計委員会における基幹統計調査の審議に当たっては、所管府省におけるオン
ライン調査の導入に関する検討状況を確認している。平成29年度の答申の中で具
体的に言及したものは、以下の７件である。
・経済産業省企業活動基本調査
・木材統計調査
・個人企業経済調査
・薬事工業生産動態統計調査
・法人土地・建物基本調査
・住宅・土地統計調査
・漁業センサス

また、「公的統計の整備に関する基本的な計画」の変更に係る審議においても
オンライン調査の導入に関する審議を一部の調査で行った。【総務省（統計委員
会担当室）】
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(3) オンライン
調査の推進

○ 統計調査の実施計画を企画する際、オンライン調査
を導入していない調査は導入の適否、導入している調
査はオンラインによる回収率の向上方策について事前
に検討する。

各府省 平成 26年度か
ら実施する。

○ オンライン調査を推進するため、各府省と連携し
て、オンライン調査の導入状況や課題等に係る情報を
共有する場を設置し、各府省の取組を支援する。

総務省 平成 26年度か
ら実施する。

○ 政府統計オンライン調査総合窓口の機能の改善・拡
充等を検討するとともに、パソコン以外のモバイル機
器の利用も可能とするなどのＩＣＴの普及状況に伴う
対応についても検討する。

総務省、
各府省

平成 27年度末
までに結論を
得る。

92



平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 平成29年度は、基幹統計調査、一般統計調査合わせて120本の承認の審査を行
い、その全てについて、オンライン調査の導入に関する検討状況の確認を行っ
た。審査に当たっては、オンライン調査が未導入の調査やオンライン調査の利用
率が低調な調査については、更なる導入の推進を図るよう適宜指導を行ってお
り、漁業センサスや薬事工業生産動態統計調査などにおいて全面的なオンライン
調査の導入等の成果が得られたところ。【総務省（政策統括官）】

（資料編　資料５参照） 継続実施

・ 各府省と連携してオンライン調査の導入状況や課題等に係る情報を共有する場
として、平成26年４月に関係府省の課長級を構成員とした「オンライン調査推進
会議」を設置し、同会議の下、関係府省の担当者級を構成員とした「オンライン
調査の推進に関するワーキンググループ」を設置した。

平成26年度に開催した同ワーキンググループにおいては、各府省におけるオン
ライン調査の取組事例や政府統計オンライン調査総合窓口の改善等の具体的な検
討・情報共有を実施するとともに、各府省のオンライン調査推進の取組を支援す
るため、「オンライン調査の推進に関する行動指針」の策定に向けて議論を行っ
た。

平成27年度は、前年度の議論を踏まえ、「オンライン調査の推進に関する行動
指針」（平成27年４月オンライン調査推進会議申合せ）を策定した。また、平成
27年７月に同ワーキンググループを開催し、政府統計オンライン調査総合窓口の
改善等（ＨＴＭＬ調査票作成支援ツールの提供など）の具体的な検討や情報共有
の実施、行動指針に基づく各府省の取組状況についてフォローアップ調査等を
行った。

平成28年度は、９月に同ワーキンググループを開催し、前年度に実施された国
勢調査におけるオンライン調査の取組や政府統計オンライン調査総合窓口の改善
内容（各府省の活用に向けてＨＴＭＬ電子調査票作成支援ツールの使用方法の紹
介など）に係る情報共有の実施、行動指針に基づく各府省の取組状況について
フォローアップ調査等を行った。
平成29年度も引き続き行動指針に基づく各府省の取組状況についてフォローアッ

プ調査を実施し、その結果を各府省間で共有した。
（資料編　資料６参照）

継続実施

・ 政府統計オンライン調査総合窓口については、検討の結果、平成30年１月のシ
ステム更改において大規模改修を行い、それまでは機能強化を中心とした改善を
行うこととした。平成27年度には、ログインの際の確認コードの制限の緩和など
機能を改善するとともに、パソコン以外のモバイル機器携帯型端末で回答が可能
となるよう政府統計オンライン総合窓口を、画面サイズに応じて表示できる方式
への対応を行い、平成28年６月からサービス提供を開始した。

さらに、ＩＣＴの普及状況に伴う対応については、モバイル機器で回答できる
電子調査票の作成についての検討を進め、27年度にモバイル機器で回答できるＨ
ＴＭＬ形式の電子調査票が作成できるＨＴＭＬ電子調査票作成支援ツールを開発
し、平成28年６月より提供開始した。【総務省】

実施済

93



項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(3) オンライン
調査の推進

(4) 統計基準等
の見直し

【
○

計画本文記載事項】
統計基準については、今後とも、継続性の観点に留

意しつつ、社会経済情勢の変化等を踏まえ、設定又は
改定からおおむね５年後を目途に、改定の必要性につ
いて検討し、必要に応じて所要の措置を講ずる。

(総務省)

○ 各府省と連携して、基幹統計を中心に表章区分（年
齢や事業所規模等）の現状を整理した上で、標準的な
表章区分の在り方について検討する。

総務省 平成 29年度末
までに結論を
得る。

２ 統計リソース
の確保及び有効
活用

【
○ (各府省)

計画本文記載事項】
統計リソースの確保及び有効活用に向けて引き続き

不断の努力を行う。なお、各府省における統計リソー
スの確保及び有効活用の取組を支援するため、引き続
き取組状況に関する情報の共有などを行う。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・能力開発基本調査では、平成26年度からオンライン回答の方法としてスマート
フォン及びタブレットによる回答ができるように設定し、実施している。さら
に、平成29年度調査ではスマートフォン専用画面を構築し、スマートフォンから
の回答の利便性を高めた。また、社会保障・人口問題基本調査（人口移動調査）
では、平成28年度実施の調査で、オンラインでの回答を導入したが、パソコン、
タブレット及びスマートフォンで回答できるようにした。【厚生労働省】

・ 大都市交通センサスについて、スマートホンやタブレット端末での回答を可能
とした対応を行った。【国土交通省】

・ 統計基準改定の必要性について、各府省からの意見も参考としつつ、不断の検
討・検証を行っている。

なお、改定から５年が経過する日本標準産業分類については、「統計改革推進
会議最終取りまとめ（平成29年５月）」において、2023年度までに生産技術の類
似性による基準に配慮しつつ社会経済情勢に合わせた産業分類の見直しを行うと
されたことを踏まえつつ、引き続き、改定の必要性について検討・検証を進め
る。

・ 地方ブロック区分の標準化については、平成28年度に基幹統計における表章の
現状等を整理した。また、地方ブロック区分の標準化に向けた当面の措置とし
て、e-Statの「都道府県・市区町村のすがた（社会・人口統計体系）」の都道府
県別データについて、主要な地方ブロック別にデータを取得する機能を平成30年
１月に追加した。

年齢や事業所規模等の表章区分については、平成29年度において、基幹統計に
おける現状の基礎情報の収集を行った。

以上を踏まえつつ、「統計改革推進会議最終取りまとめ（平成29年５月）」に
掲げられた取組事項について、引き続き、検討する。

【第Ⅲ期基本計画での取組の概要】
統計間の比較可能性や再集計機能の向上を図るため、各府省と連携し、地域ブ
ロックの結果表章に係る標準的な区分の在り方について検討を進め結論を得ると
ともに、年齢、事業所規模などの結果表章に係る標準的な区分の在り方について
も現状の更なる精査を行った上で検討を進め結論を得る。また、各府省は、個々
の調査の特性や精度に留意しつつ、この結論にのっとった対応に努める。

【第Ⅲ期基本計画での実施時期】
地域ブロックについては平成30年度(2018年度)末までに、それ以外については31
年度(2019年度)以降順次、結論を得て、それを踏まえ順次実施する。

実施・検討予定

・
　

毎年度、各府省における統計リソースの確保及び有効活用の取組を支援するた
め、歳出予算概算要求書の提出前及び提出後に、「統計リソース確保及び有効活
用等に関するワーキンググループ」を開催するなどして、予算概算要求及び機構
定員要求の状況について、府省間の情報共有及び意見交換を実施している。

・ 内閣人事局に対する平成30年度分の機構定員要求の結果、統計委員会の機能強
化・分科会設置、ＳＵＴ体系への移行、生産物分類の策定等に対応するため、20
名の増員が認められた。【総務省（政策統括官）】
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

２ 統計リソース
の確保及び有効
活用

(1) 統計リソー
スの確保のため
の取組

○ 公的統計に共通する統計の作成方法・利活用等の研
究を実施するとともに、各府省における統計の作成、
企画等を支援するため、統計研修所における研究体制
の整備及び研究機能の拡充を行う。また、同研修所を
中心に、独立行政法人統計センターとの連携を図るな
どして、各府省の要請に応じた統計の作成や調査実施
計画の策定等を支援する。

総務省 平成 27年度か
ら実施する。

○ 統計の信頼性を確保しつつ、調査票情報等の提供及
び活用、政府統計共同利用システムを通じた情報提供
機能の強化等に中核的な役割を果たすことが期待され
る独立行政法人統計センターのリソースを確保するよ
う努力する。

また、各府省を支援する観点から、調査票情報等の
提供及び活用、政府統計共同利用システムを通じた情
報提供機能の強化等に係る各府省に共通する取組（一
般用ミクロデータ（仮称）の作成、オンサイト利用等
による調査票情報の利用、ＡＰＩ機能の提供のための
データ登録等）のうち、専門的な技術や知見を要し、
一元的な検討・実施が効果的かつ効率的な事項につい
ては、独立行政法人統計センターの機能を最大限活用
できるよう措置する。

総務省 平成 26年度か
ら実施する。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 内閣人事局に対し、機構定員要求において、自律的再配置として、平成27年度
分２人、平成28年度分９人、平成29度年分３人を要求し、認められた。平成30年
度については、統計改革に係る人員４人を要求し、認められた。【経済産業省】

・ 第32回統計リソース確保及び有効活用等に関するワーキンググループ（平成27
年11月27日開催）において、各府省が統計調査計画を企画する際、統計技術的な
課題が発生した場合に総務省政策統括官（統計基準担当）に相談してもらえば、
統計研修所が支援する仕組みを示し、活用を促した。

第４回経済財政諮問会議（平成28年３月24日開催）において、総務大臣から
「政府統計の精度維持・向上に向けた取組について」が提出された。

同取組においては、新たな統計行政機能の改善・強化の方向性として、総務省
における新たな体制づくりが示され、統計委員会及び各府省の統計改善業務を支
援するため、統計技術改善支援ＰＴ（仮称）を統計研修所に設け、統計技術改善
に関する技術的手法等について、研究開発を行うとされた。

これを受け、統計研修所において、平成28年３月28日に「統計技術改善支援プ
ロジェクトチーム設置要綱」を定め、統計局所管統計の標本設計、欠測値補完方
法等の実態把握を実施した。

統計研修所における研究体制の整備及び研究機能の拡充を目的として、平成29
年４月１日から「統計技術の研究」に関する事務を統計局から統計研修所に移管
し、併せて統計研修所の名称を「統計研究研修所」に変更した。

統計法施行状況報告に関する審議結果報告書（平成28年度下半期審議分）にお
いて、統計精度向上のために統計研究研修所で取り組むこととされた、国土交通
省が所管する建築着工統計調査の補正調査の標本設計の検査及び見直しに関する
研究を行った。

実施済

・

・

・

政府統計共同利用システム（統計情報データベース及びＡＰＩ機能）の統計情
報データベースに統計データが登録されていなかった一般統計（10統計）につい
て、平成29年度に、政府統計共同利用システムを運用・管理している独立行政法
人統計センターで登録作業を実施した。

一般用ミクロデータについては、ユーザーニーズを踏まえ、総務省統計局と独
立行政法人統計センターにおいて、平成27年度に提供を開始した平成21年全国消
費実態調査の一般用ミクロデータの改善に向けた検討及び作成を行い、28年度に
改訂版、29年度に詳細品目版の提供を開始した。また、新たに就業構造基本調査
を用いた一般用ミクロデータの作成手法について、統計センターのリソースを活
用し、検討を行った。

リモートアクセスを活用したオンサイト利用については、総務省と統計セン
ターで検討を行い、中央データ管理施設の管理者として、統計センターのリソー
スを活用して、大学等研究機関とも連携しながら、実現に向けた具体化を進めて
いる。また、一部の大学等と連携し、試行的な運用を行っている。

継続実施
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(2) 調査体制の
機能維持、国と
地方公共団体の
連携

【
○

計画本文記載事項】
地方公共団体とも連携し、統計調査員の役割や重要

性等に関する周知を引き続き推進するとともに、統計
調査員の確保・育成や処遇改善等に関する取組を継続
的に実施する。

(関係府
省)
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・

・

・

・

・

・

　
統計調査員の役割や重要性等に関する周知については、地方公共団体と連携

し、以下の取組を引き続き実施した。
・調査対象に対しては、依頼状・リーフレットによる周知
・一般に対しては、経常調査用広報ポスター等の掲出
　上記のほか、統計局ホームページに統計調査員の役割等について記載した。

統計調査員の調査活動における事故等を防止するための安全確保に関する周知
については、以下の取組を引き続き実施した。
・各種事務打合会等において『調査の手引』等を用いた安全確保の意識の啓発
・統計調査員に対する支援体制の整備並びに複数人による活動の推進
・調査活動時における安全対策用品の携行の徹底

平成26年経済センサス‐基礎調査において、調査員募集用リーフレット（様
式）を作成し、地方公共団体における調査員の確保への支援をした。

平成26年全国消費実態調査において、調査員募集用リーフレットを作成し、地
方公共団体における調査員の確保への支援をした。

平成27年国勢調査においては、平成26年度から27年度にかけて調査員募集に係
るキャンペーンサイト、ポスター及びリーフレットを作成し、地方公共団体にお
ける調査員確保への支援をした。

平成28年経済センサス‐活動調査においては、調査員募集に係るリーフレット
や説明資料を作成するとともに、平成28年３月に調査員募集に係る新聞広告を行
い、地方公共団体における調査員確保への支援をした。
　【以上、総務省】

・ 統計調査員の確保・育成に資するために、調査員への講習会や「調査員だよ
り」の発行を行い、調査員の役割や重要性に関する周知を行った。【農林水産
省】
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(2) 調査体制の
機能維持、国と
地方公共団体の
連携

○ 報告者の特性も勘案した適切かつ効率的な調査手法
を検討するなどして、引き続き地方公共団体の業務量
の軽減及び中長期的な観点からの業務量の平準化を図
るとともに、地方公共団体のニーズを踏まえつつ、地
域別表章の充実・支援を実施する。

関係府省 平成 26年度か
ら実施する。

○ 統計調査事務地方公共団体委託費については、試行
検証の結果や都道府県の意見も踏まえつつ、配置実態
を反映した交付対象範囲に見直す方向で検討する。

総務省 平成 27年度末
までに結論を
得る。

(3) 統計職員等
の人材育成・確
保

【
○

計画本文記載事項】
人材の確保・育成を意識した人事交流や研修を充実

するなど、これまでの多面的な取組の更なる定着の促
進を図る。その際、これまでの取組状況を踏まえ、特
に効果がある取組を重点的に推進する。

(各府省)
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　地方公共団体の負担軽減に資するため、以下の対応策を実施した。
・平成26年経済センサス‐基礎調査において、地方公共団体において調査員確保
が困難となっている状況及び本社等一括調査を正確かつ円滑に実施する観点か
ら、調査員による本社等一括調査を廃止し、地方公共団体の事務負担に配慮し
て、調査票の配布・回収については、国が契約する民間事業者において一括して
実施した。
・平成21年全国消費実態調査において一部の市区で実施したオンライン回答につ
いては、地方公共団体等における審査事務を省力化すると同時に、調査員が調査
票を見ることによる世帯の忌避感を軽減することができるようになることから、
平成26年調査において、全国に拡大して実施した。また、地方公共団体の事務負
担に配慮し、民間指導員の数を増やした。
・平成22年国勢調査では、東京都限定でオンライン調査を導入したが、平成27年
国勢調査では、オンライン調査を全国に拡大した。
・平成28年社会生活基本調査においては、平成23年調査では調査票Ｂの地域のみ
で実施したオンライン調査を調査票Ａの地域にも拡大して実施した。
・平成29年就業構造基本調査において、調査対象とする全世帯にオンライン調査
を導入した。
・個人企業経済調査について、平成31年度に実施する調査から、各種統計で求め
られている地域統計の拡充を図るため、標本規模を拡大し新たに都道府県別集計
を実施するとともに、標本規模の拡大に伴う地方公共団体の業務量の軽減を図る
ため、都道府県経由の調査員調査を取りやめ、民間事業者を活用した郵送・オン
ライン調査に変更する調査計画を立案し、総務大臣の了承を得た。【以上、総務
省】

継続実施

・平成28年経済センサス‐活動調査においては、従前の直轄調査に加え、調査員
調査部分にもオンライン調査を導入した。【総務省及び経済産業省】
・平成29年工業統計調査においては、従前から国直轄調査部分のみオンライン調
査を導入してきたが、調査員調査部分にもオンライン調査の導入を立案し、総務
大臣の了承を得た。【経済産業省】

・平成26年度に実施した2015年農林業センサスについて、①調査準備期間及び実
査期間の拡大、②照会対応業務を民間委託（コールセンターの設置）、③調査票
のデータ入力を農林水産省で実施するなど、地方公共団体の業務量軽減を図っ
た。【農林水産省】

・ 統計専任職員の対象範囲等の見直しは、再任用短時間勤務職員を対象とするこ
とについて、試行検証を経て、配置を希望する都道府県に対応できるよう、平成
29年度から交付対象とした。（都道府県あて、平成29年４月１日通知）

実施済

（資料編　資料７参照）
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(3) 統計職員等
の人材育成・確
保

○ 研修参加機関や参加者の評価・ニーズも踏まえつ
つ、研修内容の充実・見直しを実施するとともに、地
方公共団体等からの研修講師派遣要請への積極的な対
応、各府省等における研修企画の支援、統計研修の講
師育成など、統計職員等に対する研修の実施体制の整
備及び研修機能の拡充を行う。

総務省 平成 26年度か
ら段階的に実
施する。

(4) 災害発生時
等の備え

○ 大規模災害が発生した場合の対応に関する検討の場
を設置し、個別調査ごとに対応する課題と府省横断的
に対応する課題に整理した上で、対応指針を取りまと
め、各府省における具体的な行動計画の策定を促進す
る。その際、大規模災害が発生した場合における調査
票情報の提供の在り方についても検討する。

また、対応方針の取りまとめに当たっては、日頃か
ら統計調査関係者の自覚・判断力を養う方策について
も検討し、各統計調査の実施時や、地方公共団体及び
統計調査員等を対象とした研修等において周知徹底を
図る。

総務省、
各府省

平成 27年度末
までに対応指
針を取りまと
め、平成 28年
度から順次実
施する。

(5) 民間事業者
の活用

【
○

計画本文記載事項】
民間事業者の活用については、調査業務の負担軽減

及び効率化を図ることを共通認識として、これまでの
取組の更なる定着促進を図る。

(各府省)

○ 民間事業者に委託する際の仕様書の改善を図ること
で、より的確な民間事業者の活用を図るため、「公的
統計の品質保証に関するガイドライン」におけるプロ
セス保証の導入状況を踏まえ、「統計調査における民
間事業者の活用に係るガイドライン」に、プロセス保
証の考え方を導入する方向で検討する。

総務省、
各府省

平成 28年度末
までに結論を
得る。

３ 統計調査環境
の改善
(1) 統計ニーズ
の的確な把握

○ 統計委員会委員と統計利用者等との意見交換会につ
いては、報告者、地方公共団体及び政策部局にも対象
を拡大するとともに、掘り下げた検討結果を府省横断
的な統計等の整備・改善の審議等に活用するなど、一
層の活性化を図る。

内閣府
（統計委
員会）

平成 26年度か
ら実施する。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 統計研究研修所では、毎年６月に各府省や地方公共団体等に対し研修内容に関
するアンケートを実施しており、その結果を受け、平成29年度統計研修を検討
し、「指数に関する研修」、「実務に役立つ統計技術－欠測値補完等－」、「ミ
クロデータ分析の基礎」及び「ビッグデータ入門」を新設した。

加えて、多忙な日常の中でも統計の基礎を学ぶことができるように、ＭＯＯＣ
（Massive Open Online Courses）型のオンライン講座の第２弾である「統計デー
タのできるまで－統計的推測の基礎－」を新たに開講した。

さらに、各府省や都道府県等からの依頼に基づき講師を派遣するとともに、広
く統計リテラシーの向上に資するため、国立大学法人滋賀大学と共催で、「教育
関係者向けセミナー」と「データサイエンスセミナー」を実施した。また、慶應
義塾大学産業研究所及び国立大学法人東京大学大学院経済学研究科と連携協力に
関する覚書を締結した。

実施済

・ 統計リソース確保及び有効活用等に関するワーキンググループ（平成26年度は
27年３月の１回、平成27年度は９月、11月、28年１月の３回）において、対応指
針の策定に向け、対応指針の位置付け、構成、府省横断的に対応する課題や個別
調査ごとに対応する課題、調査票情報の提供の在り方、日頃から統計調査関係者
の自覚・判断力を養う方策等について議論を行い、「大規模災害が発生した場合
に関する対応指針」（平成28年３月30日総務省政策統括官（統計基準担当）決
定）を決定した。

また、平成28年８月に各府省における行動計画策定の参考となるように行動計
画のひな形を作成し、11月に開催した同ワーキンググループで各府省における策
定状況について情報共有を行った。

平成29年度は、前年度に引き続き、各府省に対し、行動計画の策定や行動計画
を策定した場合は、未策定の府省の参考になるように、情報共有するよう働きか
けを行った。

実施済
（対応方針の取
りまとめについ
て）及び継続実
施（各府省にお
ける行動計画策
定の推進）

（資料編　資料８参照）

・ 「統計の品質保証及び民間事業者の活用に関するワーキンググループ」におい
て、プロセス保証（統計調査の実施過程に係る質の評価）の考え方を「統計調査
における民間事業者の活用に係るガイドライン」に導入する方針を決定し、民間
の調査事業者・団体からの改定案に対する意見等も踏まえつつ、その具体的な内
容について関係府省と協議し、当該ガイドラインを平成29年３月３日に改定し
た。

実施済

・ 統計委員会に課せられた任務として研究的課題の審議があることから、平成29
年6月に専門委員を任命し、定期的に会合を開催し、研究・検討を進めた。平成30
年２月に専門委員より不動産統計（住宅価格指数・家賃指数）にかかる最近の状
況を報告いただくとともに有識者との意見交換会を開催した。
　【総務省（統計委員会担当室）】

継続実施
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

３ 統計調査環境
の改善
(1) 統計ニーズ
の的確な把握

○ 報告者の利便性の向上等にも配慮し、統計ニーズに
係るアンケート調査の内容等を見直す。また、各府省
が個別に把握している所管統計の改善や統計データの
提供に係る統計ニーズの情報共有を図るなど、府省間
の連携を強化する。

総務省、
各府省

平成 26年度か
ら実施する。

○ 各府省 平成 26年度か
ら実施する。

統計の品質保証活動に関する取組状況、効果的かつ
効率的実践手法等の情報共有を通じ、自己評価の計画
的な推進、評価結果の公表等に関する取組を強化す
る。

(2) 統計の品質
保証活動の推進
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 「統計ニーズの的確な把握の枠組み」（平成26年３月25日統計データの有効活
用に関する検討会議了承）に基づき、統計一般に関するニーズ把握について、平
成26年度以降、テーマの設定や実施期間の集中化等により、広報活動の重点化を
図った。

また、統計改革の検討に活用するため、平成29年２月から３月にかけて「統計
ユーザーのニーズに関する調査」を実施し、５月12日に開催された統計改革推進
会議第９回コア幹事会で調査結果の報告を行うとともに、「統計改革推進会議最
終取りまとめ」（平成29年５月19日統計改革推進会議決定）を踏まえ、統計委員
会における第Ⅲ期基本計画の策定に向けた審議に活用された。

さらに、各方面の統計ニーズを踏まえた公的統計の作成及び提供を推進し、報
告者負担に配慮した改善を図るため、第Ⅲ期基本計画に基づき、広く国民や企業
等からの提案を随時受け付ける「統計調査に関する募集提案」を平成29年度末か
ら開始した。

継続実施

・ 「統計の品質保証及び民間事業者の活用に関するワーキンググループ」等にお
いて、毎年度、各府省における統計の品質保証活動に関する取組状況等について
情報共有を行っている。

継続実施

・ 基幹統計（国民経済計算）及び一般統計調査について、平成25年９月に品質表
示及び品質評価に係る実施計画を定め、当該計画に基づき、調査実施部局におい
て、品質保証活動に関する取組を実施している。また、大臣官房において、部局
ごとの取組結果を確認し、府内の取組状況について適宜部局と情報共有し、取組
内容の改善等を促している。【内閣府】

・ 品質表示及び品質評価について、「公的統計の品質保証に関するガイドライ
ン」等に準じて可能な範囲で実施する体制を維持している。【警察庁】

・ 総務省統計局実施の統計調査について、毎年度「公的統計の品質保証に関する
ガイドライン」に基づき、表示の見直し及び自己評価を実施し、評価結果の概要
を統計局ホームページ上で公開した。引き続き、所管する統計について、自己評
価を計画的に実施する。

また、実施過程の質の評価については、平成30年度からの実施に向けて必要な
準備を進めている。【総務省】

・ 平成29年４月に開催された法務総合研究所研究評価検討委員会において，一般
統計調査である「第５回犯罪被害実態（暗数）調査」の事前評価を受け，その結
果を基に作成した事前評価実施結果報告書を，法務省のホームページにおいて公
表した。【法務省】

・ 「公的統計の品質保証に関するガイドライン」に基づき、財務省が所管する基
幹統計及び一般統計について統計作成部局による自己評価及び総括部局における
二次チェックを実施した。【財務省】

・ 「公的統計の品質保証に関するガイドライン」に基づき、文部科学省が所管す
る基幹統計において自己評価を実施した。【文部科学省】

・ 品質表示については、所管する統計について、各調査の公表の都度見直しを行
い、品質表示についての周知や項目内容の充実を図った。品質評価については、
予算の概算要求の前に実施予定の統計調査について、自己評価を実施した。【厚
生労働省】
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(2) 統計の品質
保証活動の推進

○ 国際的な動向や関連学会における研究結果等を踏ま
え、公的統計へのプロセス保証を、「公的統計の品質
保証に関するガイドライン」に導入する方向で同ガイ
ドラインの見直しを実施する。

総務省、
各府省

平成 27年度末
までに実施す
る。

○ 各府省 平成 26年度か
ら順次実施す
る。

(3) 統計に係る
広報・啓発活動
の推進等

「統計調査の円滑な実施を阻害する行為への対処に
係る考え方」を参考に、府省間及び地方公共団体との
情報共有を行うとともに、所管統計調査の実施状況を
検証した上で、行動指針に基づく具体的な取組を行
う。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 品質表示については、順次当省ホームページを更新しているところ。品質評価
については、統計調査の見直しに当たって、ニーズ適合性、行政情報を活用した
調査の効率性等を踏まえ、適宜改善を図っているところ。【農林水産省】

・ 平成30年度におけるプロセス評価導入に向けて、経産省版チェックリストの作
成、仕様書記載ひな形の作成、省内説明会を開催した。【経済産業省】

・ 「公的統計の品質保証に関するガイドライン」に基づき、国土交通省が所管す
る統計について、品質表示の評価及び品質評価を実施した。【国土交通省】

・ 一般社団法人日本品質管理学会における「公的統計調査のプロセス－指針と要
求事項」の検討状況を踏まえ、プロセス保証（統計調査の実施過程に係る質の評
価）を導入することで「公的統計の品質保証に関するガイドライン」の見直しを
実施した（同ガイドラインを平成28年２月23日改定）。

実施済

・ 総務省政策統括官（統計基準担当）が毎年度開催しているブロック別統計主管
課長会議を活用し、平成26年度以降毎年度、各ブロックにおいて地方公共団体か
らの意見を聴取し、情報共有を行った。

継続実施

・

・

・

・

・

・

・

・

統計調査の重要性及び必要性を国民に理解してもらうことを目的として、統計
調査の利活用実例や最近の統計調査結果を用いた広報冊子を作成し、図書館での
閲覧に供したり、イベント会場で配布する等、統計調査に対する理解増進に努め
た。

平成26年経済センサス-基礎調査を正確かつ円滑に実施するため、26年度におい
ては、各府省等、オフィスビルや商業施設を有する企業等に対し、協力依頼を
行った。

平成26年全国消費実態調査を円滑かつ正確に実施するため、関係省庁と連携を
図り、マンション管理団体等に対し協力依頼を行った。

平成27年国勢調査を円滑かつ正確に実施するため、各府省及びマンション管理
団体をはじめとする各種団体に対し協力依頼を行った。

平成28年社会生活基本調査を円滑かつ正確に実施するため、各府省及びマン
ション管理団体をはじめとする各種団体に対し協力依頼を行った。また、その
際、経常調査への協力依頼も併せて行った。

平成28年経済センサス-活動調査を正確かつ円滑に実施するため、28年度におい
ては、メディアミックスによる広報や、各府省、関係団体、商業施設を有する企
業等に対し、協力依頼を行った。

平成29年就業構造基本調査を円滑かつ正確に実施するため、各府省及びマン
ション管理団体をはじめとする各種団体に対し協力依頼を行った。また、その
際、経常調査への協力依頼も併せて行った。

経常調査を円滑かつ正確に実施するために、地方公共団体と相互協力し、ポス
ター掲出及びリーフレット配布、新聞広告ほか、ＹｏｕＴｕｂｅ統計局チャンネ
ルへの映像掲載やインターネット広告等、広く国民一般に向けての広報を行っ
た。
【以上、総務省】

・ 社会保障・人口問題基本調査（人口移動調査）では、平成28年度実施調査を円
滑かつ正確に実施するため、マンションなどの集合住宅向けのリーフレット、住
民向けのポスターを作成し、調査への理解増進に努めた。かたり調査の防止、国
民の信頼確保のため、社人研Ｗｅｂサイトに調査に関する「よくある質問」の
コーナーを設置し、広報に努めた。【厚生労働省】
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(3) 統計に係る
広報・啓発活動
の推進等

○ 各府省の協力を得て、集中的な調査票の提出促進運
動や、きめ細かな業界団体への周知活動など、各府省
における広報・啓発活動の充実を図る上で効果的かつ
効率的な実践手法等に係る情報共有を行うとともに、
統計調査に対する非協力者への対応について総合的な
観点から検討する。

総務省 平成 26年度か
ら実施する。

(4) 統計リテラ
シー等の向上

○ 文部科学省の協力を得つつ、学会や教育関係者等と
連携し、教員等の研修参加者が児童・生徒の統計リテ
ラシーを高めるための実践方法を習得できるよう研修
内容の充実を図るとともに、地方において研修を開催
するなど、研修参加機会を拡大する。

また、学会や教育関係団体等と連携し、カリキュラ
ム及び副教材を開発・作成する。

さらに、上記の研修やカリキュラム及び副教材を活
用し、ワークショップ型授業の導入を促進するための
支援を行う。

総務省 平成 26年度か
ら順次実施す
る。

○ 統計研修所における研修内容について、統計データ
の探し方や利用方法等教育関係者のニーズに即したも
のとなるよう充実を図る。

総務省 平成 26年度か
ら実施する。

○ 地方公共団体等とも連携し、統計に関係する有識者
や職員ＯＢ等の人材を有効に活用して、ワークショッ
プ型授業の導入を促進するための支援を行う。

各府省 平成 26年度か
ら実施する。

○ 広く一般的に活用可能な「一般用ミクロデータ（仮
称）」については、利用者ニーズの把握を行った上
で、作成に関する検討を行い、早期に提供を開始す
る。

総務省 平成 27年度か
ら実施する。

(5) 研究開発成
果の共有

○ 各府省と連携して、研究開発の成果を共有できる仕
組みを構築し、各府省の研究開発を支援する。

総務省 平成 26年度か
ら実施する。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 統計調査に対する理解と協力の啓発を図るため、当省の「消費者の部屋」（平
成26年12月、27年11月、28年11月、29年10月）及び農林水産祭「実りのフェス
ティバル」（平成27年11月、28年11月、29年11月）において、農林水産統計の役
割や「統計で見る農林水産業」のパネル展示を行った。【農林水産省】

・

・

平成26年度以降毎年度、地方公共団体から出された非協力者への対応に係る意
見や周知・広報の好事例等について、地方公共団体と情報共有を行った。また、
当該意見や事例等について、各府省とも情報共有を行った。

平成28年３月末時点で行った「統計調査に対する国民の理解増進のための行動
指針」に基づく各府省の取組状況に係るフォローアップ調査について、結果のと
りまとめを行い、各府省へ情報共有を行った。

継続実施（非協
力者への対応に
係る意見等の情
報 共 有 に つ い
て）及び実施済
（フォローアッ
プ 調 査 に つ い
て）

・ 平成26年度には、教員を対象とした「統計指導者講習会」の中央研修につい
て、統計教育の実践方法等に関する班別討議、公的統計を活用した実践事例（実
践講習）など内容を充実するとともに、さらに全国を６ブロックに分けて「ブ
ロック別統計指導者講習会」を実施するよう研修参加機会の拡大を図った。

平成28年度においては、青森県、福井県、岐阜県、大阪府、宮崎県及び鹿児島
県において「ブロック別統計指導者講習会」を実施した。

上記講習会の開催に当たっては、文部科学省の協力を得て、教育関係者の参加
を促すよう連携を図っている。

平成28年５月には、課題学習や自由研究の取り組み方を学ぶ、中学生向け教材
である学習ワークブック「生徒のための統計活用～基礎編～」を刊行し、広く教
材の利活用を進めるべく、統計教育の充実に取り組んでいる。さらに、高校生を
対象とする統計教育のための学習教材「高校からの統計・データサイエンス活用
～上級編～（仮称）」の開発に取り組んだ。

実施済

・ 統計研修所では、平成26年度から教員、教育関係者を対象として、統計データ
の探し方や見方、統計データの利用方法等の授業に役立つヒントを研修内容とし
た「教育関係者向けセミナー」を実施している。（29年度受講者数41名）

実施済

・ 地方公共団体等における統計教育の推進を支援するため、「統計教育に関する
意見交換会」を実施し、先進的取組を共有するとともに、小中学校への「出前授
業」用のコンテンツの都道府県等への提供を行った。また、小学生を対象にプロ
グラミングを通じて統計データに親しんでもらうイベント「子どもプログラミン
グ教室」を、都道府県等と連携して開催した。【総務省】

継続実施

・ 「一般用ミクロデータ」については、ユーザーニーズを踏まえ、総務省統計局
と独立行政法人統計センターにおいて、平成27年度に提供を開始した平成21年全
国消費実態調査の一般用ミクロデータの改善に向けた検討及び作成を行い、平成
29年6月23日から統計センターのＨＰにおいて、詳細品目版の提供を開始した。

実施済

・ 各府省が実施した調査研究の結果について、平成26年12月に開設した「各府省
統計研究情報フォーラム」（政府共通インフォメーションボード）へ掲載し、共
有・蓄積を行った。

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

４ 統計データの
有効活用の推進

【
○

計画本文記載事項】
今後も引き続き、調査実施者における調査票情報等

の適切な保管を徹底する。
(各府省)

(1) 調査票情報
等の提供及び活
用

○ オーダーメード集計については、利用条件を緩和す
る方向で検討を進める。また、オンデマンド集計の技
術的検証等の実用化に向けた検討を行う。

さらに、利用者のニーズに留意しつつ、提供する統
計調査の種類や年次の追加等を行う。

総務省、
各府省

平成 26年度か
ら検討する。

○ 調査票情報の提供については、セキュリティ確保に
万全を期す観点から、リモートアクセスを含むオンサ
イト利用やプログラム送付型集計・分析といった新た
な利用方法の実現を目指し、役割分担の整理を含め、
実用化に向けた検討を行う。

総務省、
各府省

平成 26年度か
ら検討する。

○ 匿名データの作成及び提供については、利用者の
ニーズや匿名性の確保と有用性の向上に留意しつつ、
提供する統計調査の種類や年次の追加等を行う。

各府省 平成 26年度か
ら実施する。

○ 匿名データの年次追加に伴う手続の簡素化について
検討する。

内閣府
（統計委
員会）、
総務省

平成 26年度か
ら検討する。

○ 「統計データ・アーカイブ（仮称）」の整備につい
ては、整備対象とするデータの範囲を、調査票原票を
除いた調査票情報等に限定し、調査票情報等を活用す
る上で必要なデータ（メタデータ）の整備を拡充する
方向で具体的な検討を進めるとともに、名称について
も、その目的が明確になるように変更を検討する。

総務省、
各府省

平成 28年度末
までに結論を
得る。
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・
　
　調査票情報等は、各府省において適切に管理している。

・

・

・

オーダーメード集計の利用条件の緩和については、「統計データの有効活用に
関するワーキンググループ」や「統計データの二次的利用促進に関する研究会」
などで検討した結果、企業の研究利用の促進を図りつつ、利用目的や公表義務な
ど利用者にある程度の制約を課す方向で見直しを行うこととし、平成28年１月か
ら２月にかけて、省令、告示及びガイドラインの改正を行った（いずれも平成28
年４月１日施行）。

オンデマンド集計については、その実用化に向けた秘匿処理技術等に係る研究
を、一般用ミクロデータ(仮称)の作成及び提供に関する研究と一体的に行うこと
とし、検討を進めている。【以上、総務省】

行政機関及び日本銀行がオーダーメード集計の提供対象とした統計調査は、平
成29年度までに26調査（291年次分）であり、第Ⅱ期基本計画策定後、提供する統
計調査の種類として１調査追加されるとともに、既に提供が開始されている統計
調査についても、新たに93年次分のデータの追加を行った。

なお、平成30年度も労働力調査など引き続き年次の追加を行う予定である。
【各府省】

継続実施

・ セキュリティ確保に万全を期すとともに、多様なデータの利用など利用者の利
便性を図りつつ、施設の運用・管理、審査の効率化のため、「オンサイト利用」
の仕組みを構築することとし、平成28年７月に「オンサイト利用に係る統計法第
33条の運用に関するガイドライン（試行運用版）」を策定し、29年１月から総務
省統計局所管の統計調査を対象に一橋大学等の３施設において順次試行運用を開
始した。また、試行運用の取組状況等を踏まえ、平成30年３月に上記ガイドライ
ンを改正するとともに、４月から経済産業省所管の基幹統計調査が追加され、オ
ンサイト施設についても順次拡大を図っている。

なお、オンサイト利用の仕組みを官学が連携して進めるため、学界における
「公的統計ミクロデータ研究コンソーシアム」の設立（平成28年３月）を支援す
るとともに、その活動に協力している。【総務省】

継続実施

・ 行政機関が匿名データの提供対象とした統計調査は、平成29年度までに７調査
（46年次分）であり、第Ⅱ期基本計画策定後、提供する統計調査の種類に変更は
ないものの、新たに６年次分のデータの追加を行った。

なお、平成30年度には、国民生活基礎調査の平成７年及び25年分が新たに提供
される予定である。

継続実施

・ 平成27年９月の統計委員会において、匿名データの年次追加に伴う手続の簡素
化に関する方針を取りまとめ、平成28年１月に、当該方針に沿って、「匿名デー
タの作成・提供に係るガイドライン」を改正した。【総務省】

実施済

・ 「統計データ・アーカイブ（仮称）」の整備については、「調査票情報等の提
供及び活用の促進の基礎」となるための窓口機能、研究助言機能、秘匿審査機能
等が重要となるため、関連する「オンサイト利用」の取組の進展と併せて具体化
を進めることとした。【総務省】

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(2) 政府統計共
同利用システム
等 に よ る 統 計
データの共有・
提供の推進

○ 政府統計共同利用システムの統計情報データベース
への統計データの登録作業の簡素化・支援方策を検討
し、各府省の協力を得て、統計データ登録の促進を図
る。

総務省 平成 26年度か
ら実施する。

○ 政府統計共同利用システムのｅ－Ｓｔａｔによる情
報提供機能の改善に当たっては、利用者の満足度等を
把握し、利用者の利便性の向上に係る検討に活用する
ほか、ＡＰＩ機能の提供や統計ＧＩＳの充実等の技術
的研究の推進等、統計データの高度利用についても検
討する。

総務省 平成 27年度末
までに結論を
得る。

５ 国際協力及び
国際貢献の推進

【
○

計画本文記載事項】
国際会議等への積極的な参画など、国際協力の推進

を図る。
(各府省)

○ ＪＩＣＡ等と連携し、統計関係の国際機関等への統
計専門家の派遣、発展途上国等諸外国からの統計に関
する研修生の受入れなど、統計分野における積極的な
国際貢献に努める。

○ 各府省と連携して、国際機関に対する我が国の統計
情報の提供状況を全体的に把握できる仕組みを構築
し、国際機関に対する統計情報の提供の充実に努め
る。

総務省 平成 26年度か
ら実施する。

第４ 【計画本文記載事項】
１ 施策の効果的
かつ効率的な実
施

○ 公的統計基本計画推進会議を通じた府省間の連携を
一層推進するとともに、第Ⅱ期基本計画に掲げた施策
に応じて推進体制を再構築し、政府一体となった取組
を促進する。

(各府省)
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 政府統計共同利用システム（統計情報データベース及びＡＰＩ機能）の統計情
報データベースに統計データが登録されていなかった統計について、平成27年度
は基幹統計13統計、平成28年度は一般統計19統計、平成29年度は一般統計10統計
を政府統計共同利用システムを運用・管理している独立行政法人統計センターで
登録作業を実施した。

実施済

・ 統計データの高度利用のため、ＡＰＩ機能を平成26年10月31日からｅ－Ｓｔａ
ｔ上に付加し、また、試行段階での利用者からの意見等を反映し、27年１月30日
から開発ガイドや開発サンプル、ＦＡＱ等をサイトに追加提供し、利用者の利便
性向上を図った。統計ＧＩＳの充実については、平成27年１月20日からｅ－Ｓｔ
ａｔ上の統計ＧＩＳに「地図による小地域分析（jSTAT MAP）」を追加して機能を
強化し、タブレット版の提供も開始した。

さらに、平成27年度には、福井県、福井県内全市町及び独立行政法人統計セン
ターと連携して、統計データをＬＯＤ形式で提供する「オープンデータモデル事
業」を実施し、国勢調査や経済センサスなど７統計の一部の統計データについ
て、統計ＬＯＤ（ＬＯＤ形式の統計データのことをいう。）を作成し、平成28年
６月30日にｅ－Ｓｔａｔより提供を開始した。本モデル事業の成果及び検討結果
を踏まえ、平成28年度は、社会・人口統計体系、27年国勢調査の統計ＬＯＤの拡
充を行うとともに、統計ＬＯＤを作成する際の考え方をまとめた手引書を作成し
た。平成29年度には、家計調査や全国消費実態調査など６統計の一部の統計デー
タについて、統計ＬＯＤデータを拡充するとともに、統計ＬＯＤを活用したアプ
リケーションのサンプルを開発した。

実施済

平成26年度以降毎年度、恒常的に、国際会議等へ積極的に参加したほか、国際
機関等との人材交流（派遣・受入れ）を実施してきた。平成29年度の実績は以下
のとおり。

・

・

９府省等から延べ128人の職員が70の国際会議に出席し、議論への参加、発表等
を行った。

６府省等が、14の国際機関・国等に延べ48人の職員を派遣したほか、４府省等
が、38の国際機関・国等から延べ214人の研修生等を受け入れた。

・ 平成26年度に各府省等から国際機関への情報提供実績を把握する仕組みを構築
し、統計ごとに情報提供実績が把握できるようにするなど見直しを図りながら、
29年度まで毎年度、各府省等から国際機関への情報提供実績を取りまとめ、「国
際統計に関する関係府省等連絡会議」において、各府省等とその結果を共有し
た。引き続き、国際機関に対する統計情報の提供の充実に努める。

継続実施

・ 毎年度、公的統計基本計画推進会議を複数回開催し、基本計画の取組状況に関
する府省間の情報共有等を行い、基本計画で掲げられた事項の推進を図ってい
る。また、基本計画に掲げた施策を推進するため、平成26年４月に「オンライン
調査推進会議」を設置するなど、その推進体制を再構築し、政府一体となった取
組を行っている。
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

第４
１ 施策の効果的
かつ効率的な実
施

○ これまで統計委員会に諮問されていない基幹統計
（基幹統計調査）を中心に、品質評価の要素に沿った
見直し状況や基幹統計としての重要性及び必要性の充
足状況等について計画的に確認する。

(内閣府)

○ 統計委員会の諮問審議の答申に示した「今後の課
題」について、一定期間を経過したものからその対応
状況を計画的にフォローアップする。また、統計委員
会委員による統計調査員への同行等の実情視察等を行
い、統計委員会の審議に活用する。

(内閣府)

○ 統計法施行状況審議や個別の諮問審議において把握
した府省横断的な統計上の課題に関する研究や日本学
術会議及び関連学会連携強化方策について検討し、取
組の推進を図る。

(内閣府)

○ 各種法定計画等における統計の整備及び当該分野に
おける各種施策との整合性に留意するなど、政策の信
頼性及び客観性の確保に資するよう取組を推進する。

(各府省)

○ 国民に対し的確な情報提供を行うとともに、公的統
計に対する国民の意見やニーズの把握及びその反映を
推進する。

(各府省)

２ 各種法定計画
等との整合性の
確保及び的確な
情報提供の推進
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 基本計画部会において、確認の対象となる未諮問基幹統計について、確認スケ
ジュールに基づき、平成26年度には５統計、27年度には４統計。28年度には２統
計を確認し、審議結果報告書を取りまとめた。

平成29年度に確認審議を行う予定であった４つの未諮問基幹統計調査の審議に
ついては、「確認審議も可能な限り、第Ⅲ期基本計画変更の審議の中で併せて行
う」と整理され、基本計画の中で取り上げられる、または諮問がなされる、のい
ずれかの対応がとられており、改めて確認審議を行う必要はないものと整理され
た。
・学校保健統計調査（基本計画部会 国民生活・社会統計WGで審議）
・薬事工業生産動態統計調査（29年10月26日 諮問）
・石油製品需給動態統計調査（基本計画部会 経済統計WGで審議）
・船員労働統計調査（基本計画部会 国民生活・社会統計WGで審議）

・ 統計委員会の諮問審議の答申に示した「今後の課題」については、従前より、
次回の諮問審議の際に対応状況をフォローアップしている。

また、統計委員会の審議に活用するため、平成26年８月に鉄道車両等生産動態
統計調査の実施現場を統計委員会の３委員及び１専門委員が視察し、担当者と意
見交換を行い、27年２月に総務省が実施した「登録調査員中央研修」を統計委員
会の４委員が視察し、統計調査委員と意見交換を行い、29年１月に独立行政法人
統計センターの家計調査の入力業務を統計委員会の４委員が視察するなどの取組
を行った。
【総務省（統計委員会担当室）】

・ 平成29年度は統計棚卸しの検討にも資するよう、政府統計の利活用状況及び民
間における統計の作成状況に関する調査研究（委託研究）を行い、29年度末に調
査報告書を取りまとめた。【総務省（統計委員会担当室）】

・　作成した業務統計について、警察庁ホームページで公表している。【警察庁】

・ 統計データのトピックを、時節にちなんで紹介する「統計トピックス」、社
会・経済の話題になっているデータについて分かりやすく解説した「話題の数
字」など、身近かつ有用なテーマについて、統計情報を提供し、統計に関する国
民の理解と協力の向上に取り組んだ。【総務省】

・ 統計調査結果については、集計表のほか、国民に分かりやすく伝えるため、図
やグラフ等を利用して調査結果のポイントをまとめた概況を作成し、厚生労働省
ホームページに掲載している。また、国民の声等により国民の意見やニーズの把
握を行っている。

なお、社会保障・人口問題基本調査（人口移動調査）では、平成28年度実施調
査を円滑かつ正確に実施するため、調査協力依頼のリーフレット等に外国人向け
の説明を加えたり、外国語での記入例を導入したりするなど、さまざまな人々の
間での調査への理解を増進することに努めた。【厚生労働省】

・ ホームページにおいて統計情報の要望欄を設け、国民の意見やニーズの把握に
努めている。引き続き国民の意見等を的確に把握しているところ。【農林水産
省】
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

２ 各種法定計画
等との整合性の
確保及び的確な
情報提供の推進
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平成29年度末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・ 基幹統計調査の見直しに当たっては、パブリックコメントの実施や業界団体等
のヒアリングを行い、国民の意見やニーズを把握した上で、計画案を策定し、総
務大臣へ変更申請を行った。【経済産業省】
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【資料編】 
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資料１ 統計法の概要 

 

１．目的 （第１条） 

公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情

報であることに鑑み、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定める

ことにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、

もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与 

 

 

 

２．公的統計の体系的整備 （第２条～第31条） 

・ 国勢統計、国民経済計算及び行政機関が作成する統計のうち重要なものと

して総務大臣が指定した統計を基幹統計として位置付け 

・ 公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、公的

統計の整備に関する基本的な計画を閣議によって決定（おおむね５年ごとに

変更） 

・ 国民経済計算の作成基準をあらかじめ設定・公表することにより、中立

性・客観性を確保 

・ 行政機関が行う統計調査について、総務大臣が審査・承認を行うことによ

って品質確保や重複是正を図るとともに、報告義務やかたり調査の禁止など

の規定を整備することにより、基幹統計を作成するための調査（基幹統計調

査）における適正確実な報告を担保 

・ 統計調査以外の方法により作成される基幹統計の作成方法について、総務

大臣が必要に応じて意見を述べることとすることにより、公的統計の品質を

確保 

・ 行政機関が保有する各種の情報を統計の作成に活用する仕組みを整備する

ことにより、統計作成の正確性や効率性を向上させるとともに、統計調査に

おける被調査者の負担を軽減 
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３．統計データの利用促進と秘密の保護 （第32条～第43条） 

・ 委託に応じた集計による統計の提供（オーダーメード集計）や、匿名性の

確保措置を講じた調査票情報（匿名データ）の提供に関する規定を整備する

ことにより、学術研究等の需要に対応（提供の対価として手数料を徴収） 

・ 公的統計の作成に用いられた調査票情報等について、適正管理義務や守秘

義務、目的外利用の禁止などの規定を整備するとともに、これらの規定を統

計調査事務の受託者に対しても同様に適用 

 

 

 

４．統計委員会の設置 （第44条～第51条） 

・ 基本計画案など、法律の定める事項について専門的かつ中立公正な調査審

議を行う統計委員会を総務省に設置することにより、公的統計の体系的かつ

効率的な整備を推進 

 

 

５．罰則等  

○ 雑則（第52条～第56条） 

・ 公的統計の利用者の利便を図るため、統計の所在情報の提供を義務化 

・ 法の施行状況を統計委員会に報告するとともに公表 

 

○ 罰則（第57条～第62条） 

・ 行政機関が行う統計調査秘密漏えい等に関する罰則や統計調査事務の受託

者に対する罰則 
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査

は
調

査
環

境
の

良
い

時
期

に
実

施
。

ま
た

、
経

済
セ

ン
サ

ス
の

実
施

に
伴

い
、

関
連

す
る

経
済

統
計

調
査

の
調

査
事

項
、

実
施

時
期

、
周

期
等

を
再

検
討

）

統
計

の
体

系
的

整
備

・
有

用
性

の
確

保
・
向

上

①
統

計
相

互
の

整
合

性
の

確
保

・
向

上
②

国
際

比
較

可
能

性
の

確
保

・
向

上
③

経
済

・
社

会
の

環
境

変
化

へ
の

的
確

な
対

応
④

正
確

か
つ

効
率

的
な

統
計

作
成

の
推

進
⑤

統
計

デ
ー

タ
の

オ
ー

プ
ン

化
・

統
計

作
成

過
程

の
透

明
化

の
推

進

２
公

的
統

計
の
整

備

(2
)

人
口
・
社
会
、
労
働
関
連
統
計

➣
失

業
に

関
す

る
Ｉ

Ｌ
Ｏ

の
新

基
準

を
踏

ま
え

、
失

業
者

の
定

義
（

求
職

活
動

期
間

を
現

行
の

１
週

間
か

ら
１

か
月

）
の

変
更

に
つ

い
て

、
試

験
調

査
等

を
行

っ
た

上
で

、
時

系
列

比
較

に
も

留
意

し
つ

つ
検

討

➣
非

正
規

雇
用

を
よ

り
的

確
に

捉
え

る
労

働
者

区
分

の
見

直
し

に
向

け
た

取
組
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第
Ⅱ
期
公
的
統
計
基
本
計
画
の
概
要

３
公
的
統
計
の
整
備
に
必
要
な
事
項

➣
府

省
間

の
連

携
を

一
層

推
進

し
、

統
計

委
員

会
に

お
け

る
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

等
の

取
組

の
重

点
化

➣
各

種
法

定
計

画
に

基
づ

く
統

計
整

備
と

の
整

合
性

を
確

保
し

つ
つ

取
組

を
推

進

４
基

本
計

画
の
推

進

(2
)

統
計
デ

ー
タ
の
有
効
活
用
の
推
進
等

➣
政

府
統

計
の

総
合

窓
口

（
e
-
S
ta

t）
の

機
能

拡
充

な
ど

の
統

計
デ

ー
タ

の
オ

ー
プ

ン
化

の
推

進

（
Ａ

Ｐ
Ｉ

機
能

：
政

府
の

統
計

デ
ー

タ
を

民
間

企
業

等
の

シ
ス

テ
ム

が
自

動
的

に
取

得
・

更
新

）
（

統
計

Ｇ
Ｉ

Ｓ
：

地
理

情
報

シ
ス

テ
ム

（
G

IS
）

の
仕

組
み

を
活

用
し

、
統

計
デ

ー
タ

を
背

景
地

図
と

と
も

に
視

覚
化

し
て

提
供

す
る

も
の

（
地

図
で

見
る

統
計

）
）

➣
政

府
が

一
般

か
ら

委
託

を
受

け
て

統
計

を
作

成
す

る
（

オ
ー

ダ
ー

メ
ー

ド
集

計
）

場
合

の
利

用
条

件
（

学
術

研
究

の
発

展
に

限
定

）
を

緩
和

す
る

こ
と

を
検

討

➣
統

計
分

野
に

お
け

る
積

極
的

な
国

際
協

力
・

国
際

貢
献

（
発

展
途

上
国

等
か

ら
の

研
修

生
の

受
入

れ
）

(1
)

統
計
作
成
の
効
率
化
、
報
告
者
の
負
担
軽
減
等

➣
統

計
調

査
の

母
集

団
情

報
と

な
る

事
業

所
母

集
団

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

の
充

実
、

蓄
積

さ
れ

た
情

報
を

活
用

し
た

統
計

の
作

成

➣
オ

ン
ラ

イ
ン

調
査

の
推

進

（
例

：
平

成
2
7
年

国
勢

調
査

に
お

け
る

オ
ン

ラ
イ

ン
調

査
を

前
回

の
東

京
都

か
ら

全
国

に
拡

大
。

ま
た

、
モ

バ
イ

ル
端

末
の

普
及

状
況

を
踏

ま
え

、
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

な
ど

の
オ

ン
ラ

イ
ン

報
告

手
段

の
多

角
化

に
対

応
）

➣
社

会
保

障
・

税
番

号
制

度
の

統
計

へ
の

活
用

に
関

す
る

検
討

・
研

究

➣
大

規
模

災
害

等
の

発
生

時
の

備
え

と
し

て
、

課
題

の
整

理
、

対
応

方
針

の
取

り
ま

と
め
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複
数

府
省

連
携

事
項

資
料

３
「
公

的
統

計
の
整

備
に
関

す
る
基

本
的

な
計

画
」
の
推

進
体

制

府
省
横
断
的
事
項

各
府
省
個
別
事
項

（
適

宜
関

係
府

省
と
連

携
）

【公
的

統
計

基
本

計
画

推
進

会
議

】（
平

成
2
1
年

４
月

2
3
日

設
置

）

目
的

：
基

本
計

画
に

掲
げ

ら
れ

た
施

策
の

推
進

及
び

同
計

画
の

見
直

し
に

必
要

な
政

府
部

内
の

連
絡

、
調

整
及

び
検

討

構
成

員
：

各
府

省
の

部
局

長
級

基
本

計
画

（
別

表
）
に
掲

げ
ら
れ
た
事

項

◆
経

済
構

造
統

計
を

軸
と

し
た

産
業

関
連

統
計

の
体

系
的

整
備

（
産

業

関
連

統
計

の
体

系
的

整
備

等
に

関

す
る

検
討

会
議

）

◆
産

業
連

関
表

の
作

成
方

法
の

見
直

し
（

産
業

連
関

部
局

長
会

議
）

等

◆
国

民
経

済
計

算
の

推
計

手
法

の
改

善

◆
所

管
統

計
調

査
の

改
善

等

各
府

省
統

計
主

管
部

局
長

等
会

議
の

下
に
検

討
会

議
等

を
設

置
し
、
政

府
一

体
的

に
取
組

中
心

と
な
る
府

省
を
決

定
し
た
上

で
、
共

同
で
検

討
の

場
を
設

け
る
こ
と
な
ど
に

よ
り
関
係
府
省
が
協
力
し
て
取
組

担
当
府
省
が
責
任
を
持
っ
て
取
組

情
報
共
有
・
調
整

◆
二

次
的

利
用

の
促

進
（

統
計

デ
ー

タ
の

有
効

活
用

に
関

す
る

検
討

会
議

）

◆
民

間
事

業
者

の
活

用
、

統
計

の
品

質
保

証
等

（
統

計
基

盤
の

整
備

に
関

す
る

検
討

会
議

）

◆
国

際
協

力
、

国
際

貢
献

（
国

際
統

計
に

関
す

る
関

係
府

省
等

連
絡

会
議

）

◆
オ

ン
ラ

イ
ン

調
査

の
推

進
（

オ
ン

ラ
イ

ン
調

査
推

進
会

議
）
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資料４ 「平成 29 年度 行政記録情報等の統計作成への活用に係る実態調査」結果（業務

統計の作成状況） 

 

行政記録情報等を用いて経常的に作成されている統計（業務統計）として各府省等

から報告があったものは、表のとおり、合計で 387 件となっており、このうち、政府

統計の総合窓口（e-Stat）に掲載しているものは 116 件となっている。 

 

 

 

 

  

 

うちe-Stat
に掲載

うちe-Stat
に掲載

内閣官房 8 2 厚生労働省 88 20

人事院 13 4 中央労働委員会 (1) (1)

内閣府 2 0 農林水産省 37 14

公正取引委員会 1 1 林野庁 (3) (1)

警察庁 2 2 水産庁 (7) (2)

1 0 経済産業省 11 6

消費者庁 5 2 資源エネルギー庁 (5) (3)

総務省 64 20 特許庁 (1) (1)

公害等調整委員会 (1) (1) 国土交通省 29 11

消防庁 (14) (2) 観光庁 (1) (0)

法務省 15 12 気象庁 (3) (0)

外務省 4 4 海上保安庁 (1) (1)

財務省 37 8 環境省 22 7

国税庁 (3) (3) 防衛省 13 0

文部科学省 30 3 共管 5 0

文化庁 (3) (0) 387 116

（注）　括弧書きの件数は、内数である。

件数

表　業務統計の作成状況

個人情報保護委員会

計

府省等 件数 府省等
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資料５ オンライン調査の推進に係る各府省の検討状況又は推進状況 

各府省 平成29年度中の検討状況又は進捗状況 

人事院 ・平成28年度に民間企業の勤務条件制度等調査へのオンライン調査の

導入に関するニーズを把握するため、アンケート調査を実施。その結

果等を基に、平成29年度実地調査において、調査対象企業が、調査項

目に係るデータ等の提供を電子メールにより後日送付する方法を希

望する場合や、訪問時に完了しなかった調査項目の情報提供を電子

メールで行うことを希望する場合には、電子メールを利用している。 

平成30年度調査においても同様に電子メールを利用する方法につい

て検討している。 

・平成29年度の退職公務員生活状況調査において、オンライン調査の導

入に関するニーズを把握するため、アンケート調査を実施。次回調査

（おおむね３年おきに実施）から希望者に対するメール回答方式に

よるオンライン調査を導入する予定。 

内閣府 ・「青少年のインターネット利用環境実調査」に関する有識者による企

画分析会議を開催し、「青少年のインターネット利用環境実調査」の

次年度の実施に向けて調査方法の一層の改善に向けた検討を行っ

た。 

・「高齢者の健康に関する調査」においては、調査結果の正確性及び信

頼性の確保、調査の有効回収率を上げるため、個別面接聴取法を実施

していることからオンラインによる調査は実施していない。 

・企業行動に関するアンケート調査について、HP上の調査対象企業に対

する告知に併せて、オンライン調査の案内及びURLを掲載している。

また、オンライン調査の案内パンフレット上のオンライン調査窓口

のURLや調査票上のログイン情報欄に目立つ色を使用し、オンライン

回収率の向上を図っている。 

・法人企業景気予測調査のオンライン調査の促進のため、次年度に向

け、現行のオンライン利用登録にかかる手続きの簡素化に向けた取

組を行った。また、電子調査票EXCEL2016での動作が可能となるよう

機能改修を行った。

・消費動向調査につき、平成30年10月のオンライン調査導入に向けて、

これまでの検討結果を踏まえた電子調査票の開発及び、電子調査票

の動作テストを行った。

総務省 ・所管する統計調査の実施状況等を踏まえ、必要に応じ各統計調査にお

けるオンライン調査の推進について検討している。個別の統計調査

における主な実施状況等は以下のとおり。 

・経済センサス‐基礎調査試験調査について、対象となる全ての事業所

に対してオンライン調査を実施するとともに、オンライン回答を促

すため、調査書類の文言の工夫を行った。 

・個人企業経済調査の平成31年からのオンライン調査の導入を含む変

更計画について、29年６月に統計委員会に諮問され、29年９月に適当
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各府省 平成29年度中の検討状況又は進捗状況 

であるとの答申が出された。 

・労働力調査について、平成31年度のオンライン調査導入に向けて、労

働力調査オンライン調査システムの仕様検討及び予算要求を実施し

た。 

・家計調査について、平成30年１月から、オンライン調査を順次導入し

ている。 

財務省 ・法人企業統計調査や法人企業景気予測調査のオンライン調査の促進

のため、次年度に向け、現行のオンライン利用登録にかかる手続きの

簡素化に向けた取組を行った。また、電子調査票EXCEL2016での動作

が可能となるよう機能改修を行った。

・民間給与実態統計調査については、平成29年度においては、回答者の

利便性を向上させ、オンライン回答を促す観点から、入力・送信に係

る手順の簡便化について、電子調査票の改修を行った。 

厚生労働省 ・人口動態調査の調査計画において、調査の方法を原則オンラインとす

るよう記載を変更し、当該変更内容の周知を自治体あてに行った。 

・医療施設（静態）調査及び患者調査について、オンライン調査のさら

なる推進のため、都道府県・指定都市・中核市の調査担当者を対象に

開催する会議において周知を行った。また、平成29年調査から、オン

ライン調査の対象を拡大し、病院に加え、一般診療所及び歯科診療所

を対象とする調査票についてもオンライン調査を導入し、実施した。 

・病院報告について、オンライン調査のさらなる推進のため、都道府県・

指定都市・中核市の調査担当者を対象に開催する会議において周知

を行った。 

・社会福祉施設等調査及び介護サービス施設・事業所調査について、平

成28年調査から引き続き、一部の調査票でオンライン調査を実施し

ている。なお、平成28年、29年調査はExcel形式の電子調査票で実施

したが、30年調査は利便性を考慮し、HTML形式の電子調査票で実施す

ることとしている。 

・21世紀成年者縦断調査（平成24年成年者）について、平成28年度から

パソコン用電子調査票でのオンライン調査を導入しているが、調査

票回収率の向上方策として、平成29年度はスマートフォン・タブレッ

ト端末用の電子調査票も導入した。今後も報告者からの意見を取り

入れつつ、オンライン調査の周知や電子調査票の改修等を図ってい

く。 

・就労条件総合調査について、オンライン調査を必須とした調達を行

い、オンライン調査を実施した。

・労働災害動向調査について、オンライン調査の利用を促進するため、

平成29年労働災害動向調査の実施時に、厚生労働省ホームページの

「統計調査実施のお知らせ」において、インターネットから政府統計

オンライン調査システムを利用して回答することも可能であり、オ

ンライン調査システムを利用すると、紙調査票の送付作業がなくな
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各府省 平成29年度中の検討状況又は進捗状況 

り、システムの自動計算機能やチェック機能により回答作業が簡素

化できることを周知した。 

・薬事工業生産動態統計調査について、現在オンライン、電磁的記録媒

体及び紙媒体による調査票提出が可能であるが、平成31年1月分調査

から原則オンライン調査とするよう、調査計画を変更し（平成30年１

月総務大臣の承認取得済み）、平成30年度中に新システムの設計・開

発を行う。 

・毎月勤労統計調査について、回収率の向上を図るため、その一環とし

てオンライン提出の推進を行うべく、事業所に対してオンライン提

出に関する技術的な指導ができるオンライン化指導員を設置した。 

農林水産省 ・平成29年度に、３調査（野生鳥獣資源利用実態調査、2018年漁業セン

サス試行調査、2020年農林業センサス試行調査）についてオンライン

による調査方法を導入した。 

・オンライン調査が未導入の２調査について、平成31年度までに導入す

る計画を策定した。 

経済産業省 ・平成28年度末までに経産省の調査は全てオンラインを導入済み。平成

29年において、33調査のうち、29調査についてオンライン利用率の向

上を立案。 

国土交通省 ・規制改革推進会議行政手続部会において民間事業者の行政手続コス

ト削減に向けた取組を行うこととされたことを受け、統計分野にお

いてもコスト削減に向けた基本計画を策定した。また、統計改革推進

会議において官民コスト削減に向けた取組を行うこととされたこと

を受け、計画策定に向けた検討を開始した。これらの取組が目標とす

る報告者負担軽減、利便性向上、統計業務効率化に向け、既にオンラ

イン調査を導入している統計調査についてはオンライン回答率向上

に向けた取組を検討し、オンライン調査を導入していない統計調査

についてはオンライン調査システムの導入に向けた検討を開始し

た。 

環境省 ・オンライン調査に適さない統計調査を除き、オンライン調査を導入し

ている。オンライン調査を導入している統計調査は、各調査の特性に

応じて、調査票等にオンライン回答が可能な旨の明記、コールセンタ

ーの設置等の回収率向上方策を検討・実施しているほか、回答用ウェ

ブページの設置、オンライン調査システムの利用促進を図るための

周知、調査票から回答用ウェブページへの誘導を行うことによるオ

ンライン回答の促進を図っている。
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資
料
６
 
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査
の
推
進
状
況
 

（
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査
の
推
進
に
関
す
る
取
組
状
況
に
係
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
結
果
）

１
 
オ
ン
ラ
イ
ン
の

導
入

状
況

府
省

名
 

平
成
2
9
年
度

実
施
統
計
 

調
査
数
 

＜
参
考
＞
統
計
調
査
等
業
務
の
最
適
化
実
施
状
況
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
結
果
 

オ
ン
ラ
イ
ン

調
査
導
入

統
計
調
査
数
 

オ
ン

ラ
イ
ン

調
査

導
入
率
 

（
％

）
 

平
成

2
8
年
度
 

オ
ン

ラ
イ
ン

調
査

導
入

率

（
％

）
 

平
成

2
7
年
度
 

オ
ン

ラ
イ
ン

調
査

導
入

率

（
％

）
 

平
成
2
6
年
度
 

オ
ン
ラ
イ
ン

調
査

導
入

率

（
％
）
 

平
成
2
5
年
度
 

オ
ン
ラ
イ
ン

調
査

導
入

率

（
％
）
 

全
府

省
 

2
2
9
 

1
8
4
 

8
0
.
3 

7
8
.
8 

7
2
.
7 

6
7
.
1 

6
2
.
4 

人
事

院
 

4
 

2
 

5
0
.
0 

2
5
.
0 

0
.
0
 

0
.
0
 

0
.
0
 

内
閣

府
 

1
2
 

9
 

7
5
.
0 

7
1
.
4 

8
0
.
0 

8
1
.
8 

6
1
.
5 

総
務

省
 

1
9
 

1
6
 

8
4
.
2 

7
6
.
5 

7
1
.
4 

7
5
.
0 

5
7
.
1 

財
務

省
 

6
 

3
 

5
0
.
0 

7
1
.
4 

6
0
.
0 

6
0
.
0 

5
0
.
0 

文
部

科
学
省
 

1
4
 

1
2
 

8
5
.
7 

8
7
.
5 

9
4
.
1 

7
8
.
6 

8
6
.
7 

厚
生

労
働
省
 

6
4
 

4
0
 

6
2
.
5 

5
4
.
1 

4
8
.
3 

4
6
.
2 

4
9
.
2 

農
林

水
産
省
 

3
5
 

3
3
 

9
4
.
3 

9
4
.
4 

8
9
.
2 

7
9
.
4 

6
8
.
4 

経
済

産
業
省
 

3
4
 

3
4
 

1
0
0
.
0 

9
7
.
1 

8
5
.
3 

7
8
.
9 

7
1
.
1 

国
土

交
通
省
 

3
3
 

2
8
 

8
4
.
8 

9
0
.
7 

7
7
.
5 

7
5
.
8 

6
7
.
6 

環
境

省
 

8
 

7
 

8
7
.
5 

8
5
.
7 

8
1
.
8 

8
0
.
0 

7
5
.
0 

集
計
対
象
：
基
幹
統
計
調
査
、
一
般
統
計
調
査

注
）
調
査
票
の
配
布
、
回
収
期
間
が
平
成

29
年
度
に
一
部
で
も
含
ま
れ
る
統
計
調
査
で
、
平
成

28
年
度
実
施
も
し
く
は
平
成

30
年
度
実
施
と
し
て
い
る
調
査
は
含
め
て
い
な
い
。
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２
 
オ
ン
ラ
イ
ン
調

査
の
主
な

提
供
機

能
の

状
況

 
 

府
省

名
 

平
成

29
年
度

オ
ン
ラ
イ
ン

調
査
導
入
 

統
計
調
査
数
 

 
 

 
 

 
＜
参
考
＞
統
計
調
査
等
業
務
の
最
適
化
実
施
状
況
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
結
果
 

政
府
統
計
 

共
同
利
用
 

シ
ス
テ
ム
 

 A
 

各
府
省
の
 

シ
ス
テ
ム
 

 B
 

政
府

共
通

ﾈｯ
ﾄﾜ
ｰ

ｸ及
び

総
合

行
政

ﾈ
ｯﾄ
ﾜ
ｰｸ
(
LG
W
AN
)

を
通

じ
た

ｵﾝ
ﾗｲ
ﾝ

調
査
 

C 

A
～
C以

外
の
 

主
に
電
子
メ
 

ー
ル
を
使
用
 

し
た
調
査
 

政
府
統
計
 

共
同
利
用
 

シ
ス
テ
ム
 

使
用
率

（
％
）
 

平
成

28
年
度
 

政
府
統
計
 

共
同
利
用
 

シ
ス
テ
ム
 

使
用
率

（
％
）
 

平
成

27
年
度
 

政
府
統
計
 

共
同
利
用
 

シ
ス
テ
ム
 

使
用
率
 

（
％
）
 

平
成

26
年
度
 

政
府
統
計
 

共
同
利
用
 

シ
ス
テ
ム
 

使
用
率
 

（
％
）
 

平
成

25
年
度
 

政
府
統
計
 

共
同
利
用
 

シ
ス
テ
ム
 

使
用
率
 

（
％
）
 

全
府

省
 

1
8
4
 

6
8
 

3
4
 

7
 

7
0
 

3
7
.
0 

3
1
.
2 

3
5
.
7 

3
8
.
4 

3
4
.
3 

人
事

院
 

2
 

0
 

0
 

0
 

2
 

0
.
0
 

0
.
0
 

0
.
0
 

0
.
0
 

0
.
0
 

内
閣

府
 

9
 

1
 

4
 

1
 

2
 

1
1
.
1 

2
0
.
0 

2
5
.
0 

2
2
.
2 

1
2
.
5 

総
務

省
 

1
6
 

8
 

3
 

0
 

3
 

5
0
.
0 

6
1
.
5 

8
0
.
0 

7
5
.
0 

7
5
.
0 

財
務

省
 

3
 

3
 

0
 

0
 

0
 

1
0
0
.
0 

6
0
.
0 

1
0
0
.
0 

1
0
0
.
0 

1
0
0
.
0 

文
部

科
学
省
 

1
2
 

3
 

2
 

2
 

5
 

2
5
.
0 

2
8
.
6 

2
5
.
0 

2
7
.
3 

3
0
.
8 

厚
生

労
働
省
 

4
0
 

1
6
 

5
 

4
 

1
3
 

4
0
.
0 

2
4
.
2 

2
4
.
1 

2
6
.
7 

2
0
.
0 

農
林

水
産
省
 

3
3
 

1
8
 

4
 

0
 

1
1
 

5
4
.
5 

5
2
.
9 

5
7
.
6 

5
9
.
3 

4
6
.
2 

経
済

産
業
省
 

3
4
 

1
4
 

5
 

0
 

1
5
 

4
1
.
2 

3
8
.
2 

4
4
.
8 

4
6
.
7 

4
8
.
1 

国
土

交
通
省
 

2
8
 

4
 

1
0
 

0
 

1
4
 

1
4
.
3 

7
.
7
 

9
.
7
 

1
2
.
0 

1
2
.
0 

環
境

省
 

7
 

1
 

1
 

0
 

5
 

1
4
.
3 

0
.
0
 

1
1
.
1 

0
.
0
 

3
3
.
3 

集
計
対
象
：
基
幹
統
計
調
査
、
一
般
統
計
調
査
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３
 
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査
回
答
率
等
の
状
況

 
 

主
な

調
査
対
象
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

回
答
調
査
 

客
体
数
 

A
 

オ
ン

ラ
イ
ン
 

回
答

可
能
 

調
査

客
体
数
 

B
 

オ
ン

ラ
イ
ン
 

回
答

調
査
 

客
体

数
 

C
 

オ
ン

ラ
イ
ン
 

回
答

率
a 

(
C
/
A
) 

（
％

）
 

オ
ン

ラ
イ
ン
 

回
答

率
b 

(
C
/
B
) 

（
％

）
 

事
業

所
・
企

業
 

3
,
3
9
4
,
0
3
0 

2
,
4
9
0
,
2
2
0 

1
,
0
2
1
,
3
2
6 

3
0
.
1 

4
1
.
0 

行
政

機
関
 

1
0
,
7
7
9 

1
0
,
7
7
9 

8
,
5
2
0 

7
9
.
0 

7
9
.
0 

教
育

機
関
 

1
2
,
7
0
4 

1
2
,
5
4
8 

1
2
,
0
9
1 

9
5
.
2 

9
6
.
4 

個
人

・
世
帯
 

4
,
9
7
9
,
1
5
0 

4
,
7
0
7
,
1
2
6 

3
,
4
8
8
,
2
1
5 

7
0
.
1 

7
4
.
1 

そ
の

他
 

2
6
9
,
4
0
9 

2
6
3
,
0
9
8 

4
2
,
0
4
8 

1
5
.
6 

1
6
.
0 

集
計
対
象
：
基
幹
統
計
調
査
、
一
般
統
計
調
査

 
注
）
本
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
時
点
に
お
い
て
調
査
が
継
続
中
の
調
査
、
オ
ン
ラ
イ
ン
回
答
調
査
客
対
数
が
不
詳
の
調
査
に
つ
い
て
は
、

 

調
査
客
対
数
に
は
含
め
て
い
な
い
。
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府
省

名
人

事
院

内
閣

府
警

察
庁

総
務

省
法

務
省

財
務

省

資
料
７
　
統
計
職
員
等
の
人
材
の
育
成
・
確
保
の
状
況

統
計

部
局

の
主

催
す

る
統

計
関

係
の

研
究

会
等

(検
討

会
、

懇
談

会
等

を
含

む
。

)へ
の

外
部

有
識

者
の

活
用

実
績

無
１

　
対

象
と

な
る

研
究

会
等

の
数

⇒
２

４
２

　
参

加
し

て
い

る
外

部
有

識
者

の
延

べ
人

数
（う

ち
統

計
委

員
会

委
員

、
臨

時
委

員
又

は
専

門
委

員
）

⇒
１

９
７

人
（５

６
人

）
３

　
上

記
２

の
う

ち
平

成
２

９
年

度
新

規
参

加
者

の
数

⇒
８

８
人

１
　

対
象

と
な

る
研

究
会

等
の

数
⇒

２
２

　
参

加
し

て
い

る
外

部
有

識
者

の
延

べ
人

数
（
う

ち
統

計
委

員
会

委
員

、
臨

時
委

員
又

は
専

門
委

員
）

⇒
１

１
人

（１
人

）
３

　
上

記
２

の
う

ち
平

成
２

９
年

度
新

規
参

加
者

の
数

⇒
０

人

総
務

省
統

計
研

究
研

修
所

の
研

修
受

講
実

績
・統

計
入

門
課

程
（２

人
）

・統
計

基
本

課
程

（１
人

）
・特

別
コ

ー
ス

（１
人

）

・本
科

（２
人

）
・統

計
入

門
課

程
（６

０
人

）
・統

計
基

本
課

程
（１

１
人

）
・統

計
専

門
課

程
（１

１
人

）
・特

別
コ

ー
ス

（２
９

人
）

・本
科

（５
人

）
・統

計
入

門
課

程
（
４

３
人

）
・統

計
基

本
課

程
（
１

９
人

）
・統

計
専

門
課

程
（
６

人
）

・特
別

コ
ー

ス
（５

人
）

・統
計

入
門

課
程

（３
人

）

統
計

部
局

職
員

に
よ

る
学

会
の

大
会

等
へ

の
参

加
実

績
、

論
文

の
発

表
実

績
(参

加
者

数
／

発
表

論
文

数
)

無
【大

会
等

参
加

実
績

】
・日

本
人

口
学

会
第

６
９

回
大

会
（３

人
）

・２
０

１
７

年
度

統
計

関
連

学
会

連
合

大
会

（７
人

）
・経

済
統

計
学

会
第

６
１

回
全

国
研

究
大

会
（２

４
人

）
・第

２
６

回
地

理
情

報
シ

ス
テ

ム
学

会
研

究
発

表
大

会
（２

人
）

【論
文

発
表

実
績

】
・日

本
人

口
学

会
第

６
９

回
大

会
（２

人
）

・２
０

１
７

年
度

統
計

関
連

学
会

連
合

大
会

（２
人

）
・経

済
統

計
学

会
第

６
１

回
全

国
研

究
大

会
（５

人
）

無

統
計

部
局

に
お

け
る

大
学

等
と

の
人

事
交

流
の

実
績

(相
手

先
別

派
遣

者
数

、
受

入
者

数
等

)

無
【派

遣
】

・大
学

（２
人

）
【受

入
】

・大
学

等
（１

３
名

）

無

無

無
無

無 無

無 無 無

無 無

無 無 無 無
無

・統
計

実
務

者
向

け
入

門
（１

人
）

・統
計

利
用

者
向

け
入

門
（３

人
）

・統
計

分
析

の
基

本
（５

人
）

・ミ
ク

ロ
デ

ー
タ

分
析

の
基

礎
（１

人
）

・政
策

立
案

と
統

計
（１

人
）

・ビ
ッ

ク
デ

ー
タ

入
門

（１
人

）
・実

務
に

役
立

つ
統

計
技

術
（１

人
）

そ
の

他
、

統
計

部
局

職
員

と
し

て
の

人
材

育
成

に
関

す
る

取
組

無
無

無

無 無

統
計

部
局

に
お

け
る

統
計

関
係

研
修

・
セ

ミ
ナ

ー
等

の
実

施
状

況

・計
量

経
済

分
析

入
門

①
 （

２
３

人
）

・ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
実

践
セ

ミ
ナ

ー
 （

２
１

人
）

・季
節

調
整

法
研

修
（２

３
人

）
・国

民
経

済
計

算
(S

N
A

)の
基

礎
（３

９
人

）
・国

民
経

済
計

算
(9

3S
N

A
)作

成
入

門
（１

６
人

）
・計

量
経

済
分

析
入

門
②

（２
４

人
）

・パ
ネ

ル
分

析
実

習
（２

０
人

）
・時

系
列

実
習

（２
３

人
）

・E
B

P
M

入
門

（４
３

人
）

※
上

記
研

修
へ

の
大

学
等

外
部

講
師

の
活

用
延

べ
人

数
：１

０
人

・本
科

（２
２

人
）

・統
計

入
門

課
程

（１
５

５
３

人
）

・統
計

基
本

課
程

（２
０

８
人

）
・統

計
専

門
課

程
（３

１
２

人
）

・特
別

コ
ー

ス
（４

１
４

人
）

※
上

記
研

修
へ

の
大

学
等

外
部

講
師

の
活

用
延

べ
人

数
：１

６
０

人

無

統
計

部
局

職
員

に
よ

る
留

学
制

度
や

自
己

啓
発

等
休

業
制

度
の

活
用

に
よ

る
大

学
及

び
大

学
院

の
講

義
等

の
活

用
実

績

無
【留

学
制

度
】

英
国

（１
人

）
無

無

無
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府
省

名
文

部
科

学
省

厚
生

労
働

省
農

林
水

産
省

経
済

産
業

省
国

土
交

通
省

　
注

）
統

計
委

員
会

担
当

室
（
平

成
2
8
年

度
に

内
閣

府
か

ら
総

務
省

へ
移

管
）
の

実
績

は
、

総
務

省
に

計
上

し
て

い
る

。
　

注
）
掲

載
し

て
い

な
い

省
等

に
お

い
て

は
、

特
段

の
取

組
を

行
っ

て
い

な
い

。

統
計

部
局

の
主

催
す

る
統

計
関

係
の

研
究

会
等

(検
討

会
、

懇
談

会
等

を
含

む
。

)へ
の

外
部

有
識

者
の

活
用

実
績

１
　

対
象

と
な

る
研

究
会

等
の

数
　

⇒
　

１
２

　
参

加
し

て
い

る
外

部
有

識
者

の
延

べ
人

数
（う

ち
統

計
委

員
会

委
員

、
臨

時
委

員
又

は
専

門
委

員
）

　
⇒

　
１

２
人

（０
人

）
３

　
上

記
２

の
う

ち
平

成
２

９
年

度
新

規
参

加
者

の
数

　
⇒

　
０

人

そ
の

他
、

統
計

部
局

職
員

と
し

て
の

人
材

育
成

に
関

す
る

取
組

【受
入

】
・大

学
等

（３
人

）

無 ・統
計

実
務

者
向

け
入

門
（１

月
）（

１
名

）
・ミ

ク
ロ

デ
ー

タ
分

析
（Ｒ

に
よ

る
統

計
解

析
）（

１
名

）
・実

務
に

役
立

つ
統

計
技

術
‐欠

測
値

補
完

等
‐（

１
名

）

　
注

）
「
統

計
部

局
の

主
催

す
る

統
計

関
係

の
研

究
会

等
（
検

討
会

、
懇

談
会

等
を

含
む

。
）
へ

の
外

部
有

識
者

の
活

用
実

績
」
に

関
し

て
、

府
省

横
断

的
事

項
を

検
討

す
る

た
め

、
関

係
府

省
の

申
し

合
わ

せ
で

開
催

さ
れ

て
い

る
研

究
会

等
に

係
る

実
績

に
つ

い
て

は
、

事
務

局
で

あ
る

総
務

省
に

計
上

し
て

い
る

。

統
計

部
局

職
員

に
よ

る
学

会
の

大
会

等
へ

の
参

加
実

績
、

論
文

の
発

表
実

績
(参

加
者

数
／

発
表

論
文

数
)

無
・統

計
基

礎
コ

ー
ス

（２
５

人
）

・統
計

実
務

コ
ー

ス
（２

２
人

）
・統

計
活

用
コ

ー
ス

（２
５

人
）

・統
計

理
論

コ
ー

ス
（１

０
人

）
・適

宜
企

画
す

る
研

修
（３

４
人

）
・e

-ラ
ー

ニ
ン

グ
（３

６
人

）

・農
林

水
産

統
計

専
門

職
員

研
修

（統
計

調
査

実
務

コ
ー

ス
）

・農
林

水
産

統
計

専
門

職
員

研
修

（管
理

者
コ

ー
ス

）

・農
林

水
産

統
計

専
門

職
員

通
信

研
修

※
延

べ
受

講
者

数
：８

５
人

※
上

記
研

修
へ

の
大

学
等

外
部

講
師

の
活

用
延

べ
人

数
：７

人

無

統
計

部
局

職
員

に
よ

る
留

学
制

度
や

自
己

啓
発

等
休

業
制

度
の

活
用

に
よ

る
大

学
及

び
大

学
院

の
講

義
等

の
活

用
実

績

無

統
計

部
局

に
お

け
る

大
学

等
と

の
人

事
交

流
の

実
績

(相
手

先
別

派
遣

者
数

、
受

入
者

数
等

)

無

統
計

部
局

に
お

け
る

統
計

関
係

研
修

・
セ

ミ
ナ

ー
等

の
実

施
状

況

無

統
計

部
局

に
所

属
す

る
主

な
統

計
関

連
職

員
に

つ
い

て
は

、
人

事
評

価
の

目
標

に
関

連
項

目
を

設
定

・国
連

ア
ジ

ア
太

平
洋

統
計

研
修

所
「第

２
回

ポ
ス

ト
20

15
開

発
目

標
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

に
係

る
統

計
の

作
成

能
力

の
向

上
コ

ー
ス

（ア
ジ

ア
太

平
洋

地
域

等
の

開
発

途
上

国
15

か
国

か
ら

27
名

が
参

加
）」

に
講

師
を

派
遣

（１
名

）
・バ

ン
グ

ラ
デ

シ
ュ

計
画

省
等

の
職

員
が

来
日

し
た

際
、

説
明

を
行

っ
た

（１
名

）

通
信

講
座

〔現
代

統
計

実
務

講
座

：８
人

〕
・「

ネ
パ

ー
ル

中
央

統
計

局
能

力
強

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
」

に
基

づ
き

本
邦

研
修

に
お

い
て

、
（工

業
統

計
及

び
商

業
統

計
の

概
要

に
つ

い
て

）講
師

を
派

遣
（２

名
）

・「
エ

ジ
プ

ト
中

央
動

員
統

計
局

に
お

け
る

統
計

情
報

の
質

向
上

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

」に
基

づ
き

、
本

邦
研

修
に

お
い

て
、

（経
済

産
業

省
の

統
計

、
工

業
統

計
及

び
商

業
統

計
の

概
要

に
つ

い
て

）講
師

を
派

遣
（３

名
）

・「
メ

コ
ン

諸
国

の
た

め
の

鉱
工

業
指

数
」講

師
に

係
る

調
査

団
員

と
し

て
職

員
を

派
遣

（１
名

）
・統

計
情

報
開

発
セ

ン
タ

ー
が

実
施

す
る

「平
成

２
９

年
度

産
業

分
類

講
習

会
」に

お
い

て
、

「製
造

業
、

卸
売

業
、

小
売

業
の

大
分

類
」の

講
義

を
行

っ
た

無

・統
計

入
門

課
程

（２
人

）
・統

計
基

本
課

程
（２

人
）

・統
計

専
門

課
程

（１
人

）
・特

別
コ

ー
ス

（１
人

）

無
・統

計
入

門
課

程
（５

人
）

・統
計

基
本

課
程

（３
人

）
・統

計
専

門
課

程
（１

人
）

・特
別

コ
ー

ス
（３

人
）

・統
計

入
門

課
程

（２
人

）
・統

計
基

本
課

程
（１

人
）

・統
計

専
門

課
程

（１
人

）
・特

別
コ

ー
ス

（４
人

）

総
務

省
統

計
研

究
研

修
所

の
研

修
受

講
実

績

無

・統
計

関
係

の
政

策
分

野
別

業
務

研
修

、
自

主
企

画
研

修
（ゆ

う
活

勉
強

会
）、

統
計

／
経

済
・産

業
セ

ミ
ナ

ー
、

調
査

統
計

グ
ル

ー
プ

内
研

修
（３

２
５

人
）

・『
産

業
連

関
表

を
用

い
た

生
産

波
及

分
析

に
つ

い
て

』（
９

人
）

・統
計

コ
ン

シ
ェ

ル
ジ

ュ
に

よ
る

ミ
ニ

ミ
ニ

講
習

会
（３

０
人

）

※
上

記
研

修
へ

の
大

学
等

外
部

講
師

の
活

用
延

べ
人

数
：１

５
人

経
済

分
析

セ
ミ

ナ
ー

＆
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

20
17

※
延

べ
受

講
者

数
：４

０
人

※
上

記
研

修
へ

の
大

学
等

外
部

講
師

の
活

用
延

べ
人

数
：２

人

無

１
　

対
象

と
な

る
研

究
会

等
の

数
　

⇒
　

９
２

　
参

加
し

て
い

る
外

部
有

識
者

の
延

べ
人

数
（う

ち
統

計
委

員
会

委
員

、
臨

時
委

員
又

は
専

門
委

員
）

　
⇒

　
９

４
人

（５
人

）
３

　
上

記
２

の
う

ち
平

成
２

９
年

度
新

規
参

加
者

の
数

　
⇒

　
３

１
人

１
　

対
象

と
な

る
研

究
会

等
の

数
　

⇒
　

３
２

　
参

加
し

て
い

る
外

部
有

識
者

の
延

べ
人

数
（う

ち
統

計
委

員
会

委
員

、
臨

時
委

員
又

は
専

門
委

員
）

　
⇒

　
２

７
人

（０
人

）
３

　
上

記
２

の
う

ち
平

成
２

７
年

度
新

規
参

加
者

の
数

　
⇒

　
１

４
人

１
　

対
象

と
な

る
研

究
会

等
の

数
　

⇒
　

３
２

　
参

加
し

て
い

る
外

部
有

識
者

の
延

べ
人

数
（う

ち
統

計
委

員
会

委
員

、
臨

時
委

員
又

は
専

門
委

員
）

　
⇒

　
３

８
人

（１
４

人
）

３
　

上
記

２
の

う
ち

平
成

２
９

年
度

新
規

参
加

者
の

数
　

⇒
　

３
２

人

１
　

対
象

と
な

る
研

究
会

等
の

数
　

⇒
　

１
２

　
参

加
し

て
い

る
外

部
有

識
者

の
延

べ
人

数
（う

ち
統

計
委

員
会

委
員

、
臨

時
委

員
又

は
専

門
委

員
）

　
⇒

　
７

人
（２

人
）

３
　

上
記

２
の

う
ち

平
成

２
９

年
度

新
規

参
加

者
の

数
　

⇒
　

０
人

【大
会

等
参

加
実

績
】

・２
０

１
７

年
度

統
計

関
連

学
会

連
合

大
会

（３
人

）

無
無

【大
会

等
参

加
実

績
】

・環
太

平
洋

産
業

連
関

分
析

学
会

第
２

８
回

大
会

（２
人

）

無

【受
入

】
・日

本
銀

行
（１

人
）

無
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資料８ 統計関連業務の民間委託の状況 

１ 統計事務の民間委託の状況 

統計関連業務のうち、統計調査に直接関連する統計事務の民間委託状況は次のとお

りであり、平成29年度に実施した統計調査に係る事務については、236統計調査中201

統計調査（全体の85.2％）において、何らかの事務について民間委託を実施している。

また、統計事務の種類別民間委託の状況は、表１及び図のとおりである。 

表１ 統計事務の種類別民間委託の状況   （平成29年度） 

調査
企画

標本
設計

標本
抽出

実査
準備

実査
内容
検査

符号
付け
(注3)

データ
入力

チェ
ック
等

統計
表作
成

結果
審査

調査
票の
保管

件数 236 169 164 229 236 233 74 226 235 234 233 233 236

件数 12 20 46 124 135 128 45 167 133 123 50 59 201

(割合
(%))

(5.1) (11.8) (28.0) (54.1) (57.2) (54.9) (60.8) (73.9) (56.6) (52.6) (21.5) (25.3) (85.2)

件数 0 0 2 1 1 8 10 14 19 19 11 12 24

(割合
(%))

(0.0) (0.0) (1.2) (0.4) (0.4) (3.4) (13.5) (6.2) (8.1) (8.1) (4.7) (5.2) (10.2)

件数 2 1 22 23 38 33 4 24 24 3 13 23 41

うち民間委託
を実施してい
るもの

件数 0 0 0 1 2 2 1 2 2 0 0 0 4

全統計調
査件数
（注2）

統計事務の種類別件数

当該事務が存在す
る統計調査

（参考）
うち独立行政
法人等への委
託を実施して
いるもの

うち民間委託
を実施してい
るもの

うち
地方支
分部局

当該事務が存在す
る統計調査

府
省
全
体

注１）共管調査は、共管の府省にそれぞれ１件として計上している。

注２）「全統計調査件数」は、国の機関において平成29年度に実施された統計調査の総件数である。 

注３）「符号付け」は、語句や文章で記入された調査事項を分類基準に従って符号に変換する事務をいう。 

図 統計事務の種類別民間委託の割合

(%) 
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なお、府省別民間委託の状況は、表２のとおりである。 

 

 表２ 府省別民間委託の状況（統計事務） （平成29年度） 

統計調査

4

13

19

6

15

65

37

35

34

8

236

人事院

環境省

国土交通省

経済産業省

農林水産省

0 0

4 0

23 1

1 0

1 0

合計

0 0

41 4

府省名

内閣府

総務省

財務省

文部科学省

厚生労働省

1 0

7 3

0 0

4 0

0

0

4

0

2

24

31

28

8

2

201

27

0

12

2

0

4

12

17

5

11

60

うち民間委託を
実施しているも
の

（参考）
うち独立行政
法人等への委
託を実施して
いるもの

うち地方支分部局

統計調査
うち民間委託を
実施しているも
の

府省全体

 

注）共管調査は、共管の府省にそれぞれ１件として計上している。 
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資料９ 基幹統計調査の承認一覧 

（平成29年度） 

実施府省 基幹統計調査の名称 承認年月日 

総務省 

小売物価統計調査 平成29年６月９日 

地方公務員給与実態調査 平成29年７月７日 

個人企業経済調査 平成29年10月２日 

住宅・土地統計調査 平成30年１月29日 

家計調査 平成30年１月29日 

地方公務員給与実態調査 平成30年３月26日 

文部科学省 

学校基本調査 平成30年２月26日 

社会教育調査 平成30年２月26日 

厚生労働省 

人口動態調査 平成29年７月７日 

国民生活基礎調査 平成29年12月13日 

賃金構造基本統計調査 平成29年12月20日 

薬事工業生産動態統計調査 平成30年１月31日 

人口動態調査 平成30年３月13日 

農林水産省 

木材統計調査 平成29年８月10日 

漁業センサス 平成30年３月５日 

作物統計調査 平成30年３月26日 

国土交通省 

法人土地・建物基本調査 平成29年12月27日 

船員労働統計調査 平成30年２月15日 

注）本表は、法第11条の規定に基づき平成29年度中に総務大臣に申請され、29年度中に承認が行われた基幹統計

調査の承認状況についてまとめたものである。 
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資料10 統計委員会における諮問・答申実績 

 

（平成29年度） 

諮問名 諮問者 諮問日 答申日 

公的統計の整備に関する基本的な計画の変更

について 
総務大臣 

平成29年 

２月23日 

平成29年 

12月19日 

経済産業省企業活動基本調査の変更について 総務大臣 
平成29年 

３月21日 

平成29年 

５月30日 

木材統計調査の変更について 総務大臣 
平成29年 

５月30日 

平成29年 

７月27日 

個人企業経済調査の変更及び個人企業経済統

計の指定の変更について 
総務大臣 

平成29年 

６月27日 

平成29年 

９月21日 

薬事工業生産動態統計調査の変更について 総務大臣 
平成29年 

10月26日 

平成30年 

１月18日 

法人土地・建物基本調査の変更について 総務大臣 
平成29年 

10月26日 

平成29年 

12月19日 

住宅・土地統計調査に係る匿名データの作成

について 
総務大臣 

平成29年 

10月26日 

平成29年 

12月19日 

住宅・土地統計調査の変更について 総務大臣 
平成29年 

11月21日 

平成30年 

１月18日 

国民生活基礎調査に係る匿名データの作成に

ついて 
総務大臣 

平成29年 

11月21日 

平成30年 

１月18日 

漁業センサスの変更について 総務大臣 
平成29年 

12月19日 

平成30年 

２月20日 

家計調査の変更について 総務大臣 
平成30年 

１月18日 

平成30年 

１月18日 

中間年における経済構造統計の整備について 総務大臣 
平成30年 

３月28日 
審議中 

  
 注）本表は、平成29年度に統計委員会において行われた諮問又は答申の実績についてまとめたもの 

   である 。 
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資料11 基幹統計調査の年度別承認件数 

（平成25～29年度） 

府省名 
平成 
29年度 

平成 
28年度 

平成 
27年度 

平成 
26年度 

平成 
25年度 

総務省 6(2) 8*(2) 5*(2*) 2 3 

財務省 0 0 0 0 0 

文部科学省 2 2 3 3(2) 0 

厚生労働省 5(2) 6(2) 3 5(2) 2 

農林水産省 ３ ３ 8(2) 3(2) 1 

経済産業省 1 6*(2) 6*(2*) 6(2) 4 

国土交通省 2 0 1 5 1 

合計 19(4) 24(6) 24(4) 24(4) 11 

注１）（ ）内の数値は同年度内に同一の調査で複数回承認を受けたものの内数。 

注２）「*」は複数の府省が共同で行う調査（平成27、28年度は経済センサス‐活動調査）。共管府省

にそれぞれ１件と計上しているため、各府省の承認件数を単純合計しても、合計には一致しない。 
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資料12 基幹統計の公表までの期間 
 

  経常調査により作成された基幹統計の公表状況 （平成28、29年度） 

府省名 

公表を行った件数 
（件） 

公表までの平均期間 
（日） 

平成29年度 平成28年度 平成29年度 平成28年度 

総務省 5 5 46 45 

財務省 2 2 74 66 

文部科学省 2 2 87  86 

厚生労働省 6 6 95 91 

農林水産省 5 5 27 40 

経済産業省 7 7 64 79 

国土交通省 8 8 73 21 

合計/全体平均 35 35 52 57 

注１）公表までの平均期間は、各調査の調査期間終了時から第一報公表までの日数の平均である。 

注２）１つの基幹統計の作成に当たり、月次調査・年次調査がある場合など、公表までの期間が複数種類

ある場合、最も短い公表までの期間によって平均期間の計算を行っている。 

注３）統計調査以外の方法により作成される基幹統計である国民経済計算（内閣府）、人口推計（総務省）

生命表（厚生労働省）、社会保障費用統計（厚生労働省）及び鉱工業指数（経済産業省）並びに周期

調査により作成される基幹統計の公表までの平均期間は算出していない。 

 

 
周期調査等により作成された基幹統計の公表までの期間 （平成29年度） 

府省名 基幹統計調査の名称 
調査の 
周期 

公表までの期間 
（今回調査） 

公表までの期間 
（前回調査） 

前回調査
との差 

総務省 社会生活基本調査 ５年 
257日 

（H29.７公表） 

258日 

（H24.７公表） 
－１日 

文部科学省 学校教員統計調査 ３年 
276日 

（H29.９公表） 

230日 

（H26.７公表） 
＋46日 

総務省 

経済産業省 

経済センサス‐活動

調査 
５年 

304日 

（H29.５公表） 

304日 

（H25.１公表） 
 ０日 

注)公表までの期間は、各調査の調査期間終了時から第一報公表までの日数である。 
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資料13 一般統計調査の承認一覧 

（平成29年度） 

実施府省 一般統計調査の名称 最終承認年月日 

内閣府 特定非営利活動法人に関する実態調査 平成29年６月６日 

男女間における暴力に関する調査 平成29年６月29日 

消費動向調査 平成29年７月５日 

幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査 平成29年７月10日 

青少年のインターネット利用環境実態調査 平成29年７月10日 

高齢者の健康に関する調査 平成29年９月26日 

景気ウォッチャー調査 平成29年10月２日 

青少年のインターネット利用環境実態調査 予備調査 平成30年３月19日 

総務省 平成 30 年住宅・土地統計調査試験調査 平成29年４月11日 

経済センサス‐基礎調査試験調査 平成29年６月６日 

産業連関構造調査（サービス産業・非営利団体等調査） 平成29年６月29日 

家計消費単身モニター調査 平成29月６月30日 

サービス産業動向調査 平成29年７月25日 

国際比較プログラムに関する小売物価調査 平成29年８月10日 

通信利用動向調査 平成29月10月２日 

九州の「道の駅」の防災機能に関するアンケート調査 平成29年10月25日 

農業の６次産業化の取組に関するアンケート調査 平成29年12月20日 

通信・放送産業動態調査 平成30年２月20日 

家計消費単身モニター調査 平成30年２月27日 

「女性活躍の推進に関する企業の取組と効果」に関するアン

ケート調査
平成30年３月５日 

文部科学省 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する

調査 
平成29年４月28日 

民間企業の研究活動に関する調査 平成29年５月31日 

高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査 平成29年10月10日 

平成 29 年度中学校卒業者のうち就職者の就業形態に関する実

態調査 
平成29年11月22日 

子供の学習費調査 平成30年１月26日 

地方教育費調査 平成30年２月７日 

学校における教育の情報化の実態等に関する調査 平成30年２月８日 
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実施府省 一般統計調査の名称 最終承認年月日 

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する

調査 
平成30年３月20日 

厚生労働省 障害福祉サービス等経営実態調査 平成29年４月19日 

介護事業実態調査 平成29年４月21日 

国民年金被保険者実態調査 平成29年５月15日 

医療経済実態調査 平成29年５月22日 

雇用均等基本調査 平成29年６月６日 

医薬品価格調査 平成29年６月16日 

訪問看護療養費実態調査 平成29年６月16日 

特定保険医療材料・再生医療等製品価格調査 平成29年６月21日 

歯科技工料調査 平成29年６月21日 

病院報告 平成29年７月５日 

国民健康・栄養調査 平成29年８月10日 

就労条件総合調査 平成29年８月10日 

家内労働等実態調査 平成29年８月29日 

労働安全衛生調査 平成29年９月４日 

能力開発基本調査 平成29年９月５日 

派遣労働者実態調査 平成29年９月14日 

障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査 平成29年９月28日 

介護事業実態調査 平成29年10月２日 

年金制度基礎調査 平成29年10月13日 

地域保健・健康増進事業報告 平成29年10月13日 

保険医療材料等使用状況調査 平成29年10月20日 

地域児童福祉事業等調査 平成29年12月15日 

21 世紀出生児縦断調査（平成 22 年出生児） 平成30年１月12日 

児童養護施設入所児童等調査 平成30年１月17日 

労働災害動向調査 平成30年１月17日 

地域保健・健康増進事業報告 平成30年２月１日 

賃金構造基本統計調査 試験調査 平成30年３月５日 

喫煙環境に関する実態調査 平成30年３月５日 
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実施府省 一般統計調査の名称 最終承認年月日 

 労使関係総合調査 平成30年３月16日 

 社会保障・人口問題基本調査 平成30年３月27日 

農林水産省 2018 年漁業センサス試行調査 平成29年４月11日 

 野生鳥獣資源利用実態調査 平成29年７月５日 

 ６次産業化総合調査 平成29年９月26日 

 林業経営統計調査 平成29年９月26日 

 2020 年農林業センサス試行調査 平成29年10月27日 

 食品製造業における HACCP の導入状況実態調査 平成29年11月21日 

 生産者の米穀在庫等調査 平成29年12月15日 

 地域特産野菜生産状況調査 平成29年12月26日 

 畜産物流通調査 平成30年２月９日 

経済産業省 模倣被害実態調査 平成29年５月18日 

 工場立地動向調査 平成29年５月31日 

 化学物質排出把握管理促進法施行状況調査 平成29年５月31日 

 知的財産活動調査 平成29年５月31日 

 産業連関構造調査（商業マージン調査） 平成29年８月25日 

 産業連関構造調査（輸入品需要先調査） 平成29年８月25日 

 情報処理実態調査 平成29年９月１日 

 化学物質排出把握管理促進法施行状況調査 平成29年12月15日 

 製造工業生産予測調査 平成30年１月22日 

 金属加工統計調査 平成30年２月20日 

国土交通省 平成 30 年住生活総合調査試験調査 平成29年６月16日 

 平成 29 年度自動車輸送統計予備的調査 平成29年７月５日 

 訪日外国人消費動向調査 平成29年10月20日 

 旅行・観光消費動向調査 平成29年11月28日 

 旅行・観光消費動向調査 平成30年３月19日 

 建設副産物実態調査 平成30年３月26日 

環境省 
容器包装廃棄物の収集運搬・選別保管費用等に関するアンケ

ート調査 
平成29年12月21日 

 産業廃棄物排出・処理状況調査 平成30年１月４日 
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実施府省 一般統計調査の名称 最終承認年月日 

 大気汚染物質排出量総合調査 平成30年２月15日 

人事院 職種別民間給与実態調査 平成29年４月28日 

 退職公務員生活状況調査 平成29年８月25日 

 民間企業の勤務条件制度等調査 平成29年９月19日 

文部科学省・ 

厚生労働省 
21世紀出生児縦断調査（平成13年出生児） 平成29年12月20日 

総務省・ 

経済産業省 
情報通信業基本調査 平成29年12月27日 

農林水産省・ 

経済産業省 
容器包装利用・製造等実態調査 平成30年２月７日 

注）本表は、法第19条又は第21条の規定に基づき平成29年度に総務大臣に申請され、29年度中に承認された一般統計調査の承

認状況についてまとめたものである。 

 

 

 

資料 14 一般統計調査の年度別承認件数 

    （平成 25～29 年度） 

府省名 
平成 

29 年度 
平成 

28 年度 
平成 

27 年度 
平成 

26 年度 
平成 

25 年度 

内閣府 8 6 6 4 5 

総務省 13(1) 9 8(1) 8(1) 6 

財務省 0 2 1 0 1 

文部科学省 9(1) 9(1) 4 1 4 

厚生労働省 31(1) 29(1) 26 24 28 

農林水産省 10(1) 13 11 5 6 

経済産業省 12(2) 9(1) 4(1) 9(1) 9 

国土交通省 6 6(1) 9 8 9 

環境省 3 4 6 1 1 

人事院 3 3 1 3 3 

合計 92(3) 88(2) 75(1) 63(1) 72 
注１）（ ）内の数値は共管調査（複数の府省が共同で行う調査）の数であり、承認した統計調査件数

の内数。共管調査は、共管の府省にそれぞれ１件と計上しているため、各府省の承認件数を単純合

計しても、合計には一致しない。 

注２）平成26年度以降は、複数回承認されている場合それぞれ１件と計上している。 
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資料15 一般統計調査の結果の公表までの期間 

 

一般統計調査（経常調査）結果の公表までの平均期間 （平成29年度） 

府省名 
公表を行った件数 

（件） 
公表までの平均期間 

（日） 

人事院  3 202 

内閣府  9(1) 56 

総務省  6(1) 80 

財務省  4(1) 202 

文部科学省 10(2) 178 

厚生労働省 35(2) 174 

農林水産省 27(1) 88 

経済産業省 22(2) 73 

国土交通省 19 105 

環境省 5 150 

合計/全体平均 135(5) <138(4)> 120 <118> 

注１）公表までの平均期間は、各調査の調査期間終了時から第一報公表までの日数の平均である。 

注２）１つの一般統計調査において、月次調査・年次調査がある場合など、公表までの期間が複数種類あ

る場合、最も短い公表までの期間によって平均期間の計算を行っている。 

注３）（ ）内の数値は共管調査（複数の府省が共同で行う調査）の数であり、公表を行った一般統計調

査の結果の件数の内数。共管調査は、共管の府省にそれぞれ１件と計上しているため、各府省の公表

を行った一般統計調査の結果の件数を単純合計しても、合計には一致しない。 

注４）表中< >内は、平成28年度における実績。 

 

 

一般統計調査（周期調査等）の結果の公表までの期間 （平成29年度） 

府省名 一般統計調査の名称 
調査の 
周期 

公表までの期間 
（今回調査） 

公表までの期間 
（前回調査） 

前回調査 
との差 

内閣府 
男女間における暴力に関する

調査 
３年 

89日 

（H30.３公表） 

92日 

（H27.３公表） 
－３日 

総務省 
産業連関構造調査（企業の管

理活動等に関する実態調査） 
５年 

365日 

（H29.11公表） 

280日 

（H25.10公表） 
＋85日 

文部科学省 

子供の学習費調査 ２年 
221日 

(H29.12公表) 

224日 

(H27.12公表) 
－３日 

ポストドクター等の雇用・進

路に関する調査 
３年 

39日 

(H29.８公表) 

60日 

(H26.８公表) 
－21日 

学校給食栄養報告 ２年 
182日 

(H29.６公表) 

396日 

(H28.２公表) 
－214日 

厚生労働省 

産業連関構造調査（医療業・

社会福祉事業等投入調査） 
５年 

296日 

（H29.８公表） 

124日 

（H26.３公表） 
＋172日 

労働安全衛生調査（実態調

査） 
５年 

291日 

（H29.９公表） 

328日 

（H28.10公表） 
－37日 
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府省名 一般統計調査の名称 
調査の 
周期 

公表までの期間 
（今回調査） 

公表までの期間 
（前回調査） 

前回調査 
との差 

厚生労働省 

医師・歯科医師・薬剤師調査 ２年 
289日 

（H29.12公表） 

292日 

（H27.12公表） 
－３日 

雇用の構造に関する実態調査

（パートタイム労働者総合実態調査） 
不定期 

293日 

（H29.９公表） 

389日 

（H24.８公表） 
－96日 

歯科疾患実態調査 ５年 
184日 

（H29.６公表） 

184日 

（H24.６公表） 
０日 

介護事業実態調査（介護事業

経営実態調査） 
３年 

148日 

（H29.10公表） 

156日 

（H26.10公表） 
－８日 

医療品価格調査 ２年 
29日 

（H29.12公表） 

29日 

（H27.12公表） 
０日 

特定保険医療材料・再生医療

等製品価格調査 
２年 

37日 

（H29.12公表） 

42日 

（H27.12公表） 
－５日 

労務費率調査 ３年 
192日 

（H29.12公表） 

189日 

（H26.12公表） 
＋３日 

全国ひとり親世帯等調査 ５年 
280日 

（H29.12公表） 

227日 

（H24.９公表） 
＋53日 

家内労働等実態調査 ３年 
149日 

（H30.３公表） 

145日 

（H27.３公表） 
＋４日 

ホームレスの実態に関する全

国調査 
５年 

293日 

（H29.９公表） 

88日 

（H24.４公表） 
＋205日 

中国残留邦人等実態調査 不定期 
553日 

（H29.７公表） 

259日 

（H22.10公表） 
＋294日 

障害福祉サービス等経営実態

調査 
３年 

84日 

（H29.11公表） 

104日 

（H26.10公表） 
－20日 

医療経済実態調査 ２年 
69日 

（H29.11公表） 

29日 

（H27.11公表） 
＋40日 

訪問介護療養費実態調査 ２年 
101日 

（H30.２公表） 

138日 

（H28.３公表） 
－37日 

社会保障・人口問題基本調査

（人口移動調査） 
５年 

448日 

（H29.10公表） 

546日 

（H25.１公表） 
－98日 

農林水産省 産業連関構造調査 ５年 
357日 

（H29.９公表） 

220日 

（H25.７公表） 
＋137日 

経済産業省 
産業連関構造調査（資本財販

売先調査） 
５年 

264日 

（H29.11公表） 

297日 

（H25.11公表） 
－33日 

国土交通省 

産業連関構造調査（建築工事

費投入調査） 
５年 

423日 

（H30.３公表） 

768日 

（H27.４公表） 
－345日 

産業連関構造調査（土木工事

費投入調査） 
５年 

457日 

（H30.３公表） 

796日 

（H27.４公表） 
-339日 

産業連関構造調査（公共事業

工事費投入調査） 
５年 

485日 

（H30.３公表） 

858日 

（H27.４公表） 
－373日 

産業連関構造調査（独立行政

法人等土木工事費投入調査） 
５年 

515日 

（H30.３公表） 

888日 

（H27.４公表） 
－373日 

産業連関構造調査（土木工事

間接工事費投入調査） 
５年 

485日 

（H30.３公表） 

858日 

（H27.４公表） 
－373日 
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府省名 一般統計調査の名称 
調査の 
周期 

公表までの期間 
（今回調査） 

公表までの期間 
（前回調査） 

前回調査 
との差 

国土交通省 

産業連関構造調査（公共事業

工事費投入調査の予備調査） 
５年 

668日 

（H30.３公表） 

1041日 

（H27.４公表） 
－373日 

産業連関構造調査（不動産業

投入調査） 
５年 

423日 

（H30.３公表） 

768日 

（H27.４公表） 
－345日 

産業連関構造調査（運輸関連

事業投入調査） 
５年 

237日 

（H29.７公表） 

229日 

（H25.７公表） 
＋８日 

建設資材・労働力需要実態調

査 
２年 

362日 

（H30.３公表） 

389日 

（H29.３公表） 
－27日 

全国道路・街路交通情勢調査 ５年 
578日 

（H29.７公表） 

723日 

（H24.12公表） 
－145日 

注１）公表までの期間は、各調査の調査期間終了時から第一報公表までの日数である。なお、１つの統計調査において、公表まで

の期間が複数種類ある場合、最も短い公表までの期間を記載している。 

注２）一般統計調査(周期調査)のうち、新規調査及び調査の周期が１回限りとなっている調査については、記載していない。 
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資料16 都道府県別統計調査の届出件数、実施件数、中止件数 

 （平成29年度） 

 
都道府県名 

届出件数 調査 
実施 
件数 

調査 
中止 
件数 

 
都道府県名 

届出件数 調査 
実施 
件数 

調査 
中止 
件数 新規 変更 新規 変更 

北海道 
青森県 
岩手県 
宮城県 
秋田県 
山形県 
福島県 
茨城県 
栃木県 
群馬県 
埼玉県 
千葉県 
東京都 
神奈川県 
新潟県 
富山県 
石川県 
福井県 
山梨県 
長野県 
岐阜県 
静岡県 
愛知県 
三重県 

1 
4 
 
 
1 
 
1 
2 
3 
1 
4 
6 
8 
4 
2 
 
 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
3 

1 
2 
5 
6 
1 
1 
1 
 
1 
 
3 
3 
6 
1 
3 
1 
1 
4 
 
4 
2 
1 
6 
4 

3 
16 
7 
8 
5 
12 
19 
8 
11 
2 
12 
22 
43 
11 
22 
6 
11 
13 
6 
16 
9 
11 
13 
11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
3 

滋賀県 
京都府 
大阪府 
兵庫県 
奈良県 
和歌山県 
鳥取県 
島根県 
岡山県 
広島県 
山口県 
徳島県 
香川県 
愛媛県 
高知県 
福岡県 
佐賀県 
長崎県 
熊本県 
大分県 
宮崎県 
鹿児島県 
沖縄県 

3 
2 
7 
1 
 
 
7 
2 
2 
2 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
1 
 
1 
1 
3 

4 
3 
5 
1 
4 
1 
5 
2 
 
3 
3 
 
 
2 
3 
1 
2 
 
2 
3 
1 
2 
 

18 
7 
14 
5 
8 
1 
20 
9 
7 
7 
7 
5 
6 
4 
11 
8 
5 
1 
7 
7 
9 
12 
14 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

合計 87 104 489 8 

注１）調査の中止は総務大臣への届出の対象となっていないため、中止件数は届出件数の外数である。 

注２）都道府県と指定都市が共管している調査については、それぞれに計上している。 

 

 

資料17 指定都市別統計調査の届出件数、実施件数、中止件数 

（平成29年度） 

指定都市名 
届出件数 調査 

実施 
件数 

調査 
中止 
件数 

指定都市名 
届出件数 調査 

実施 
件数 

調査 
中止 
件数 新規 変更 新規 変更 

札幌市 
仙台市 
さいたま市 
千葉市 
横浜市 
川崎市 
相模原市 
新潟市 
静岡市 
浜松市 
名古屋市 

1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
 
2 
 
1 

 
1 
1 
1 
 
1 
 
3 
1 
 
 

2 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
 
2 

 京都市 
大阪市 
堺市 
神戸市 
岡山市 
広島市 
北九州市 
福岡市 
熊本市 

 
1 
 
2 
2 
4 
10 
2 
4 

 
 
1 
3 
 
 
5 
 
 

 
3 
1 
5 
2 
6 
19 
2 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

合計 39 17 62 0 
注１）調査の中止は総務大臣への届出の対象となっていないため、中止件数は届出件数の外数である。 

注２）都道府県と指定都市が共管している調査については、それぞれに計上している。 
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統計の作成等 名簿作成
内閣府 6 6 0
　企業行動に関するアンケート調査 1 1 0
　高齢者の健康に関する調査 1 1 0
　消費動向調査 2 2 0
　法人企業景気予測調査 2 2 0
総務省 47 44 3

国勢調査（※） 11 11 0
住宅・土地統計調査（※） 4 4 0
労働力調査（※） 4 4 0
小売物価統計調査（※） 1 1 0
家計調査（※） 3 3 0
個人企業経済調査（※） 1 1 0
科学技術研究調査（※） 1 1 0
全国消費実態調査（※） 1 1 0
社会生活基本調査（※） 1 1 0
経済センサス‐基礎調査（※） 6 4 2
経済センサス‐活動調査（※） 8 8 0
家計消費状況調査 2 2 0
通信利用動向調査 1 1 0
サービス産業動向調査 2 1 1
産業連関構造調査（サービス産業・非営利団体等調査） 1 1 0

財務省 8 8 0
法人企業統計調査（※） 6 6 0
法人企業景気予測調査 2 2 0

文部科学省 79 70 9
学校基本調査（※） 63 56 7
社会教育調査（※） 4 2 2
学校教員統計調査(※) 9 9 0
子供の学習費調査 1 1 0
学校における教育の情報化の実態等に関する調査 2 2 0

厚生労働省 239 228 11
人口動態調査（※） 24 23 1
毎月勤労統計調査（※） 2 2 0
医療施設調査（※） 22 15 7
患者調査（※） 14 14 0
賃金構造基本統計調査（※） 19 19 0
国民生活基礎調査（※） 30 30 0
福祉行政報告例 8 8 0
パートタイム労働者総合実態調査 2 2 0
病院報告 8 7 1
医師・歯科医師・薬剤師調査 5 5 0
社会福祉施設等調査 3 3 0
介護サービス施設・事業所調査 25 23 2
介護給付費等実態調査 24 24 0
21世紀成年者縦断調査 3 3 0
21世紀出生児縦断調査 3 3 0
就労条件総合調査 3 3 0
院内感染対策サーベイランス 5 5 0
健康保険・船員保険被保険者実態調査 1 1 0
雇用動向調査 4 4 0
受療行動調査 2 2 0
中高年者縦断調査 6 6 0
転職者実態調査 1 1 0
能力開発基本調査 1 1 0
労働安全衛生調査 2 2 0
労働経済動向調査 2 2 0
社会医療診療行為別調査 4 4 0
社会保障・人口問題基本調査 16 16 0

農林水産省 62 60 2
農林業センサス（※） 23 22 1
海面漁業生産統計調査（※） 5 5 0
漁業センサス（※） 4 3 1
農業経営統計調査（※） 11 11 0
農業物価統計調査 1 1 0
漁業経営調査 2 2 0
農業構造動態調査 4 4 0
集落営農実態調査 8 8 0
新規就農者調査 2 2 0
集落営農活動実態調査 2 2 0

資料18　法第32条の規定に基づく調査票情報の二次利用（実績）（平成29年度）

区分 利用件数
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統計の作成等 名簿作成
区分 利用件数

経済産業省 119 107 12
工業統計調査（※） 9 8 1
経済産業省生産動態統計調査（※） 20 18 2
商業統計調査（※） 3 3 0
石油製品需給動態統計調査（※） 1 1 0
商業動態統計調査（※） 13 12 1
経済産業省特定業種石油等消費統計調査（※） 5 4 1
経済産業省企業活動基本調査（※） 23 19 4
経済センサス-活動調査（※） 15 15 0
海外事業活動基本調査 9 8 1
情報通信業基本調査 1 1 0
外資系企業動向調査 1 1 0
情報処理実態調査 2 2 0
純粋持株会社実態調査 1 1 0
専門量販店販売統計調査 4 3 1
海外現地法人四半期調査 2 2 0
エネルギー消費統計調査 1 1 0
石油輸入調査 1 1 0
知的財産活動調査 6 5 1
中小企業実態基本調査 2 2 0

国土交通省 97 95 2
港湾調査（※） 1 1 0
造船造機統計調査（※） 6 6 0
建築着工統計調査（※） 6 6 0
鉄道車両生産動態統計調査（※） 1 1 0
建設工事統計調査（※） 4 2 2
船員労働統計調査（※） 1 1 0
自動車輸送統計調査（※） 5 5 0
内航船舶輸送統計調査（※） 3 3 0
全国輸入コンテナ貨物流動調査 1 1 0
建築物リフォーム・リニューアル調査 1 1 0
大都市交通センサス 1 1 0
住生活総合調査 1 1 0
バルク貨物流動調査 1 1 0
鉄道輸送統計調査 2 2 0
航空輸送統計調査 3 3 0
全国貨物純流動調査 14 14 0
航空旅客動態調査 8 8 0
ユニットロード貨物流動調査 1 1 0
パーソントリップ調査 2 2 0
東京都市圏物資流動調査 1 1 0
近畿圏物資流動調査 4 4 0
国際航空旅客動態調査 8 8 0
国際航空貨物動態調査 3 3 0
宿泊旅行統計調査 3 3 0
船員労働統計母集団調査 1 1 0
幹線旅客流動実態調査 4 4 0
自動車燃料消費量調査 1 1 0
訪日外国人消費動向調査 10 10 0

環境省 3 3 0
家庭からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態調査　全国試験調査 3 3 0

（国の行政機関）小　計 660 621 39

日本銀行 2 2 0
全国企業短期経済観測調査 2 2 0

合　計 662 623 39

    　

注１）平成29年度に利用を開始したものの件数であり、28年度以前から継続して利用しているものは含まない。

注２）調査名の末尾に「（※）」を付した統計調査は、基幹統計調査であることを示す。

また、統廃合された統計調査を含んだ件数となっている。

注３）１件の申請で複数の利用目的に該当するものについては、利用目的ごとに件数を計上している。
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統計の
作成等

名簿作成 公的機関
（１号）

調査研究
（２号）

特別な事由

（３号）

内閣府 4 4 0 0 0 0 0
企業行動に関するアンケート調査 2 2 0 0 0 0 0
法人企業景気予測調査 1 1 0 0 0 0 0
民間企業投資・除去調査 1 1 0 0 0 0 0

総務省 400 301 99 93 4 89 0
国勢調査（※） 106 106 0 13 1 12 0
住宅・土地統計調査（※） 15 15 0 0 0 0 0
労働力調査（※） 38 38 0 6 0 6 0
小売物価統計調査（※） 30 30 0 0 0 0 0
家計調査（※） 7 7 0 7 0 7 0
個人企業経済調査（※） 2 2 0 0 0 0 0
科学技術研究調査（※） 12 10 2 3 0 3 0
就業構造基本調査（※） 6 6 0 14 0 14 0
全国消費実態調査（※） 15 15 0 18 0 18 0
社会生活基本調査（※） 5 5 0 14 0 14 0
経済センサス‐基礎調査（※） 127 32 95 5 1 4 0
経済センサス‐活動調査（※） 27 26 1 4 1 3 0
事業所・企業統計調査 4 4 0 4 1 3 0
情報通信業基本調査 1 0 1 0 0 0 0
サービス産業動向調査 3 3 0 0 0 0 0
家計消費状況調査 1 1 0 2 0 2 0
産業連関構造調査（企業の管理活動等に関する実態調査） 1 1 0 0 0 0 0
通信利用動向調査 0 0 0 1 0 1 0
貯蓄動向調査 0 0 0 2 0 2 0

財務省 16 15 1 6 0 6 0
法人企業統計調査（※） 16 15 1 6 0 6 0

文部科学省 178 175 3 3 0 3 0
学校基本調査（※） 165 162 3 1 0 1 0
学校教員統計調査（※） 2 2 0 0 0 0 0
学校保健統計調査（※） 2 2 0 1 0 1 0
社会教育調査（※） 1 1 0 0 0 0 0
地方教育費調査 2 2 0 0 0 0 0
体力・運動能力調査 5 5 0 0 0 0 0
児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関
する調査

1 1 0 1 0 1 0

厚生労働省 1,227 1,223 4 206 23 181 2
人口動態調査（※） 770 768 2 57 14 42 1
毎月勤労統計調査（地方調査)（※） 1 1 0 0 0 0 0
薬事工業生産動態統計調査（※） 37 37 0 0 0 0 0
医療施設調査（※） 71 71 0 6 1 5 0
患者調査（※） 24 24 0 9 1 8 0
賃金構造基本統計調査（※） 39 39 0 7 0 7 0
国民生活基礎調査（※） 36 35 1 29 1 28 0
病院報告 48 48 0 4 1 3 0
地域保健・健康増進事業報告 19 19 0 0 0 0 0
医師・歯科医師・薬剤師調査 48 48 0 7 0 6 1
受療行動調査 0 0 0 1 0 1 0
社会福祉施設等調査 21 21 0 3 0 3 0
介護サービス施設・事業所調査 20 20 0 7 1 6 0
介護給付費等実態調査 0 0 0 14 2 12 0
21世紀出生児縦断調査 2 2 0 13 0 13 0
21世紀成年者縦断調査 0 0 0 11 0 11 0
中高年者縦断調査 1 1 0 9 1 8 0
労使関係総合調査 45 44 1 2 0 2 0
雇用動向調査 3 3 0 2 0 2 0
労働安全衛生関連調査 0 0 0 2 0 2 0
衛生行政報告例 1 1 0 0 0 0 0
国民健康・栄養調査 33 33 0 19 0 19 0
能力開発基本調査 2 2 0 0 0 0 0
被保護調査 1 1 0 1 1 0 0
医療扶助実態調査 1 1 0 1 0 1 0
社会保障・人口問題基本調査（出生動向基本調
査）

0 0 0 2 0 2 0

社会保障・人口問題基本調査（生活と支え合いに
関する調査）

1 1 0 0 0 0 0

就業形態の多様化に関する総合実態調査 1 1 0 0 0 0 0
就労条件総合調査 2 2 0 0 0 0 0

資料19　法第33条の規定に基づく調査票情報の提供（実績）（平成29年度）

区分 33条第１号 33条第２号
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統計の
作成等

名簿作成 公的機関
（１号）

調査研究
（２号）

特別な事由

（３号）
区分 33条第１号 33条第２号

農林水産省 31 29 2 4 0 4 0
農林業センサス（※） 5 3 2 2 0 2 0
牛乳乳製品統計調査（※） 7 7 0 0 0 0 0
農業経営統計調査（※） 4 4 0 1 0 1 0
木材統計調査（※） 10 10 0 0 0 0 0
作物統計調査（※） 1 1 0 0 0 0 0
内水面漁業生産統計調査 1 1 0 0 0 0 0
６次産業化総合調査 1 1 0 1 0 1 0
森林総合一斉調査 1 1 0 0 0 0 0
青果物卸売市場調査 1 1 0 0 0 0 0

経済産業省 509 483 26 17 0 17 0
工業統計調査（※） 129 111 18 3 0 3 0
経済産業省生産動態統計調査（※） 52 52 0 0 0 0 0
商業統計調査（※） 23 21 2 1 0 1 0
商業動態統計調査（※） 14 13 1 0 0 0 0
特定サービス産業実態調査（※） 2 1 1 0 0 0 0
経済産業省特定業種石油等消費統計調査（※） 2 2 0 1 0 1 0
経済産業省企業活動基本調査（※） 35 34 1 5 0 5 0
経済センサス‐活動調査（※） 209 209 0 3 0 3 0
製造工業生産予測調査 1 1 0 0 0 0 0
特定サービス産業動態統計調査 3 2 1 0 0 0 0
海外事業活動基本調査 14 14 0 3 0 3 0
産業連関構造調査（商業マージン調査） 1 0 1 0 0 0 0
平成１７年及び平成２３年商品流通調査 2 2 0 0 0 0 0
情報通信業基本調査 1 1 0 0 0 0 0
工場立地動向調査 13 13 0 0 0 0 0
外資系企業動向調査 1 1 0 0 0 0 0
非鉄金属海外鉱等受入調査 1 1 0 0 0 0 0
非鉄金属等需給動態統計調査 1 1 0 0 0 0 0
知的財産活動調査 2 1 1 0 0 0 0
中小企業実態基本調査 2 2 0 0 0 0 0
エネルギー消費統計調査 1 1 0 1 0 1 0

国土交通省 207 206 1 38 14 10 14
建築着工統計調査（※） 25 25 0 0 0 0 0
造船造機統計調査（※） 12 12 0 0 0 0 0
鉄道車両等生産動態統計調査（※） 3 3 0 0 0 0 0
法人土地・建物基本調査（※） 1 1 0 0 0 0 0
大都市交通センサス 8 8 0 3 3 0 0
ユニットロード貨物流動調査 1 1 0 1 1 0 0
全国輸出入コンテナ貨物流動調査 6 6 0 5 5 0 0
近畿圏物資流動調査 4 4 0 0 0 0 0
東京都市圏物資流動調査 2 2 0 0 0 0 0
全国貨物純流動調査 12 12 0 0 0 0 0
全国都市交通特性調査 8 8 0 1 1 0 0
パーソントリップ調査 38 38 0 15 4 1 10
住生活総合調査 1 1 0 0 0 0 0
建設副産物実態調査 1 1 0 0 0 0 0
航空輸送統計調査 0 0 0 1 0 1 0
航空旅客動態調査 7 7 0 3 0 2 1
国際航空旅客動態調査 7 7 0 2 0 2 0
国際航空貨物動態調査 0 0 0 1 0 1 0
宿泊旅行統計調査 54 53 1 1 0 0 1
旅行・観光消費動向調査 2 2 0 0 0 0 0
訪日外国人消費動向調査 14 14 0 4 0 2 2
観光地域経済調査 1 1 0 1 0 1 0

環境省 12 12 0 2 0 2 0
大気汚染物質排出量総合調査 11 11 0 0 0 0 0

家庭からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態
調査 全国試験調査

1 1 0 2 0 2 0

合　計 2,584 2,448 136 369 41 312 16
（参考）　内訳（提供先）

国 185 174 11 1 1 0 0
地方公共団体 2,197 2,083 114 2 1 1 0
大学 61 61 0 299 23 273 3
独立行政法人等その他 141 130 11 67 16 38 13

注１）平成29年度中に利用を開始したものの件数であり、28年度以前から継続して利用しているものは含まない。

注２）区分欄の統計調査名の末尾に「（※）」を付した統計調査は、基幹統計調査であることを示す。

また、統廃合された統計調査を含んだ件数となっている。

注３）提供先の属性（国、地方公共団体、大学、独立行政法人等その他の別）について、国立大学法人は、「大学」に含まれる。

また、機関に所属する者が個人として統計法第33条第２号の規定に基づき調査票情報の提供を受ける場合も、所属する機関

の分類に含めている。

153



 

資料 20 「調査票情報の二次利用及び提供」の活用事例 

（平成 29 年度） 

平成 29 年度における調査票情報の二次利用の件数は、112 調査に係る 662 件となっている。 

また、国の行政機関が、公的機関へ調査票情報を提供した件数（法第 33 条第１号に該当する

もの）は、104 調査に係る 2,584 件（提供先別の内訳は、国：185 件、地方公共団体：2,197 件、

大学：61 件、独立行政法人等その他：141 件）となっており、公的機関が行う統計の作成等と同

等の公益性を有する統計の作成等を行う者への提供件数（法第 33 条第２号に該当するもの）は、

61 調査に係る 369 件（提供先別の内訳は、国：１件、地方公共団体：２件、大学：299 件、独立

行政法人等その他：67 件）となっている。 

具体的な利用目的等の例は、表のとおり、各種政策の立案等に係る基礎資料として活用されて

おり、①白書や年次報告書等の作成のために用いる場合、②審議会等で利用する資料作成のため

に用いる場合、③国政・地方行政の各種基本計画等の作成に用いる場合、④統計調査等のために

用いる場合（統計調査の名簿作成及びプレプリント、調査手法や推計方法等の検討、加工統計（国

民経済計算、県民経済計算等）の作成等）などに分類できる。 

（備考）１ 提供先別の内訳について、機関に所属する者が法第 33 条第２号の規定に基づき調査票情報の

提供を受ける場合も、所属する機関の分類に含めて整理している。 

２ オーダーメード集計及び匿名データを利用した研究事例については、（独）統計センターＨＰを

参照。 

 （http://www.nstac.go.jp/services/jisseki.html） 

３ 政令で定める地方公共団体（平成 30 年３月末現在で、47 都道府県及び 20 指定都市）が実施し

た統計調査に係る調査票情報については、当該地方公共団体の条例の規定に基づき二次利用等が

行われている。なお、オーダーメード集計及び匿名データに関する規定を定めている地方公共団

体も少数みられるが、これまでのところ利用実績は無い。 
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表 「調査票情報の二次利用及び提供」の具体例（平成 29 年度） 

（所管府省） 
統計調査名 

提供先 
（注１） 

調査票情報の利用目的 

類型 
（注２） 概要 

（内閣府） 

法人企業景気予測
調査 

－ 
その他 

企業の利益配分のスタンスや設備投資行動の実態やその
特性を実証的に分析するために利用 

（総務省） 

国勢調査 － 統計調査 各種統計調査の調査区域となる調査区の境界確認に利用 

労働力調査 － その他 

雇用情勢の変化等に応じた就業・失業・非労働力状態の詳
細分析及び政府の経済政策・雇用政策の策定・実施に資する
ための資料の作成に利用 

全国消費実態調査 － その他 
 現在提供している「一般用ミクロデータ」について、相関
関係を反映した改善を目的とした統計表の作成に利用 

小売物価統計調査 地方公共団体 その他 地方公共団体における消費者物価指数等の作成に利用 

住宅・土地統計調査 地方公共団体 基本計画 
地方公共団体における空家対策の検討に資するための基

礎資料の作成に利用 

経済センサス－基
礎調査 

地方公共団体 統計調査 各種統計調査の調査対象名簿の作成に利用 

経済センサス－活
動調査 

地方公共団体 統計調査 地方公共団体における産業連関表の作成に利用 

（財務省） 

法人企業統計調査 
総務省又は 

経済産業省 
統計調査 

本調査によって得られた結果を「経済産業省企業活動基
本調査」や「情報通信業基本調査」の調査事項の一部に代替 

（文部科学省） 

学校基本調査 地方公共団体 その他 
地方交付税法（昭和 25 年法律第 211 号）に基づく基準財

政需要額の算定基礎を算出するための統計の作成に利用 

体力・運動能力調査 地方公共団体 その他 

地方公共団体におけるスポーツ推進計画や総合基本計画
等の数値目標の進捗状況を把握するとともに今後のスポー
ツ推進方策の基礎資料の作成に利用

（厚生労働省） 

医療施設調査 
患者調査 

－ その他 

医療法（昭和 23 年法律第 205 号）に基づく医療計画の作
成に必要な５疾病・５事業、在宅医療及び医療従事者の確保
に関する指標等について検討・作成するために利用 

国民生活基礎調査 － その他 
「超高齢・人口減少社会において多様な生活者を支える

医療保障の持続性を目指す実証研究」のために利用 

介護サービス施設・
事業所調査 

－ その他 
訪問看護ステーション等の実態を把握・分析し、平成 30

年介護報酬改定における議論の基礎資料の作成に利用 

人口動態調査 地方公共団体 その他 がん対策推進上の基礎資料の作成に利用 

医療施設調査 地方公共団体 その他 

在宅療養患者数及び看取り件数の将来推計を行う等、今
後の在宅医療推進に関わる基本方針の検討に当たっての基
礎資料の作成に利用 

賃金構造基本統計
調査 

地方公共団体 その他 

地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）に規定する趣旨
に基づき、県職員の給与制度を検討する基礎資料として、県
内の民間賃金の実態把握に利用 

国民健康・栄養調査 独立行政法人 統計調査 
栄養素及び食品の摂取状況の適切性の評価に関する研究

の一環に利用 

（農林水産省） 

農林業センサス － その他 
平成 29 年度食料・農業・農村白書」において、次世代

を担う若手農業者の分析を行うために利用 
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（所管府省） 
統計調査名 

提供先 
（注１） 

調査票情報の利用目的 

類型 
（注２） 概要 

農業経営統計調査 － 白書 
「平成 29 年度水産白書」において、経営規則別の経営

体の経営状況をより詳細に分析・考察するために利用 

牛乳乳製品統計調
査 経済産業省 

統計調査 
経済産業局管内における鉱工業生産・出荷・在庫・在庫率

指数の作成に利用 

（経済産業省） 

経済産業省生産動
態統計調査 

－ 統計調査 鉱工業指数の基準改定（2015 年基準）に利用 

経済産業省企業活
動基本調査 

－ その他 
補助金の交付企業と不交付企業による比較等により、政

策効果の因果関係を示すエビデンスの特定・分析に利用 

工業統計調査 内閣府 統計調査 

「国民経済計算」の年次推計の一環として、①財貨・サ
ービスの供給と需要表、②経済活動別国内総生産・要素所
得表、③経済活動別財貨・サービスの産出表の作成に利用 

商業統計調査 地方公共団体 基本計画 
中心市街地活性化基本計画の策定や評価に係る基礎デー

タの作成に利用

経済センサス－活
動調査 

独立行政法人 その他 企業成長のエンジンに関するミクロ実証分析に利用 

（国土交通省） 

建築着工統計調査 － その他 
建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）の法改正を検討

するための基礎資料の作成に利用 

パーソントリップ
調査 

地方公共団体 その他 

市内における自動車等による移動実態を集計・分析し、超
小型モビリティによるシェアリングシステム導入可能性検
討の基礎資料の作成に利用 

宿泊旅行統計調査 復興庁 その他 
東日本大震災からの復興の現状及び課題について的確に

把握するための基礎データの作成に利用 

訪日外国人消費動
向調査 

独立行政法人 その他 
地域別インバウンドの現状分析に係る基礎資料の作成に

利用 

（環境省） 

大気汚染物質排出
量総合調査 

地方公共団体 基本計画 

地球温暖化防止実行計画の進捗管理を行うにあたり、市
域の最終エネルギー消費量及び温室効果ガス排出量を算定
するための基礎資料として利用 

（注）１ 「提供先」が統計調査の所管府省と同一の場合（調査票情報の二次利用の場合）は、「－」としている。 

２ 「類型」は以下のとおり 

・白書：白書や年次報告書等の作成のために用いる場合

・審議会:審議会等で利用する資料作成のために用いる場合

・基本計画：国政・地方行政の各種基本計画等の作成に用いる場合

・統計調査：統計調査等のために用いる場合（統計調査の名簿作成及びプレプリント、調査手法や推計方法

等の検討、加工統計（国民経済計算、県民経済計算等）の作成等） 

・その他：上記以外

（複数に該当する場合もあるが、本表では主なもののみを記載）
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（１）オーダーメード集計の利用可能な統計調査

統計調査名 提供対象 統計調査数
年次単位の

提供数
統計

調査数
年次単位
提供数

統計
調査数

年次単位
提供数

統計
調査数

年次単位
提供数

統計
調査数

年次単位
提供数

統計
調査数

年次単位
提供数

統計
調査数

年次単位
提供数

統計
調査数

年次単位
提供数

統計
調査数

年次単位
提供数

1 5 3 12 3 16 3 19 3 22 3 29 3 32 3 35 3 38
法人企業景気予測調査
（財務省と共管）

平成16年４－６月期
  ～29年7－9月期 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 11 1 12 1 13 1 14

企業行動に関するアンケート調査 平成18年度～平成28年度 0 0 1 3 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11

消費動向調査 平成16年度～平成28年度 0 0 1 3 1 4 1 5 1 6 1 10 1 11 1 12 1 13

1 4 8 36 8 52 8 74 8 94 8 110 8 115 8 119 9 125

国勢調査
昭和55年、60年、平成２年、７
年、12年、17年、22年、27年 1 4 1 4 1 4 1 4 1 6 1 7 1 7 1 7 1 8

住宅・土地統計調査
昭和53年、58年、63年、平成５
年、10年、15年、20年、25年 0 0 1 2 1 4 1 4 1 5 1 7 1 8 1 8 1 8

労働力調査
昭和55年１月～平成28年12月
（月次調査） 0 0 1 20 1 22 1 23 1 33 1 34 1 35 1 36 1 37

家計調査
昭和56年１月～平成28年12月
（月次調査） 0 0 1 4 1 4 1 23 1 24 1 33 1 34 1 35 1 36

就業構造基本調査
昭和54年、57年、62年、平成４
年、９年、14年、19年、24年 0 0 1 2 1 4 1 4 1 6 1 8 1 8 1 8 1 8

全国消費実態調査 平成11年、16年、21年、26年 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 4 1 4

社会生活基本調査
昭和56年、61年、平成３年、８
年、13年、18年、23年、28年 0 0 1 1 1 4 1 4 1 7 1 7 1 7 1 7 1 8

家計消費状況調査
平成14年１月～平成28年12月
（月次調査） 0 0 1 2 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15

経済センサス‐基礎調査 平成26年 1 1

1 5 2 33 2 35 2 37 2 39 2 42 2 44 2 46 2 48

年次別法人企業統計調査 昭和58年度～平成28年度 0 0 1 27 1 28 1 29 1 30 1 31 1 32 1 33 1 34
法人企業景気予測調査
（内閣府と共管）

平成16年４－６月期
  ～29年7－9月期 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 11 1 12 1 13 1 14

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 7 1 7

学校基本調査 平成20年度～26年度 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 7 1 7

0 0 3 4 5 9 5 14 5 17 5 22 5 25 5 29 5 34

人口動態調査（出生票、死亡票） 平成19年～27年 0 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 8 1 9

毎月勤労統計調査（特別調査） 平成21年～28年 0 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

医療施設（静態）調査 平成20年、23年、26年 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3

患者調査 平成20年、23年、26年 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3

賃金構造基本統計調査 平成18年～28年 1 1 1 2 1 3 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11

2 3 3 5 3 6 4 7 5 15 5 19 5 23 5 27 5 30

農林業センサス 平成17年、22年、27年 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3

海面漁業生産統計調査 平成19～28年 0 0 1 2 1 2 1 2 1 5 1 7 1 8 1 9 1 10

漁業センサス 平成15年、20年、25年 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3

木材統計調査（製材月別統計調査） 平成23～28年 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

農業経営統計調査 平成20～27年 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

0 0 0 0 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

経済産業省企業活動基本調査
平成20年度調査～28年度調査
（19年度実績～27年度実績） 0 0 0 0 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

0 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

建築着工統計調査
平成21年4月～平成29年3月
（月次調査） 0 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
家庭からの二酸化炭素排出量の推計
に係る実態調査 全国試験調査

平成26年10月～平成27年9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

5 13 20 87 23 119 24 154 25 192 25 228 25 247 25 265 27 286

1 5 1 6 1 7 1 8 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14

短観（全国企業短期経済観測調査）
平成16年3月調査から平成29年
9月調査までの各調査回 1 5 1 6 1 7 1 8 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14

6 18 21 93 24 126 25 162 26 202 26 239 26 259 26 278 28 300

（２） 匿名データの利用可能な統計調査

統計調査名 提供対象 統計調査数
年次単位の

提供数
統計

調査数
年次単位
提供数

統計
調査数

年次単位提
供数

統計
調査数

年次単位
提供数

統計
調査数

年次単位
提供数

統計
調査数

年次単位
提供数

統計
調査数

年次単位
提供数

統計
調査数

年次単位
提供数

統計
調査数

年次単位
提供数

2 7 4 13 5 33 5 34 6 37 6 38 6 39 6 40 6 41

国勢調査 平成12年、17年 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

住宅・土地統計調査 平成５年、10年、15年 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3

労働力調査
平成元年１月～平成24年12月
（月次調査） 0 0 0 0 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 24

就業構造基本調査 平成４年、９年、14年、19年 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4

全国消費実態調査 平成元年、６年、11年、16年 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4

社会生活基本調査 平成３年、８年、13年、18年 1 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4

0 0 0 0 1 1 1 2 1 3 1 3 1 4 1 5 1 5

国民生活基礎調査
平成10年、13年、16年、19年、
22年 0 0 0 0 1 1 1 2 1 3 1 3 1 4 1 5 1 5

2 7 4 13 6 34 6 36 7 40 7 41 7 43 7 45 7 46合計

総務省

厚生労働省

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

日本銀行

合計
注）共管調査（複数の府省が共同で行う調査）については、共管の府省にそれぞれ計上しているため、各府省ごとの件数と合計は一致しない。

府省名
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

文部科学省

厚生労働省

農林水産省

経済産業省

国土交通省

環境省

（国の行政機関）小計

総務省

財務省

内閣府

平成29年度
府省等名

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

資料21　オーダーメード集計及び匿名データの利用可能な統計調査【各府省、日本銀行の報告事項】
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（１）オーダーメード集計の提供実績

統計調査名 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 累　計

0 1 0 1 1 0 1 1 0 5

法人企業景気予測調査（財務省と共管） 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

企業行動に関するアンケート調査 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

消費動向調査 - 0 0 1 1 0 1 1 0 4

4 9 9 16 9 22 20 12 17 118

国勢調査 4 8 2 8 5 9 7 7 4 54

住宅・土地統計調査 - 0 4 3 2 3 3 1 3 19

労働力調査 - 1 0 3 0 0 0 2 2 8

家計調査 - 0 1 1 0 1 5 1 3 12

就業構造基本調査 - 0 0 1 2 6 3 1 6 19

全国消費実態調査 - 0 1 1 0 0 1 0 1 4

社会生活基本調査 - 0 1 0 0 3 1 1 0 6

家計消費状況調査 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経済センサス‐基礎調査 - - - - - - - - 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

年次別法人企業統計調査 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

法人企業景気予測調査（内閣府と共管） 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

学校基本調査 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 1 3 3 4 1 1 5 18

人口動態調査 - 0 1 1 0 1 1 1 2 7

毎月勤労統計調査（特別調査） - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

医療施設（静態）調査 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

患者調査 - - 0 1 1 1 0 0 1 4

賃金構造基本統計調査 0 0 0 1 2 2 0 0 2 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

農林業センサス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

海面漁業生産統計調査 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

漁業センサス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

木材統計調査（製材月別統計調査） - - - 0 0 0 0 0 0 0

農業経営統計調査 - - - - 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経済産業省企業活動基本調査 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 2 0 3 3 9

建築着工統計調査 - 1 0 0 0 2 0 3 3 9

4 12 10 19 13 28 22 17 25 150

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

短観（全国企業短期経済観測調査） 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

4 12 10 19 13 29 22 17 25 151

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 累　計

合　計 4 12 10 21 13 29 22 18 27 156

総務省

資料22　オーダーメード集計及び匿名データの提供（実績）

府省名
提供件数

内閣府

区分
提供件数　（統計調査ごとに計上した場合）

財務省

文部科学省

厚生労働省

農林水産省

経済産業省

国土交通省

（国の行政機関）小　計

日本銀行

合　計

（参考）統計調査ごとに計上した場合の提供件数の合計

利用目的は、平成25年度の住宅・土地統計調査、28年度・29年度の消費動向調査（各１件）及び29年度の就業構造基本調査（２件）に係る利用が高等教育目的であり、その他の利用は全

て学術研究目的である。

平成22年度については、共管調査（複数の府省が共同で行う調査）の提供実績が１件（法人企業景気予測調査（内閣府及び財務省））あり、共管の府省にそれぞれ計上しているため、各府

省の小計欄の合計と合計欄の数字は一致しない。

平成24年度、28年度及び29年度については、１件の提供で複数の統計調査に係るオーダーメード集計の提供を行ったものがあるため、①総務省の各統計調査の提供件数の合計と小計欄

の数字は一致せず、②各府省の小計欄の合計と合計欄の数字は一致しない。

注１）

注２）

注３）
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（２）匿名データの提供実績

統計調査名 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 累　計

20 38 31 27 33 33 30 31 39 282

学術研究目的 18 36 28 24 30 32 26 28 37 259

高等教育目的 2 2 3 3 3 1 4 3 2 23

（参考）統計調査ごとに計上
した場合の小計 23 42 36 30 39 41 38 37 50 336

学術研究目的 19 40 31 26 33 40 33 34 44 300

高等教育目的 4 2 5 4 6 1 5 3 6 36

国勢調査 - - - - 1 4 1 2 2 10

学術研究目的 - - - - 1 4 1 2 2 10
高等教育目的 - - - - 0 0 0 0 0 0

住宅・土地統計調査 0 6 1 1 3 2 2 1 2 18

学術研究目的 0 6 0 1 3 2 1 1 1 15

高等教育目的 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3

労働力調査 - - 0 0 2 2 5 3 2 14

学術研究目的 - - 0 0 1 2 5 2 1 11
高等教育目的 - - 0 0 1 0 0 1 1 3

就業構造基本調査 7 10 7 5 15 6 10 6 15 81

学術研究目的 5 8 6 3 12 5 8 6 13 66

高等教育目的 2 2 1 2 3 1 2 0 2 15

全国消費実態調査 6 17 12 13 8 14 9 14 12 105

学術研究目的 5 17 10 11 7 14 8 14 11 97

高等教育目的 1 0 2 2 1 0 1 0 1 8

社会生活基本調査 10 9 16 11 10 13 11 11 17 108

学術研究目的 9 9 15 11 9 13 10 9 16 101

高等教育目的 1 0 1 0 1 0 1 2 1 7

- - 2 5 8 3 9 8 6 41

学術研究目的 - - 2 5 7 3 8 7 6 38
高等教育目的 - - 0 0 1 0 1 1 0 3

国民生活基礎調査 - - 2 5 8 3 9 8 6 41

学術研究目的 - - 2 5 7 3 8 7 6 38
高等教育目的 - - 0 0 1 0 1 1 0 3

20 38 33 32 41 36 39 39 45 323

学術研究目的 18 36 30 29 37 35 34 35 43 297

高等教育目的 2 2 3 3 4 1 5 4 2 26

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 累　計

合　計 23 42 38 35 47 44 47 45 56 377
学術研究目的 19 40 33 31 40 43 41 41 50 338
高等教育目的 4 2 5 4 7 1 6 4 6 39

区分
提供件数　（統計調査ごとに計上した場合）

府省名
提供件数

総務省

厚生労働省

合　計

注）　１件の提供で複数の統計調査に係る匿名データの提供を行ったものがあるため、総務省の各統計調査の提供件数の合計と小計欄の数字は
    一致しない。

（参考）統計調査ごとに計上した場合の提供件数の合計
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資料23 統計委員会委員名簿 

（平成 29年４月１日～30 年３月 31 日） 

委員長 

委員長代理 

委員 

西村 淸彦 

北村 行伸 

河井 啓希 

川﨑 茂 

清原 慶子 

西郷  浩 

嶋﨑 尚子 

白波瀬 佐和子 

関根 敏隆 

永瀬 伸子 

中村 洋一 

野呂 順一 

宮川 努 

政策研究大学院大学政策研究科教授 

一橋大学経済研究所教授 

慶應義塾大学経済学部教授 

日本大学経済学部教授 

三鷹市長 

早稲田大学政治経済学術院教授 

早稲田大学文学学術院教授 

東京大学大学院人文社会系研究科教授 

日本銀行調査統計局長 

お茶の水女子大学基幹研究院人間科学系教授 

法政大学理工学部教授 

株式会社ニッセイ基礎研究所代表取締役社長 

学習院大学経済学部教授 

注）役職は平成30年３月末日時点 

資料24 統計委員会臨時委員名簿 

部会名 委員名 

平成30年３月31日現在臨時委員は任命されていない 
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資料 25 統計委員会専門委員名簿 

（平成 29年４月１日～平成 30年３月 31日） 

部会名 委員名 

横断的課題検

討部会 
清水 千弘 日本大学スポーツ科学部教授 

国民経済計算

体系的整備部

会 

菅 幹雄 

宮川 幸三 

法政大学経済学部教授 

立正大学経済学部教授 

人口・社会統計

部会 

新井 陽子

安藤 福光

内田 奈芳美

大江 守之 

齋藤  博 

水野谷 武志 

伊藤 澄信 

松原 由美 

勇上 和史 

板橋区教育支援センター所長

兵庫教育大学大学院学校教育研究科准教授

埼玉大学大学院人文社会科学研究科准教授

慶応義塾大学名誉教授

国立がん研究センターがん予防・検診研究センター検診研究部部長 

北海学園大学経済学部教授 

独立行政法人国立病院機構総合研究センター長 

早稲田大学人間科学学術院准教授 

神戸大学大学院経済学研究科准教授 

産業統計部会 岸本 淳平 

小針 美和 

納口 るり子 

菱山 浩二 

三木 奈都子 

村山 直人 

公益社団法人日本農業法人協会政策課長 

株式会社農林中金総合研究所調査第一部主任研究員 

筑波大学大学院生命環境科学研究科教授 

一般社団法人日本医療機器産業連合会医療機器政策調査研究

所主任研究員 

国立研究開発法人水産研究・教育機構中央水産研究所経営研

究センター主幹研究員 

日本製薬工業協会医療産業政策研究所統括研究員 

サービス統計・

企業統計部会 

野辺地 勉

山本 泰之

公認会計士

東京商工会議所中小企業部調査・統計担当課長

統計基準部会 該当する専門委員なし 

匿名データ部

会 

神林 龍 

寺村 絵里子 

南  和宏 

一橋大学経済研究所教授 

明海大学経済学部准教授 

統計数理研究所モデリング研究系准教授 

注１）平成 29 年度中（平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日）に開催された部会に属す

る委員を記載。 

注２）役職は、指名時点。 

注３）基本計画部会については、統計委員会専門委員は任命された実績はない。 
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資料26 統計委員会開催状況（第108回～第120回） 

回数 開催年月日 審議事項 

第108回 平成29年４月20日 ・部会の審議状況について

第109回 平成29年５月30日 ・平成28年度統計法の施行状況について

・諮問第103号の答申「経済産業省企業活動基本調査の変更について」

・諮問第104号「木材統計調査の変更について」

・部会の審議状況について

第110回 平成29年６月27日 ・平成28年度統計法の施行状況について

・諮問第105号「個人企業経済調査の変更及び個人企業経済統計の指定

の変更について」

・統計委員会専門委員の発令等について

・部会の審議状況について

第111回 平成29年７月27日 ・諮問第104号の答申「木材統計調査の変更について」

・部会の審議状況について

第112回 平成29年８月24日 ・部会の審議状況について

第113回 平成29年９月21日 ・諮問第105号の答申「個人企業経済調査の変更及び個人企業経済統計

の指定の変更について」

第114回 平成29年10月16日 ・統計委員会委員の発令について

・委員長の互選、委員長代理、部会長の指名等について

第115回 平成29年10月26日 ・諮問第106号「薬事工業生産動態統計調査の変更について」

・諮問第107号「法人土地・建物基本調査の変更について」

・諮問第108号「住宅・土地統計調査に係る匿名データの作成につい

て」

・統計委員会専門委員の発令等について

・部会報告（国民経済計算体系的整備部会から基本計画（GDPの基礎統

計整備関係）の審議状況報告）

第116回 平成29年11月21日 ・平成28年度統計法施行状況報告（統計精度検査編）について

・諮問第109号「住宅・土地統計調査の変更について」

・諮問第110号「国民生活基礎調査に係る匿名データの作成について」

・統計委員会専門委員の発令等について

・部会の審議状況について

第117回 平成29年12月19日 ・諮問第102号の答申「公的統計の整備に関する基本的な計画の変更に

ついて」

・諮問第107号の答申「法人土地・建物基本調査の変更について」

・諮問第108号の答申「住宅・土地統計調査に係る匿名データの作成に

ついて」

・諮問第111号「漁業センサスの変更について」

・統計委員会専門委員の発令等について

・部会の審議状況について

第118回 平成30年１月18日 ・諮問第106号の答申「薬事工業生産動態統計調査の変更について」

・諮問第109号の答申「住宅・土地統計調査の変更について」

・諮問第110号の答申「国民生活基礎調査に係る匿名データの作成につ

いて」

・諮問第112号「家計調査の変更について」

・部会の審議状況について

第119回 平成30年２月20日 ・諮問第111号の答申「漁業センサスの変更について」

第120回 平成30年３月28日 ・諮問第113号「中間年における経済構造統計の整備について」(その

1)

・部会の審議状況について
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資料 27 統計委員会が軽微な事項と認めるもの 

「統計委員会が軽微な事項と認めるもの」の取扱いについて 

平 成 ２ １ 年 ３ 月 ９ 日 

統 計 委 員 会 決 定 

１（１） 統計法（平成19年法律第53号）第９条第４項における「統計委員会が軽微な事項と認

めるもの」とは、例えば、次に掲げるような場合を指すものとする。 

① 他の法令の制定又は改廃、制度の改正、統計基準の変更等に伴い当然必要とされる事項

の変更 

② 市町村の配置分合等地域の名称の変更に伴う調査地域の変更

③ ローテーション調査における調査対象又は調査事項の周期的（定期的）変更

④ 特例的に設定された調査期日を通常の調査期日に戻す変更

⑤ 調査方法又は集計方法の変更のうち、調査内容や集計内容に与える影響が大きくないも

の 

⑥ 集計結果の公表方法及び公表期日について、統計利用者の利便に資する観点から行う

変更 

⑦ 災害の発生に伴う調査地域からの除外又は調査の延期

⑧ 実質的な内容変更を伴わない調査要綱（申請事項）の表現ぶりや調査票様式の変更

⑨ 統計委員会の答申での指摘事項（具体的な措置内容が明確となっているものに限る。）

に従った変更 

（２） 上記の例示によっては軽微な事項かどうか判断しがたい場合は、委員長及び関係す

る部会の長が、軽微な事項か否かを判断するものとする。 

２ 軽微な事項に該当すると判断された申請案件については、当該申請案件の処理後、委員会が

総務省政策統括官（統計基準担当）から処理結果の報告を受けるものとする。 

附 則 

１ この決定は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 平成１９年１０月５日付け統計委員会決定「「統計委員会が軽微な事項と認めるもの」の取

扱いについて」はこの決定の施行をもって廃止する。 
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資料28 国連アジア太平洋統計研修所  1970年からの研修事業参加者数
2018年3月末現在

国／地域 合計 東京ベース事業 研修所外事業 遠隔学習事業
合計 144 18,057 4,050 10,804 3,203

ESCAP 域内国 58 17,600 3,712 10,772 3,116
アフガニスタン 1 202 58 107 37
アルメニア 1 71 15 43 13
米領サモア 1 9 0 9 0
オーストラリア 1 33 3 25 5
アゼルバイジャン 1 49 19 22 8
バングラデシュ 1 590 189 328 73
ブータン 1 283 73 193 17
ブルネイ 1 217 17 187 13
カンボジア 1 435 105 311 19
中華人民共和国 1 802 160 598 44
クック諸島 1 104 28 69 7
北朝鮮 1 98 0 98 0
ミクロネシア連邦 1 90 29 50 11
フィジー 1 320 80 214 26
ジョージア 1 67 17 27 23
グアム 1 35 0 35 0
香港 1 249 90 143 16
インド 1 561 186 256 119
インドネシア 1 1,784 205 431 1,148
イラン 1 592 123 360 109
日本 1 117 61 54 2
カザフスタン 1 92 30 43 19
キリバス 1 158 23 130 5
キルギス 1 52 22 21 9
ラオス 1 510 106 331 73
マカオ 1 154 6 121 27
マレーシア 1 678 179 423 76
モルディブ 1 576 75 482 19
マーシャル諸島 1 99 14 84 1
モンゴル 1 659 131 409 119
ミャンマー 1 840 123 422 295
ナウル 1 13 6 5 2
ネパール 1 716 128 562 26
ニューカレドニア 1 37 1 36 0
ニュージーランド 1 17 0 13 4
ニウエ 1 48 7 39 2
北マリアナ諸島 1 2 0 2 0
パキスタン 1 598 147 427 24
パラオ 1 14 4 6 4
パプアニューギニア 1 292 65 225 2
フィリピン 1 1,051 215 711 125
大韓民国 1 428 107 300 21
ロシア 1 49 3 19 27
サモア 1 203 69 114 20
シンガポール 1 124 49 45 30
ソロモン諸島 1 133 30 90 13
スリランカ 1 839 181 597 61
タジキスタン 1 99 39 57 3
タイ 1 979 198 617 164
東ティモール 1 181 35 133 13
トンガ 1 132 43 82 7
太平洋諸島信託統治領 1 40 7 33 0
トルコ 1 77 14 14 49
トルクメニスタン 1 9 6 3 0
ツバル 1 58 12 44 2
ウズベキスタン 1 93 29 13 51
バヌアツ 1 120 28 86 6
ベトナム 1 722 122 473 127
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国／地域 合計 東京ベース事業 研修所外事業 遠隔学習事業
ESCAP 域外国 86 457 338 32 87

アルバニア 1 2 2 0 0
アルジェリア 1 1 1 0 0
アンゴラ 3 2 0 1
アルゼンチン 1 1 1 0 0
バルバドス 1 1 1 0 0
ベラルーシ 1 1 0 0
ベリーズ 1 2 2 0 0
ベナン 1 1 1 0 0
ボリビア 1 4 4 0 0
ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 2 2 0 0
ボツワナ 1 2 2 0 0
ブラジル 1 7 6 1 0
ブルガリア 1 2 2 0 0
ブルンジ 1 0 0 1
カメルーン 1 13 11 0 2
コロンビア 1 1 1 0 0
コモロ 1 4 1 0 3
コートジボワール 1 1 1 0 0
クロアチア 1 0 0 1
キューバ 1 3 3 0 0
チェコ共和国 1 1 1 0 0
コンゴ民主共和国 2 2 0 0
ジブチ 1 1 1 0 0
ドミニカ国 1 2 2 0 0
ドミニカ共和国 1 1 1 0 0
エクアドル 1 3 3 0 0
エジプト 1 18 17 0 1
エチオピア 1 16 15 0 1
赤道ギニア 1 1 1 0 0
フランス 1 10 0 10 0
ドイツ 1 1 0 1 0
ガーナ 1 29 20 0 9
グァテマラ 1 5 5 0 0
ギニア 1 0 0 1
ホンジュラス 1 4 4 0 0
イラク 1 23 23 0 0
イタリア 1 1 1 0 0
ジャマイカ 1 4 4 0 0
ケニア 1 14 7 0 7
コソボ 1 5 5 0 0
ラトビア 1 1 1 0 0
レバノン 1 1 1 0 0
レソト 1 10 10 0 0
ルクセンブルグ 1 2 0 2 0
マダガスカル 1 1 1 0 0
マラウイ 1 6 5 0 1
モーリタニア 1 1 1 0 0
モーリシャス 1 7 3 0 4
モルドバ 1 3 3 0 0
モロッコ 11 0 0 11
モザンビーク 1 10 4 0 6
ナミビア 1 0 0 1
ニジェール 1 2 2 0 0
ノルウェー 1 1 0 1 0
ナイジェリア 1 18 18 0 0
オマーン 1 10 10 0 0
パレスチナ 1 15 15 0 0
パナマ 1 2 2 0 0
パラグアイ 1 2 2 0 0
ペルー 1 6 6 0 0
ルーマニア 1 3 3 0 0
ルワンダ 1 13 9 0 4
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国／地域 合計 東京ベース事業 研修所外事業 遠隔学習事業
セントルシア 1 2 1 1 0
セントビンセント及びグレナディーン諸島 1 3 3 0 0
サントメ・プリンシペ 1 1 0 1 0
サウジアラビア 1 2 2 0 0
セネガル 1 5 4 0 1
セルビア 1 1 1 0 0
セーシェル 1 1 1 0 0
シエラレオネ 1 1 0 0
スロバキア 1 1 1 0 0
南アフリカ 1 1 0 0
南スーダン 1 6 6 0 0
スーダン 1 8 7 0 1
スワジランド 1 9 9 0 0
スイス 1 4 0 4 0
シリア 1 18 8 0 10
タンザニア 1 31 25 0 6
チュニジア 1 1 0 0
ウガンダ 1 7 1 0 6
ウクライナ 1 2 2 0 0
ウルグアイ 1 1 1 0 0
米国 1 20 0 11 9
イエメン 1 1 1 0 0
ザンビア 1 8 8 0 0
ジンバブエ 1 2 2 0 0
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資料 29 政府統計の総合窓口（e-Stat）について 

 “e-Stat”とは、政府が作成・公表する統計（Statistics）に関する幅広い

分野の統計調査結果を、インターネット上で提供している総合窓口（ポータル

サイト）です。

知りたい統計データを探すための検索機能をはじめ、グラフ形式で見ること

や、地図上への統計データの表示もできるなど、日常生活、学習、ビジネス、

研究などに政府統計を活用する上で便利な様々な機能が備わっているサイトで

す。 

 平成 30年１月に、データ検索機能の強化や機器の画面サイズによって自動

的に画面レイアウトを変更するデザインにリニューアルしました。
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資料 30 政府統計共同利用システムについて 

政府は、国民にとって便利で使いやすい統計データの提供や各府省等の統計

情報システムの集約を図るため、平成 20年４月から、総務省を中心に全府省が

参画して新たな「政府統計共同利用システム」をスタートさせました。 

このシステムは、各府省等の統計データの公表や統計調査の企画立案、オン

ライン調査の実施などに役立つ様々な機能を備えており、インターネットを通

じて各府省等の統計がつながり、国民にとって政府統計がより身近なものとし

て役立つことが期待されています。政府統計共同利用システムの主な機能とし

ては、（１）国民や企業など統計の利用者が、インターネット経由で統計の公表

予定時期や公表結果を調べたり、地図や図表で統計を見たりすることができる

「政府統計の総合窓口（e-Stat）」、（２）各府省等のオンライン調査を行う「政

府統計オンライン調査総合窓口」があります。このほかにも各府省等が事業所

や企業を調査する場合に、調査対象者を抽出する際などに利用する「事業所母

集団データベース」などがあります。 
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資料31 具体のスコアリングを行うためのスコアリング基準の解釈 

（１）標本設計

＜標本調査＞ 
スコアリング基準 解釈 

０ 標本設計に係る説明がない。 ・a)～ｌ)に該当する何らかの記載がない。

１ 
標本設計の特徴（サンプルサイズ・抽出率、一次

抽出単位の数、ローテーションの状況、母集団復
元の方法等）が簡潔に説明されている。 

以下の全てを満たす。 
・a)に該当する何らかの記載がある。
・b)～l)に該当する記載があると判断される事項が１以上あ

る。
・b)～l)に該当する記載があると判断される事項が全体

の半数未満（全体からは該当しないものを除く。）

２ 
標本設計の方法（目標精度、層化の変数と方法、
層化と抽出方法、重複是正措置実施の有無等）が
説明されている。 

以下の全てを満たす。 
・a)に該当する何らかの記載がある。

・b)～l)に該当する記載があると判断される事項が全体
の半数以上（全体からは該当しないものを除く。）

３ 標本設計について、標本抽出が再現できるほど、
詳細に説明されている。 

以下の全てを満たす。 
・a)に該当する何らかの記載がある。

・b)～l)に該当する記載があると判断される事項が全体
の半数以上（全体からは該当しないものを除く。）

・説明された情報から、当該調査の標本抽出が再現でき
ると判断できる。

確認事項 基準例示事項 ガイドライ
ン例示事項

a) 標本設計に関する説明
b) 調査対象の範囲
c) 報告を求める者
d) 事業所母集団データベースの使用の有無

e)事業所母集団データベースを使用していない場合、母集団として使用している情報
の概要

f) 目標精度の数値又は標本誤差の数値
g) 標本数、抽出率、サンプルサイズ、抽出単位の数の説明
h) 抽出の方法（等間隔抽出、層化無作為抽出など）の説明
i) 層化抽出を行っている場合、層化に用いられている変数又は情報
j) 標本交代に関する説明
k) 重複是正措置実施の有無に関する説明
l) 母集団復元の方法、考え方、推計方法に関する説明

○ 

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 

○ 
○ 
○ 
○ 
○ 

○ 
○ 
○ 

○ 

＜全数調査＞ 
スコアリング基準 解釈 

０ 標本設計に係る説明がない。 ・a)に該当する記載がない。

１ 
標本設計の特徴（サンプルサイズ・抽出率、一次抽
出単位の数、ローテーションの状況、母集団復元の方
法等）が簡潔に説明されている。 

以下の全てを満たす。 

・a)に該当する記載がある。

・ｂ)～e)に該当する記載があると判断される事項が全

体の半数未満（全体からは該当しないものを除く。） 

２ 
標本設計の方法（目標精度、層化の変数と方法、層

化と抽出方法、重複是正措置実施の有無等）が説明さ
れている。 

以下の全てを満たす。 
・a)に該当する説明がある。

・ｂ)～e)に該当する記載があると判断される事項が全

体の半数以上（全体からは該当しないものを除く。） 

３ 標本設計について、標本抽出が再現できるほど、詳

細に説明されている。 
－ 

確認事項 基準例示事項 ガイドライ
ン例示事項

a) 調査対象の範囲
b) 報告を求める者

c) 事業所母集団データベースの使用の有無

d) 事業所母集団データベースを使用していない場合、母集団として使用している情

報の概要
e) 調査対象数又は抽出単位の数の説明 ○ 

○ 
○ 

○ 

○ 

○ 
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（２）調査方法（データ収集方法）
スコアリング基準 解釈 

０ データ収集に係る説明がない。 ・a)又は b)に該当する記載がない。

１ データ収集の特徴（郵送、オンライン、訪問等）が

簡潔に説明されている。 
・a)及び b)に該当する記載がある。

２ データ収集方法の詳細（実施系統・実施の流れ、作

業スケジュール等）が説明されている。 
・a)～e)の全てに該当する記載がある。

３ 

非回答、アンダーカバレッジ、回答誤差を減らすた 
めに講じられるデータ収集の措置（調査の代替・補
完として用いる行政記録情報、事務処理の基準、秘密
保護のための措置、督促方法等）が説明されてい
る。 

 

以下の全てを満たす。 

・a)～e)の全てに該当する記載がある。

・f)～i)のうち２以上の事項に該当する記載がある。

確認事項 基準例示事項 ガイドライ
ン例示事項

a) 調査方法（データ収集方法）に関する何らかの説明

b) 調査方法（データ収集方法）として、採用している手法（郵送調査、オンライン
調査、調査員による訪問配布・収集、複数の方法の採用等）の説明

c) 調査実施系統（国－都道府県－市町村－調査員－世帯など）の表示又は説明
d) 調査期日又は調査期間の説明

e) 調査票配布・回収期間の説明
f) 調査への回答情報の代替・補完として用いられる行政記録情報の説明
g) 事務処理の基準の概要
h) 秘密の保護のための措置に関する説明

i) 督促回数、督促方法など調査票提出確保に関する取組みの説明

○ 
○ 

○ 

○ 

○ 
○ 

○ 

○ 

○ 
○ 

○ 

○ 
○ 

○ 
○ 

○ 

（３）集計・推計方法
スコアリング基準 解釈 

０ 
結果（参考系列等を含む。）の集計・推計に係る説
明がない。 

・a)に該当する何らかの記載がない。

１ 
集計・推計の特徴（速報・確報の違い等）が簡潔に
説明されている。 

以下の全てを満たす。 
・a)に該当する何らかの記載がある。

・b)～h)に該当する記載が全体の半数未満（全体からは該

当しないものを除く。）

２ 
非回答の調整、季節調整情報、実施系統・実施の流
れ、作業スケジュールなど、具体的な集計・推計方法

が説明されている。 

以下の全てを満たす。 
・a)に該当する何らかの記載がある。

・b)～h)に該当する記載が全体の半数以上（全体からは該
当しないものを除く。）

３ 

集計・推計方法について、結果が再現できるほど、
詳細に（欠測値や外れ値の処理等）説明されてい
る。 

以下の全てを満たす。 
・a)に該当する何らかの記載がある。

・b)～h)に該当する記載が全てある。

・説明された情報から、集計・推計が再現できると判断され

る。

確認事項 基準例示事項 ガイドライン
例示事項 

a) 結果の集計・推計に関する説明
b) 速報と確報の違いについての説明

c) 集計・推計の方法の説明
d) 季節調整結果に関する説明
e) 集計業務の実施系統・実施の流れに関する説明

f) 公表のスケジュールの説明
g) 非回答に関する集計上の取扱いの説明
h) 一部非回答、外れ値の処理の説明

○ 
○ 

○ 
○ 
○ 

○ 
○ 
○ 

○ 

○ 
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（４）標本誤差
スコアリング基準 解釈 

０ 標本誤差に係る説明がない。 ・a)に該当する何らかの記載がない。

１ 標本誤差が誤差の１つとして説明されている。 ・a)に該当する何らかの記載がある。

２ 
代表的な推定値に対して標本誤差（数値）が示され
ている。その計算方法が説明されている。 

以下の全てを満たす。 
・a)に該当する何らかの記載がある。
・b)に該当する数値がある。
・c)に該当する説明がある。

３ 
（ほぼ）全ての推定値に対して標本誤差（数値）が
示されている。その計算方法（モデル等）が説明さ
れている。 

以下の全てを満たす。 
・a)に該当する何らかの記載がある。

・b)に該当する数値があり、それが多数の結果に関して集
計表のような形で示されている。

・c)に該当する記載がある。

確認事項 基準例示事項 ガイドライン例
示事項 

a) 標本誤差に関する説明
b) 結果に対する標本誤差の数値（計算されている全ての結果）

c) 結果に対する標本誤差の計算方法の説明

○ 
○ 

○ 

（５）非標本誤差
スコアリング基準 解釈 

０ 以下の a)～k)に該当する項目の数が０～２項目である。 ・同左

１ 〃 ３～５項目である。 ・同左

２ 〃 ６～８項目である。 ・同左

３ 〃 ９～11 項目である。 ・同左

確認事項 基準例示事項 ガイドライン例

示事項 
a) 目標母集団及び実際に利用している母集団フレーム（母集団名簿等（事業所母集団デー

タベース・行政記録情報等））の説明
b) 目標母集団と実際に利用している母集団フレーム（母集団名簿等（事業所母集団データ

ベース・行政記録情報等））の差異（カバレッジ誤差）についての説明
c) 回答数、非回答数又は回収率を示す定量的な数値
d) 非回答を減じるための対応（督促の実施、行政記録情報の活用など）の説明
e) オンライン回答数、オンライン提出率を示す定量的な数値
f) 非回答、又は欠測値に対する集計上の対応の説明

g) データ処理による誤差（入力エラー・アフターコード（格付け）エラー・編集エラーな
ど）の説明

h) データ処理による誤差を減じるための対応（ベリファイの実施など）の説明
i) 外れ値における集計上の対応の説明

j)調査票のデザイン・内容・言葉遣い、調査方法（郵送か調査員か等）、調査員の質、委託先
の質、回答者の経験・知識・態度などによって生じうる誤差（測定誤差）の説明

k) 非標本誤差の発生要因、その修正方法等に関する研究分析の結果

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

（６）他統計との比較・分析
スコアリング基準 解釈 

０ 
他の類似統計（参考系列や標本分布状況を含む。以 

下同様。）に係る説明がない。 
・a)に該当する何らかの記載等がない。

１ 他の類似統計との差異について説明がなされてい
る。 

・a)に該当する何らかの記載等がある。

２ 他の類似統計との比較を示す表や図がある。 ・a)に該当する転記内容から「他の類似統計との比較を示
す表や図がある」と判断される。 

３ 他の類似統計との詳細な比較分析が行われ、その

結果が公開されている。 

・a)に該当する転記内容から「他の類似統計との詳細な比
較分析が行われ、その結果が公開されている」と判断され
る。

確認事項 基準例示事項 
ガイドライン 

例示事項 

a) 他の類似統計（同統計調査で作成される参考系列を含む。）と比較した説明、
論文、解説文書など

○ ○ 
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標
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囲
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務
者
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用
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無
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団
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報

目
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精
度

標
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誤
差

対
象
数

抽
出
単
位

抽
出
方
法

層
化
設
定

標
本
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代

重
複
是
正
措
置

母
集
団
復
元

調
査
方
法

調
査
手
法

調
査
実
施
系
統

1 2 ○ × － － ○ 3 ○ ○ ○

2 ○ 3 ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ － － ○ 2 ○ ○ ○

3 ○ 3 ○ ○ × － － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ 2 ○ ○ ○

4-1 ○ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○ ○ ○

4-2 ○ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○ ○ ○

5 ○ 3 ○ ○ × － － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ 2 ○ ○ ○

6 ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○

7 ○ 2 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○

8 2 ○ ○ － － × 2 ○ ○ ○

9 ○ 3 ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ － － ○ 3 ○ ○ ○

10 ○ 3 ○ ○ × － － ○ ○ ○ ○ － － ○ 2 ○ ○ ○

11 ○ 3 ○ ○ × － － × ○ ○ ○ － － ○ 3 ○ ○ ○

12 2 ○ ○ ○ － ○ 2 ○ ○ ○

（注１） 13 2 ○ ○ ○ － ○ ○ 2 ○ ○ ○

14 ○ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 2 ○ ○ ○

15 ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ 3 ○ ○ ○

16 2 ○ ○ × × ○ 3 ○ ○ ○

17 ○ 3 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ － × ○ 3 ○ ○ ○

18 ○ 3 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ － × ○ 3 ○ ○ ○

19 2 ○ ○ ○ － ○ 3 ○ ○ ○

20 2 ○ ○ － － ○ 3 ○ ○ ○

21 ○ 2 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 1 ○ ○ ○

22 2 ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○

23 2 ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○ ○ ○

24 ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ 2 ○ ○ ○

25 ○ 2 ○ ○ × ○ － ○ ○ ○ ○ × × ○ 2 ○ ○ ○

26 ○ 3 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ 2 ○ ○ ○

27 2 ○ ○ － － ○ 3 ○ ○ ○

28 ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 3 ○ ○ ○

29-1 ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ 3 ○ ○ ○

29-2 ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 3 ○ ○ ○

29-3 ○ 2 ○ ○ － － － ○ ○ ○ ○ － － × 2 ○ ○ ○

30 2 ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○

31 2 ○ ○ － － ○ 3 ○ ○ ○

32 ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ 2 ○ ○ ○

33 ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ 3 ○ ○ ○

34 2 ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○

35 2 ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○

36 2 ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○

37 2 ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○ ○ ○

38 2 ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○

39 ○ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ 3 ○ ○ ○

40 ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○

41 2 ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○

42 2 ○ ○ × × ○ 3 ○ ○ ○

43 2 ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○

44 2 ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○

45 ○ 3 ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ × － ○ 3 ○ ○ ○

46 2 ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○

47 ○ 2 ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ × × ○ 2 ○ ○ ○

48 ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○

49 ○ 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 3 ○ ○ ○

50 ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○

51 ○ 2 ○ ○ × ○ － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ 2 ○ ○ ○

（注１）総務省と経済産業省の共管
（注２）「標本調査」の欄が空欄の調査は全数調査であり、「①標本設計」の最大スコアは「２」である。
（注３）「４－１小売物価統計調査（動向編）」、「４－２小売物価統計（構造編）」及び「牛乳乳製品統計調査」は無作為抽出を行っていないため、

　「④標本誤差」の最大スコアは「１」である。

②
調
査
方
法

1l)

基幹統計調査名

国勢調査

住宅・土地統計調査

国民生活基礎調査

1f) 2b)

小売物価統計調査（構造編）

作物統計調査（面積調査）

作物統計調査（作況調査）

作物統計調査（被害調査）

家計調査

労働力調査

経済センサス－活動調査

経済センサス－基礎調査

内航船舶輸送統計調査

牛乳乳製品統計調査

社会教育調査

人口動態調査

毎月勤労統計調査

薬事工業生産動態統計調査

医療施設調査

経済産業省生産動態統計調査

商業統計調査

ガス事業生産動態統計調査

賃金構造基本統計調査

2c)1d) 1e) 2a)1a) 1b) 1c)

資料32　見える化状況検査

標
本
調
査

①
標
本
設
計

国土交通省

財務省

法人土地・建物基本調査

建築着工統計調査

鉄道車両等生産動態統計調査

建設工事統計調査

船員労働統計調査

自動車輸送統計調査

特定サービス産業実態調査

経済産業省特定業種石油等消費統計調査

経済産業省企業活動基本調査

港湾調査

造船造機統計調査

農林水産省

経済産業省

1g) 1h) 1i) 1j) 1k)

患者調査

文部科学省

厚生労働省

総務省

石油製品需給動態統計調査

商業動態統計調査

海面漁業生産統計調査

漁業センサス

木材統計調査

農業経営統計調査

工業統計調査

学校保健統計調査

学校教員統計調査

個人企業経済調査

科学技術研究調査

地方公務員給与実態調査

就業構造基本調査

全国消費実態調査

社会生活基本調査

法人企業統計調査

民間給与実態統計調査

学校基本調査

所管省

農林業センサス

NO

小売物価統計調査（動向編）
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間

調
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査
票
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代
替
・
補
完
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政
記
録

事
務
処
理
基
準

秘
密
保
護

督
促
説
明

集
計
・
推
計

速
報
・
確
報
の
違
い

集
計
・
推
計
手
法

季
節
調
整

集
計
実
施
系
統

公
表
ス
ケ
ジ

ュ
ー

ル

非
回
答
取
扱
い

欠
測
・
外
れ
値
取
扱
い

標
本
誤
差

標
本
誤
差
数
値

標
本
誤
差
計
算
方
法

目
標
母
集
団

母
集
団
フ
レ
ー

ム

カ
バ
レ

ッ
ジ
誤
差

回
答
数

回
答
率

非
回
答
対
応
手
法

オ
ン
ラ
イ
ン
率

非
回
答
・
欠
測
値
対
応

デ
ー

タ
処
理
誤
差

デ
ー

タ
処
理
誤
差
対
応

異
常
値
・
外
れ
値
対
応

測
定
誤
差

非
標
本
誤
差
発
生
要
因

他
統
計
と
の
比
較
・
分
析

○ ○ × × ○ ○ 2 ○ ○ ○ － × ○ ○ ○ － － － － 2 ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ × × 2 ○

○ ○ × × ○ × 2 ○ ○ ○ － ○ ○ × × 3 ○ ○ ○ 1 ○ × × ○ ○ × × × × × × 1 ○

○ ○ × × ○ × 2 ○ － ○ ○ ○ ○ × × 3 ○ ○ ○ 2 ○ ○ × ○ － × ○ ○ × ○ × 2 ○

○ ○ × × ○ × 2 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○ － － 1 × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × 1 ○

○ ○ × × ○ × 2 ○ － ○ － ○ ○ × ○ 1 ○ － － 1 × × × × ○ × ○ ○ × × × 2 ○

○ ○ × × ○ × 2 ○ × ○ ○ ○ ○ × × 3 ○ ○ ○ 2 ○ ○ ○ × － ○ ○ × × ○ × 2 ○

○ ○ ○ × ○ ○ 3 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 2 ○ × ○ 3 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ × 2 ○

○ ○ ○ × ○ ○ 2 ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ 1 ○ × × 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 2 ○

○ ○ × ○ × × 2 ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ － － － － 1 × × × × × × × × × × × 2 ○

○ ○ ○ × ○ ○ 2 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○ 2 ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × 2 ○

○ ○ × × ○ × 2 ○ － ○ － ○ ○ × × 3 ○ ○ ○ 1 ○ × ○ × ○ × × × × × × 1 ○

○ ○ × × ○ ○ 2 ○ － ○ － ○ ○ × × 3 ○ ○ ○ 2 ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × 2 ○

○ ○ ○ × ○ × 2 ○ ○ ○ － × ○ ○ ○ － － － － 1 ○ × × × × ○ × × × ○ × 1 ○

○ ○ × × ○ × 2 ○ ○ ○ － × ○ ○ ○ － － － － 2 ○ × ○ ○ ○ ○ × × ○ × × 1 ○

○ ○ × × ○ × 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 2 ○ ○ ○ 1 × × ○ × ○ ○ × × ○ × × 2 ○

○ ○ ○ × ○ ○ 2 ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○ 2 × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × 2 ○

○ ○ × ○ ○ × 2 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － － － － 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 2 ○

○ ○ × ○ ○ × 2 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 1 ○

○ ○ × ○ ○ × 2 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 1 ○ × ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

○ ○ × ○ ○ × 2 ○ ○ ○ － ○ ○ × ○ － － － － 2 ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

○ ○ ○ × ○ ○ 3 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － － － － 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 1 ○

○ × × × ○ × 2 ○ ○ ○ ○ × ○ × × 2 ○ ○ ○ 1 ○ × × ○ × × × × ○ × × 2 ○

○ ○ × ○ ○ ○ 3 ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ － － － － 2 ○ × ○ ○ ○ ○ × × ○ × × 3 ○

○ ○ × × ○ × 2 ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ － － － － 1 ○ × ○ × × ○ × × ○ × × 0 ×

○ ○ × × ○ × 2 ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○ 1 ○ × × × × ○ × × ○ × × 0 ×

○ ○ × × ○ × 2 ○ － ○ － ○ ○ × ○ 3 ○ ○ ○ 1 ○ × ○ × － × × × ○ × × 3 ○

○ ○ × × ○ × 2 ○ － ○ － ○ ○ × × 3 ○ ○ ○ 2 ○ × ○ ○ － ○ ○ ○ × × ○ 3 ○

○ ○ ○ × ○ ○ 2 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － － － － 3 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 1 ○ － － 3 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

○ ○ × × ○ ○ 2 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ × 3 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

○ ○ × × ○ ○ 2 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 1 ○ ○ × 3 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

○ ○ × × ○ － 2 ○ ○ ○ － ○ ○ － － 1 ○ × × 3 ○ ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

○ ○ ○ × ○ － 2 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － － － － 2 ○ ○ × ○ － ○ ○ ○ × ○ ○ 2 ○

○ ○ × × ○ ○ 2 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － － － － 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

○ ○ × × ○ × 2 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ × 1 ○ ○ × 3 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

○ ○ ○ × ○ ○ 2 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○ 3 ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

○ ○ ○ × ○ ○ 2 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － － － － 2 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × 1 ○

○ ○ × × ○ ○ 2 ○ ○ ○ － ○ ○ × × － － － － 1 ○ × ○ ○ ○ × × × × × × 0 ×

○ ○ ○ × ○ ○ 2 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － － － － 2 ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × 0 ×

○ ○ × × ○ × 2 ○ － × × ○ ○ ○ ○ － － － － 1 ○ × ○ ○ ○ ○ × × × × × 0 ×

○ ○ × × ○ ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － 3 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 1 ○

○ ○ × × ○ ○ 2 ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ 1 ○ × × 1 ○ × × × × × ○ ○ ○ × × 1 ○

○ ○ ○ × ○ ○ 2 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○ 2 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × 1 ○

○ ○ × × ○ ○ 3 ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ － － － － 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 1 ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○ ○ ○ － ○ ○ × ○ － － － － 1 × × ○ ○ ○ ○ × × ○ × × 0 ×

○ ○ ○ × ○ ○ 3 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － － － － 3 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 2 ○

○ ○ × × ○ ○ 2 ○ ○ ○ － ○ ○ × × － － － － 3 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 2 ○

○ ○ ○ × ○ × 2 ○ － ○ ○ ○ ○ × ○ 3 ○ ○ ○ 2 ○ × × ○ － × ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

○ ○ × × ○ ○ 2 ○ － ○ － ○ ○ × × － － － － 2 ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × × × 2 ○

○ ○ × × ○ × 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○ × ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × 2 ○

○ ○ × × ○ ○ 2 ○ － ○ － ○ ○ ○ × 3 ○ ○ ○ 3 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 2 ○

○ ○ × × ○ ○ 2 ○ － ○ － ○ ○ × × 3 ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × 2 ○

○ ○ × × ○ ○ 2 ○ ○ ○ － ○ ○ × × 3 ○ ○ ○ 3 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 2 ○

○ ○ × × ○ × 2 ○ ○ ○ － × ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○ 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × 2 ○

3e) 3h) 5h)3b)2d) 3f) 3g)2h)2f) 2g) 2i) 3a) 5i) 5j) 5k)3c) 3d)

③
集
計
・
推
計
方
法

 掲載状況一覧（平成30年３月）

6a)⑥
他
統
計
と
の
比
較
・
分
析

5e) 5f) 5g)5d)

④
標
本
誤
差

⑤
非
標
本
誤
差

4a) 4b) 4c) 5a) 5b) 5c)2e)
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資料33 統計改革推進会議等の開催実績 

○統計改革推進会議

回数 開催日 議題 

第１回 平成29年２月３日 (1) 統計改革の推進体制について

(2) 統計改革の現状と課題について

(3) 意見交換

第２回 平成29年４月14日 (1) 統計改革推進会議中間報告（案）について

(2) 意見交換

第３回 平成29年５月19日 (1) 統計改革推進会議最終取りまとめ（案）につい

て

(2) 意見交換

第４回 平成30年１月26日 (1) 統計改革の進捗状況

(2) 意見交換

○幹事会

回数 開催日 議題 

第１回 平成29年２月８日 (1) 統計改革の推進体制について

(2) 統計改革の現状と課題について

(3) 質疑応答

第２回 平成29年４月14日 (1) 統計改革推進会議中間報告（案）について

(2) 意見交換

第３回 平成29年５月19日 (1) 統計改革推進会議最終取りまとめ（案）につい

て

(2) 意見交換

第４回 平成29年６月29日 (1) 今後の統計改革の進め方について

(2) 質疑応答

第５回 平成30年１月12日 (1) 統計改革の進捗状況

(2) 意見交換

○コア幹事会

回数 開催日 議題 

第１回 平成29年２月８日 生産面を中心に見直したＧＤＰ統計への整備等 

(1) 専門家ヒアリング

(2) 総務省ヒアリング

(3) 意見交換

第２回 平成29年２月21日 (1) 生産面を中心に見直したＧＤＰ統計への整備

(2) 統計システムの再構築、統計行政部門の構造的

課題への対応

第３回 平成29年３月７日 (1) ＥＢＰＭ推進体制の構築にむけて

(2) 統計システムの再構築、統計行政部門の構造的
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回数 開催日 議題 

課題への対応 

第４回 平成29年３月16日 (1) 生産面を中心に見直したＧＤＰ統計への整備

(2) 統計システムの再構築、統計行政部門の構造的

課題への対応

第５回 平成29年３月31日 (1) 中間報告の案文審議

第６回 平成29年４月７日 (1) 中間報告案の案文審議

第７回 平成29年４月21日 (1) 最終取りまとめに向けてさらに議論を深めるべ

き論点

① 内閣府、総務省説明

② 意見交換

(2) 最終取りまとめの編集イメージ

第８回 平成29年５月８日 (1) 最終取りまとめに向けてさらに議論を深めるべ

き論点

① 総務省、内閣府説明

② 意見交換

(2) 最終取りまとめ案文審議

第９回 平成29年５月12日 (1) 最終取りまとめに向けてさらに議論を深めるべ

き論点

① 総務省説明

② 意見交換

(2) 最終取りまとめ案文審議

第10回 平成29年５月17日 (1) 最終取りまとめ案文審議

(2) 推進会議資料確認

① 事務局説明

② 意見交換
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